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機能・帳票要件（1.【健康管理共通】）

1.

【健
康管
理共
通】

1.1.他システム連
携

1.1.1. 住民記録情報（外国人情報を含む、異動情報を含む）と連携
し、健康管理システムで利用できること。

※1　「住民記録情報と連携」は住民記録情報を含む宛名シ
ステムや共通基盤等との連携を含む
※2　データの参照、取り込みは問わず、健康管理システム
で利用できること
※3　連携頻度は日次・月次等とする
※4　DV等支援対象者情報も連携できること（連携できる場
合）
※5　DV加害者情報も連携できること(連携できる場合)
※6　住登外情報も連携できること（連携できる場合）

住民記録情報（外国人情報を含む、異動情報を含む）と連携
し、健康管理システムで利用できること。

※1　連携頻度は随時とする
※2　外国人の場合、本名、通称名、英字名のいずれを優先
利用するかの氏名優先フラグの情報を連携できること（連携
できる場合）
※3　団体内統合宛名番号も連携できること（連携できる場
合）
※4　個人番号も連携すること（標準化対象事業が含まれ、
連携による保持が必要な場合）

DV加害者情報の連携実績、必要有無
等について検討いただきたい。

個人番号を住民情報連
携,もしくは個人番号連
携によりﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽへ登
録できること｡

・住基システムから提
供されるデータを、提
案システム側で変換を
行い取り込みができる
こと。
・要保護対象者情報の
管理ができること。
・住民基本台帳システ
ムとのデータ連携が可
能であること。
・住基情報について
は、住民情報システム
で管理する情報のう
ち、健康管理システム
として必要と考えるす
べての項目について管
理できること。
・住民基本台帳システ
ムと自動連携が行え手
動での住基情報の追加
や変更が必要無いこ
と。自動連携を行う前
提であるので、健康管
理システム側での住基
情報の追加や変更の機
能は必要ない。
・住基情報の変更が、
即座に反映されること
・転居前住所を管理で
きること。
・変更前氏名を管理で
きること。

・住民基本台帳システ
ムとのデータ連携が、
リアルタイムまたは日
次の周期で可能なこ
と。
・住基情報について
は、住民情報システム
で管理する情報のう
ち、健康管理システム
として必要と考えるす
べての項目について管
理できること。
・住民基本台帳システ
ムと自動連携が行え手
動での住基情報の追加
や変更が必要無いこ
と。自動連携を行う前
提であるので、健康管
理システム側での住基
情報の追加や変更の機
能は必要ない。
・住民情報は住民でな
くなった者（転出者、
死亡者など）の情報も
管理できること。
・DV被害者等の情報の
自動連携（以下、警告
情報）が可能であるこ
と。
・旧氏名、旧住所の管
理ができること。
・個人番号を住民基本
台帳と自動連携し管理

・市指定形式にて、住
民記録・外国人登録
データを日次で自動的
に更新を行えること。
・住民記録・外国人登
録データの追加・修正
を手入力にて対応でき
るシステムであるこ
と。
・転出者、死亡者の住
民データ・各事業結果
データも管理可能なこ
と。

・対象者管理 統合ＤＢ
の住記情報を参照し、
照会する。

・住民基本台帳情報を
連携して、システムに
自動で取り込むことが
できるこ と。また、連
携結果が容易に確認で
きること。
・住民基本台帳で管理
しているDV等支援措置
者情報を連携し、個人
を特定 する単件業務で
表示できること。
・本人確認をする場
合、個人番号と基本4情
報が確認できること。
・住民基本台帳情報の
履歴管理ができるこ
と。

・住民情報の追加・修
正ができること。
・消除者（死亡者、転
出者等）の住民情報を
管理できること。
・転入前住所・転出先
住所を管理できるこ
と。
・世帯の電話番号を管
理できること。外国人
の氏名、通称名を両方
管理できること。

1.1.2. 住民記録の異動情報を元に、異動内容を確認できること。 ・死亡者は期間を指定
して抽出できること。
転入・転出者は最新の
情報から抽出できるこ
と。
・検索結果の表示明細
として、世帯番号、宛
名番号、カナ氏名、氏
名、性別、生年月日、
年齢、続柄、住所、前
住所、転出先住所、地
区名、異動事由、異動
日、住民区分のすべて
が表示できること。

・異動者一覧を作成す
る。

・住民基本台帳の異動
者（転入、転出、出
生、死亡など）を一覧
表示できること。

1.1.3. 健康管理システムでユーザー定義文字（外字）を利用できる
こと。

※1　文字セット、文字コード、文字符号化方式の文字の扱
いは、住民記録システム標準仕様書と同様とする
※2　健康管理システムでの利用とは、画面、帳票、ＥＵＣ
等の全てを含む

抽出されたデータの文
字は外字も含めて表示
できること。

画面には本市で使用し
ている外字を含め,全て
の文字が表示できるこ
と｡

・外字はEUC機能を用い
てExcelに出力した際に
も文字化けをしないこ
と。
・Excelに出力したデー
タの外字が文字化けし
ない仕組みを有するこ
と。
・宛名、送付先も、外
字の入力が可能である
こと。

・外字については、市
より提供するデータを
活用し、画面表示・印
刷時に正しく外字が表
示・印刷されること。
・外字の表示、帳票へ
の出力ができること。

1.1.4. 住民税情報と連携し、健康管理システムで利用できること。

※1　「住民税情報と連携」は、共通基盤等との連携を含む
※2　データの参照、取り込みは問わず、健康管理システム
で利用できること
※3　連携・参照する税項目を事業ごとに設定できること
※4　履歴管理が行えること
※5　健康管理システムで情報を登録・修正ができること

住民税情報から世帯課税有無を判断
し、自己負担免除の判定に利用する
運用が多いと想定している。住民税
情報に関するその他の利用用途につ
いてご意見いただきたい。

・検診料金無料の自動
判定の為に、住民税非
課税世帯情報が管理で
きること。

・住基以外の項目につ
いて、住民税、介護保
険、後期高齢者医療制
度、国民健康保険、そ
の他保険、生保、年金
の管理が可能なように
対応していること。
・検診料金無料の自動
判定の為に、住民税非
課税世帯情報及び生活
保護情報が管理できる
こと。

・市指定形式にて、世
帯課税・非課税データ
を自動的に更新を行う
こと。
・世帯課税・非課税
データの追加・修正を
手入力にて対応できる
システムであること。

住民基本台帳の追加情
報として、国保加入状
況、課税状況、生活保
護受給状況、介護保険
被保険者情報、要介護
認定情報、後期高齢者
加入状 況等の情報連
携、及び情報の管理が
できること。

1.1.5. 国民健康保険情報（異動情報を含む）と連携し、健康管理シ
ステムで利用できること。

※1　「国民健康保険情報と連携」は、共通基盤等との連携
を含む
※2　データの参照、取り込みは問わず、健康管理システム
で利用できること
※3　異動内容をＥＵＣ機能等により確認できること
※4　履歴管理が行えること
※5　健康管理システムで情報を登録・修正ができること

特定健診は標準化対象外としている
が、地域保健事業報告集計での集計
条件に含まれるのでオプション機能
としている。

・国民健康保険の資格
情報を履歴管理できる
こと。
・国保情報等、履歴管
理を行う共通データに
ついては、基準日時点
での抽出ができるこ
と。例）4/1時点の国保
加入者
・指定した期間内に国
保資格に異動があった
住民を抽出し、一覧表
示できること。指定日
時点の有資格者を抽出
して一覧表示できるこ
と。

・住基以外の項目につ
いて、住民税、介護保
険、後期高齢者医療制
度、国民健康保険、そ
の他保険、生保、年金
の管理が可能なように
対応していること。

・市指定形式にて、国
民健康保険被保険者
データを自動的に更新
を行うこと。
・国民健康保険被保険
者データの追加・修正
を手入力にて対応でき
るシステムであるこ
と。
・国保情報等、履歴管
理を行う共通データに
ついては、時点での抽
出ができること。
　例）4/1時点の国保加
入者
・国民健康保険被保険
者データの異動情報を
履歴管理できること。

・住民基本台帳の追加
情報として、国保加入
状況、課税状況、生活
保護受給状況、介護保
険被保険者情報、要介
護認定情報、後期高齢
者加入状 況等の情報連
携、及び情報の管理が
できること。

F市 G市 H市A市 B市 C市 D市 E市構成員ご意見大
項目

中
項目

実装必須機能（実装すべき機能） 実装オプション機能（実装してもしなくてもよい機能）
実装不可機能（実装し

ない機能）

機能名称

機能ID

標準仕様書

検討項目（論点案）

1



機能・帳票要件（1.【健康管理共通】）

F市 G市 H市A市 B市 C市 D市 E市構成員ご意見大
項目

中
項目

実装必須機能（実装すべき機能） 実装オプション機能（実装してもしなくてもよい機能）
実装不可機能（実装し

ない機能）

機能名称

機能ID

標準仕様書

検討項目（論点案）

1.1.6. 後期高齢者医療保険情報（異動情報を含む）と連携し、健康
管理システムで利用できること。

※1　「後期高齢者医療保険情報と連携」は、共通基盤等と
の連携を含む
※2　データの参照、取り込みは問わず、健康管理システム
で利用できること
※3　異動内容をＥＵＣ機能等により確認できること
※4　履歴管理が行えること
※5　健康管理システムで情報を登録・修正ができること

後期高齢者健診は標準化対象外とし
ているが、健康診査対象者の判定や
抽出条件に含まれるので、オプショ
ン機能としている。

・後期高齢資格情報の
管理ができ、画面から
資格の内容が確認でき
ること。

・住基以外の項目につ
いて、住民税、介護保
険、後期高齢者医療制
度、国民健康保険、そ
の他保険、生保、年金
の管理が可能なように
対応していること。

・市指定形式にて、後
期高齢者医療保険被保
険者データを自動的に
更新を行うこと。
・後期高齢者医療保険
被保険者データの追
加・修正を手入力にて
対応できるシステムで
あること。
・後期高齢者医療保険
被保険者データの異動
情報を履歴管理できる
こと。

・住民基本台帳の追加
情報として、国保加入
状況、課税状況、生活
保護受給状況、介護保
険被保険者情報、要介
護認定情報、後期高齢
者加入状 況等の情報連
携、及び情報の管理が
できること。

1.1.7. 生活保護情報（異動情報を含む）と連携し、健康管理システ
ムで利用できること。

※1　「生活保護情報と連携」は、共通基盤等との連携を含
む
※2　データの参照、取り込みは問わず、健康管理システム
で利用できること
※3　異動内容をＥＵＣ機能等により確認できること
※4　履歴管理が行えること
※5　健康管理システムで情報を登録・修正ができること

・住基以外の項目につ
いて、住民税、介護保
険、後期高齢者医療制
度、国民健康保険、そ
の他保険、生保、年金
の管理が可能なように
対応していること。

・検診料金無料の自動
判定の為に、住民税非
課税世帯情報及び生活
保護情報が管理できる
こと。

・市指定形式にて、生
活保護受給者データを
自動的に更新を行うこ
と。
生活保護受給者データ
の追加・修正を手入力
にて対応できるシステ
ムであること。
・生活保護受給者デー
タの異動情報を履歴管
理できること。

住民基本台帳の追加情
報として、国保加入状
況、課税状況、生活保
護受給状況、介護保険
被保険者情報、要介護
認定情報、後期高齢者
加入状 況等の情報連
携、及び情報の管理が
できること。

1.1.8. 介護保険情報（異動情報を含む）と連携し、健康管理システ
ムで利用できること。

※1　「介護保険情報と連携」は、共通基盤等との連携を含
む
※2　データの参照、取り込みは問わず、健康管理システム
で利用できること
※3　異動内容をＥＵＣ機能等により確認できること
※4　履歴管理が行えること。
※5　健康管理システムで情報を登録・修正ができること

①基本チェックリストを標準化対象
外にしているため基本的には不要だ
と思われる。
②保健指導等で利用するケースがあ
れば実装オプションとして記載する
などの対応が必要かご検討いただき
たい。

住基以外の項目につい
て、住民税、介護保
険、後期高齢者医療制
度、国民健康保険、そ
の他保険、生保、年金
の管理が可能なように
対応していること。

・市指定形式にて、介
護保険被保険者・認定
データを日次で自動的
に更新を行うこと。
介護保険被保険者・認
定データの追加・修正
を手入力にて対応でき
るシステムであるこ
と。
・介護保険被保険者・
認定データの異動情報
を履歴管理できるこ
と。

住民基本台帳の追加情
報として、国保加入状
況、課税状況、生活保
護受給状況、介護保険
被保険者情報、要介護
認定情報、後期高齢者
加入状 況等の情報連
携、及び情報の管理が
できること。

1.1.9. マイナンバー制度における中間サーバーや団体内統合宛名シ
ステムへの副本登録について、住登外対象者についても登録
できるようにするために住登外情報を健康管理システムで管
理している場合は、住登外情報を団体内統合宛名システムへ
自動連携できること。

【補足事項】
団体内統合宛名システムにて住登外者の団体内統合宛名番号
を付番するために、健康管理システムから住登外情報を送信
する機能である。

要件数が少ないためオプション機能
での整理としていますが、問題ない
か検討いただきたい。

・住民登録外者送信用
ﾃﾞｰﾀを作成できること｡

・住民登録外者送信用
ﾃﾞｰﾀは次の項目を含
め,UNICODE,CSVﾌｧｲﾙで
日次処理で作成できる
こと｡氏名,ふりがな,生
年月日,性別,郵便番号,
住所,方書,世帯番号,通
称名,通称名ｶﾅ,電話番
号,住民種別(日本人･外
国人),個人番号(ﾏｲﾅﾝ
ﾊﾞｰ),統合宛名番号。

・住登外者の個人番号変更が
あった場合、個人番号変更歴
を追加して団体内統合宛名シ
ステムへ連携できること。

・住登外者の個人番号に誤り
があった場合、個人番号訂正
歴を追加して団 体内統合宛
名システムへ連携できるこ
と。

・住登外者情報は団体内統合
宛名システムへ日次で自動連
携できること。また、連携状
況が容易に確認できること。
・団体内統合宛名システムへ
の電文送信は、日次・月次で
自動処理できること。
・個人番号に誤りがあった場
合、誤った個人番号に紐づい
た副本データを削除する電文
作成ができること。
・個人番号に誤りがあった場
合、正しい個人番号に訂正さ
れた後で副本データを登録し
直す電文作成ができること。
・住登外者情報の団体内統合
宛名システムへの連携結果に
ついて、連携区分、連携年月
日が一覧で確認できること。
・特定個人情報管理対象の住
登外者について、利用目的、
個人番号を管理できること

1.1.10. マイナンバー制度における中間サーバーや団体内統合宛名シ
ステムへ副本登録用のデータを作成し、連携できること。

＜以下データ標準レイアウト＞
・12　養育医療情報
・80　妊娠届出情報
・84　予防接種の実施に関する情報
・86　妊産婦・乳児・幼児に対する健診に関する情報
・90 　肺がん検診（一次）
・91 　肺がん検診（精密）
・92 　乳がん検診（一次）
・93 　乳がん検診（精密）
・94 　胃がん検診（一次）
・95 　胃がん検診（精密）
・96 　子宮頸がん検診（一次）
・97 　子宮頸がん検診（精密）
・98 　大腸がん検診（一次）
・99 　大腸がん検診（精密）
・100　肝炎ウイルス検診（一次）
・101　肝炎ウイルス検診（精密）
・102　骨粗鬆症検診（一次）
・103　骨粗鬆症検診（精密）
・104　歯周疾患検診（一次）
・105　歯周疾患検診（精密）

①自治体規模により手入力運用も想
定されるため必須ではなくオプショ
ンとしている。ご意見いただきた
い。
②「88 新型インフルエンザ特措
法」に関する連携は実装していない
地方自治体が多いと想定してオプ
ション機能にも含めていないが問題
ないか。

中間標準レイアウト対
象業務について、中間
標準レイアウトでの
データ出力ができるこ
と。

・特定個人情報は,差分情報
を作成し日次処理で自動送信
できること｡
・特定個人情報は,更新ﾃﾞｰﾀ･
削除ﾃﾞｰﾀも差分情報で作成し
日次処理で自動送信できるこ
と｡
・特定個人情報の項目は,ﾃﾞ
ｼﾞﾀﾙPMOの特定個人情報ﾃﾞｰﾀ
標準ﾚｲｱｳﾄのとおり作成でき
る｡送信ﾌｧｲﾙは連携ｻｰﾊﾞのﾚｲｱ
ｳﾄで作成できること｡
・番号法別表第二主務省令
（番号法別表第２に基づき，
情報提供ネットワークシステ
ムを利用して情報照会を行う
具体的な事務手続，情報提供
する特定個人情報の内容を定
めるもの）のうち，次の特定
個人情報を作成できること。
（TM00000000000078）ｵ.妊娠
届 母子保健法による妊娠の
届出に関する情報
（TM00000000000080）ｶ.予防
接種 予防接種法による予防
接種の実施の情報
（TM00000000000084）ｷ.母子
保健法による妊産婦健診（妊
婦，産婦，妊産婦歯科），及
び乳幼児健診（３～４か月
児，１歳６か月児，３歳児）
の実施の情報
（TM00000000000086）

・マイナンバー副本連
携ログを画面に一覧表
示できること。。CSV連
携、SOAP連携いずれに
も対応していること。
・副本登録済みのデー
タを条件を指定して抽
出し、中間サーバーに
連携するためのデータ
が作成できること。

・中間サーバへ管轄事
務処理の情報提供、照
会ができること。

・団体内統合宛名システ
ムへの副本登録ができる
こと。
・電文レイアウト
「IF_DBM_20113_R01　特
定個人情報ファイルの登
録依頼電文」を用いて電
文送信ができること。
・正本データの登録、更
新、削除に応じて、登録
更新電文、削除電文を作
成できること。
・特定個人情報名「80
母子保健法による妊娠の
届出に関する情報」につ
いてデータ標準レイアウ
トに基づき副本登録の電
文作成ができること。
（母子要件より）
・乳幼児健診等母子保健
情報の利活用の推進につ
いてデータ標準レイアウ
トに基づき副本登録の電
文作成ができること。
（母子要件より）
・データ標準レイアウト
の改版があった場合に遡
り申請の事務を含めて対
応できること。
・データ標準レイアウト
毎に情報提供を開始する
基準日を設定できること

1.1.11. マイナンバー制度における中間サーバーや団体内統合宛名シ
ステムへ情報照会内容のデータ（情報提供依頼のデータ）を
作成し、連携できること。

※1　連携できる事業（予防接種、乳幼児等の単位）をパラ
メタ等で設定できること
※2　一括してデータ作成し、連携できること

・中間サーバへ管轄事
務処理の情報提供、照
会ができること。
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機能・帳票要件（1.【健康管理共通】）

F市 G市 H市A市 B市 C市 D市 E市構成員ご意見大
項目

中
項目

実装必須機能（実装すべき機能） 実装オプション機能（実装してもしなくてもよい機能）
実装不可機能（実装し

ない機能）

機能名称

機能ID

標準仕様書

検討項目（論点案）

1.1.12. マイナンバー制度における中間サーバーや団体内統合宛名シ
ステムから引き渡される情報照会結果データを取り込み、情
報照会結果を確認できること。

※1　取り込んだ情報照会結果より、副本登録用のデータを
作成し、連携できること
※2　連携できる事業（予防接種、乳幼児等の単位）をパラ
メタ等で設定できること

国の指針に沿って追記している。

1.1.13. 子育てワンストップサービス（マイナポータルのぴったり
サービス）を利用したオンライン申請の情報を連携し、健康
管理システムで利用できること。

国の指針に沿って追記している。

1.1.14. 電子申請サービスを利用した妊娠届データの取込ができるこ
と。

事務局の判断で追記したが、必要有
無を検討いただきたい。

1.1.15. 他システムとの連携用データの取込や作成・送信は、あらか
じめ指定したスケジュールに基づき、自動実行ができるこ
と。
また、自動実行した結果（正常異常、処理開始終了時刻、処
理件数等）を確認できること。

他システムとの連携全般の要件とし
て、事務局の判断で追記したが、必
要有無を検討いただきたい。

1.1.16. 他システムとの連携用データの取込時や作成・送信時にエ
ラーが発生した場合、エラー内容を確認できること。
また、エラー対応後、取込や作成・送信の再処理ができるこ
と。

他システムとの連携全般の要件とし
て、事務局の判断で追記したが、必
要有無を検討いただきたい。

1.2.マスタ管理機
能

1.2.1. コードマスタを管理（登録、修正、削除、照会）できるこ
と。

ｼｽﾃﾑで使用するﾏｽﾀｰ関
係は,職員(ｼｽﾃﾑ管理者)
で簡単に変更ができる
こと｡また,変更前の事
前ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟを取得する
必要がなく,間違った場
合でも瞬時に元の状態
に復旧できる工夫がさ
れていること｡

・システムで登録して
いるコード情報以外は
ユーザーがメンテナン
スできること。
・コード管理している
項目は、一覧表示し、
選択できること。

・システムで管理して
いるコードの追加・変
更をユーザ側にて独自
で行える機能を有する
こと。
・コードは業務単位で
はなく全システム共通
で管理ができること。

システムで管理してい
る名称（例：病院名、
診断名等）の追加を
ユーザーにて随時行え
る機能を有すること

1.2.2. 医療機関情報を管理（登録・修正・削除・照会）できるこ
と。

医療機関情報を管理（登録・修正・削除・照会）できるこ
と。

※1　事業ごとに医療機関の管理ができること

・関係課共通で医療機
関の登録･検索ができる
こと｡
・医療機関の検索で該
当医療機関が存在しな
い場合,即時登録ができ
ること｡
・医療機関の市独自ｺｰ
ﾄﾞ,支払基金ｺｰﾄﾞ,医療
機関名称,郵便番号,住
所,電話番号,代表者(ﾌﾘ
ｶﾞﾅ･氏名･郵便番号･住
所･電話番号),金融情報
(本店･支店･口座番号･ﾌ
ﾘｶﾞﾅ･氏名),指定医療機
関(指定区分･指定日･廃
止日･診療科目)の登録
ができること｡
・医療機関の検索画面
は,事業毎で検索表示の
絞り込み,市内･市外･都
道府県外で表示の絞込
みができること｡また,
医療機関名称での検索
ができること｡

医療機関情報をユー
ザーがメンテナンスで
きること。各医療機関
が行っている業務を設
定でき、各登録画面で
は、対象業務を行って
いる医療機関のみが選
択肢として表示される
こと。

・医療機関コードは全
システム共通で同じ
コードで管理ができる
こと。

・医療機関コードは業
務毎に設定ができるこ
と。具体的には特定健
診でしか使用しない医
療機関を予防接種で表
示させないこと。

・市が委託している医
療機関の名称，所在
地，電話番号等の情報
を入力・管理できるこ
と。

1.2.3. 医療機関情報を一覧で確認できること。 事務局の判断で追記したが、必要有
無を検討いただきたい。

1.2.4. 集団健(検)診等の会場を管理（登録・修正・削除・照会）で
きること。

・関係課共通で医療機
関の登録･検索ができる
こと｡
・医療機関の検索で該
当医療機関が存在しな
い場合,即時登録ができ
ること｡
・医療機関の市独自ｺｰ
ﾄﾞ,支払基金ｺｰﾄﾞ,医療
機関名称,郵便番号,住
所,電話番号,代表者(ﾌﾘ
ｶﾞﾅ･氏名･郵便番号･住
所･電話番号),金融情報
(本店･支店･口座番号･ﾌ
ﾘｶﾞﾅ･氏名),指定医療機
関(指定区分･指定日･廃
止日･診療科目)の登録
ができること｡
・医療機関の検索画面
は,事業毎で検索表示の
絞り込み,市内･市外･都
道府県外で表示の絞込
みができること｡また,
医療機関名称での検索
ができること｡

医療機関情報をユー
ザーがメンテナンスで
きること。各医療機関
が行っている業務を設
定でき、各登録画面で
は、対象業務を行って
いる医療機関のみが選
択肢として表示される
こと。

・医療機関コードは全
システム共通で同じ
コードで管理ができる
こと。
・医療機関コードは業
務毎に設定ができるこ
と。具体的には特定健
診でしか使用しない医
療機関を予防接種で表
示させないこと。

・市が委託している医
療機関の名称，所在
地，電話番号等の情報
を入力・管理できるこ
と。

1.2.5. 会場を一覧で確認できること。 事務局の判断で追記したが、必要有
無を検討いただきたい。
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機能・帳票要件（1.【健康管理共通】）

F市 G市 H市A市 B市 C市 D市 E市構成員ご意見大
項目

中
項目

実装必須機能（実装すべき機能） 実装オプション機能（実装してもしなくてもよい機能）
実装不可機能（実装し

ない機能）

機能名称

機能ID

標準仕様書

検討項目（論点案）

1.2.6. 通知書等の出力において、印字する電子公印は帳票単位で公
印の種類及び印影を管理できること。

※1　職務代理者の公印も管理できること
※2　印影は自治体の要求するサイズで管理できることを目
的として、画像ファイルの形式、解像度、容量等を幅広く対
応できること

①健康管理システム内で公印管理を
行っていることを想定して実装必須
機能としているが問題ないか。
②公印管理は別システムで行ってい
る等の情報があればご意見いただき
たい。

・帳票に印刷される市
長の肩書や氏名、公印
について、パラメタ設
定等の変更のみで対応
できるようにできるこ
と。
・電子公印を市長印・
職務代理者印等複数管
理することができるこ
と。
・公印については複数
の登録ができ、切替日
を指定するなどによ
り、公印の切り替えが
できること。
・電子公印が不正に利
用されることがないよ
うイメージデータとし
てデータが残らないよ
う考慮されているこ
と。

・自治体情報（自治体
名、市区町村名、自治
体住所、首長名、担当
課名、担当課電話番
号）を登録し、その内
容が帳票に出力できる
こと。
・健康相談の担当者情
報（氏名・職種　等）
を管理できること

・所属長情報（役職、所
属長氏名、公印、適用
期間）をマスタ管理でき

るこ と。
・所属長情報（役
職、所属長氏名、公
印、適用期間）をマ
スタ管理できるこ
と。

1.2.7. 通知書等の出力において、印字する市区町村長名を設定で
き、変更になる場合も対応できること。

※1　通知書等に出力する場合は、設定された公印の種類に
対応した名称を印字すること

事務局の判断で追記したが、必要有
無を検討いただきたい。

1.2.8. 通知書等の出力において、職務代理者を設定できること。 通知書等の出力において、職務代理者を設定できること。

※1　職務代理者を反映させる通知書等を帳票単位に指定で
きること
※2　※1で指定した帳票に対して、職務代理者の一括反映有
無を設定できること
※3　公印のみ印刷してある台紙に市区町村長名を印字する
方式の場合、印刷する公印は変更せず、市区町村長名部分の
みを職務代理者に変更できること
※4　職務代理者を履歴で管理できること

事務局の判断で追記したが、必要有
無を検討いただきたい。

1.2.9. 健康管理システム操作者以外に、事業従事者（担当者）情報
が管理（登録、修正、削除、照会）ができること。

・職員ごとに従事業
務・日時を管理できる
こと。
・日時の範囲を指定
し、職員ごとに従事業
務・時間の集計がとれ
ること。
・事業予定に、従事者
を入力すると、出欠確
認表が出力できるこ
と。
・従事者（医師）の名
簿が管理できること。
（氏名・住所・〒・電
話番号・FAX番号・医療
機関名・銀行名・支店
名・口座番号・口座種
別）

･従事者情報を一覧で表
示、印刷できること。
･従事者管理及び一覧が
表示できること。

1.2.10. 事業従事者（担当者）情報が一覧で確認できること。 ･従事者情報を一覧で表
示、印刷できること。
･従事者管理及び一覧が
表示できること。

1.2.11. 地区の管理（登録、修正、削除、照会）ができること。

※1　地区は住民記録の住所と紐付ができること
※2　事業や目的別に地区が設定できること（行政区や学校
区等）

・地区の種類を最大6種
類設定でき、住居地区
により検索ができるこ
と。

・地区は、最大６パ
ターンの地区コードを
管理できること。地区
コードとは具体的に
は、小字、大字、行政
区、小学校区、中学校
区、選挙区、旧市町村
区分等を指す。

・町丁目情報をマスタ
管理できること。
・町丁目情報に紐づい
た行政区情報をマスタ
管理できること。
・地区情報をマスタ管
理できること。
・地区については、母
子事業用、予防接種事
業用など地区管理種別
を複数 パターンで管理
できること。

1.2.12. 地区別に担当保健師の管理（登録、修正、削除、照会）がで
きること。

検索した市民の住所か
ら地区名が表示されて
いること｡また,該当地
区の担当保健師(職員
名)が表示されているこ
と｡

地区毎に担当保健師な
どの自動振付及び手動
設定ができること。

地区別の従事者をマス
タ管理できること。

1.2.13. 検査項目において基準範囲（下限、上限）の管理ができるこ
と。

※1　検査項目ごとに、年齢や性別ごとに基準値が設定でき
ること
※2　基準値が設定されている検査項目を参照画面で照会し
た際、基準値超過の確認ができること

検査値などの基準値は,
職員で簡単に変更がで
きること｡

・基準値は年齢、性別
毎に設定できること。
・基準値の設定変更
を、ユーザ側にて独自
で行える機能を有する
こと。
・基準値は基準日で切
り替え可能で、複数設
定を保持できること。
基準日は、年度頭、年
度末に関わらず、年度
途中など、任意の日付
によって設定可能なこ
と。
・基準値の範囲外の入
力をした場合、エラー
表示できること。
・基準値に応じて、結
果登録・照会画面の項
目の文字や背景色が自
動で変わり正常／異常
が一目で分かること。

基準値の変更をユー
ザーにて行える機能を
有すること。基準値に
ついては年齢、性別毎
に設定できること。
・各検査項目につい
て、基準値に基づいて
自動判定し、判定別に
色を変えて表示可能な
こと。また、基準値の
変更もユーザー側で対
応可能なこと。
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機能・帳票要件（1.【健康管理共通】）

F市 G市 H市A市 B市 C市 D市 E市構成員ご意見大
項目

中
項目

実装必須機能（実装すべき機能） 実装オプション機能（実装してもしなくてもよい機能）
実装不可機能（実装し

ない機能）

機能名称

機能ID

標準仕様書

検討項目（論点案）

1.2.14. 年間の事業予定（集団健(検)診等のイベント予定）を管理
（登録、修正、削除、照会）できること。

※1　以下に関する事業の情報を管理できること
【管理項目】
事業名
会場
期、回数
日時
受付時間
定員

年間の事業予定（集団健(検)診等のイベント予定）を管理
（登録、修正、削除、照会）できること。

※1　以下に関する事業の情報を管理できること
【管理項目】
参加資格（年齢・性別・地区等）
従事者（担当者）
※2　従事者（担当者）の登録時、同一時間に重複していた
場合、注意喚起（エラー・アラート）ができること

・イベント管理での健
康教室の管理ができる
こと
・イベント登録内容
は、日付、時間、クラ
スを入力できること
・イベント登録内容の
項目については、追
加、変更できること

・事業の登録は,日時･
場所･校区･定員･資格
(性別･年齢など)･時間
帯の登録ができること｡
・事業を指定し,参加者
数の登録ができること｡
参加者数は事業毎に内
訳設定が可能で年代別,
性別など自由に設定が
可能であること｡
・登録事業から,日付･
場所･定員･予約者数･参
加者数等が一覧印刷で
きること｡
・事業管理での健康教
室の管理ができること
・事業(行事予定)を事
前に登録し,その事業に
市民からの予約を受け
付ける｡さらに参加者の
登録と従事者の登録を
行う｡事業の登録とのﾘﾝ
ｸができること｡

・検診スケジュール別
に検診スケジュール内
の検診ごとの予約実人
数が確認できること。

・受付時間は何分ごと
に、何人割り振るかの
指定ができること。
･担当者が同一時間に複
数の検診スケジュール
の担当とならないよ
う、自動でチェックが
できること。
・健康教育･健康相談の
従事者の職種毎の人数
を登録できること。

・実施中のすべての事
業の登録・更新・削除
ができること。
・事業および検診スケ
ジュールの登録・更
新・削除ができるこ
と。
・検診スケジュールで
実施する検診の項目ご
とに人数、性別、年齢
範囲の設定ができるこ
と。
・年度ごとに事業、検
診スケジュールが選択
できること。
・検診スケジュール内
を一定時間に区切り、
その時間ごとに人数の
設定ができること。
･検診スケジュールの検
診会場と時間が他の検
診スケジュールと重複
していないか、確認で
きること。
・担当者が同一時間に
複数の検診スケジュー
ルの担当とならないよ
う、自動でチェックが
できること。

・事業スケジュール
は，職員により入力，
修正作業が行えるこ
と。
・年間の各健診・教室
のスケジュールを日
付，時間，会場別に入
力でき，カレンダー上
に表示できる機能を有
すること。
・事業スケジュール
は，従事予定者を設定
でき，従事予定者毎の
事業予定表として表
示，印刷できること。
・システム初画面に当
日の事業表示ができる
こと。
・集団健診の受診日・
受診会場を年度毎に管
理（追加・更新）可能
であること。

事業情報の更新／照会
ができること。
会場支援情報の更新／
照会ができること。
・事業情報・実施日情
報の更新・紹介を行う
・各種データ登録・保
守を行う
　・事業基本情報
　・実施日情報

･年間の事業計画を作成
することができるこ
と。
･事業予定画面から年間
の日程、会場、受付時
間等を入力、管理でき
ること。（母子要件か
ら）

・検診スケジュールに
その事業に従事する担
当者が登録できるこ
と。同じ日や時間帯に
従事者が重複して登録
しようとしている場合
に、警告メッセージが
出せること。
･検診スケジュールに予
め受診可能な住民の地
区の設定ができるこ
と。
・年度ごとに事業、検
診スケジュールが選択
できること。
・教室ごとに健康教室
の内容（日付・時間・
担当者・教室種別
等）を登録・管理でき
ること
・健康教室の担当者情
報（氏名・職種　等）
を管理できること
・健康教室の参加者を
管理できること

1.2.15. 年間の事業予定は一覧で確認、加工できること（ＥＵＣがで
きること）。

年間の事業予定は一覧で確認、加工できること（ＥＵＣがで
きること）。

※1　従事者（担当者）ごとに確認ができること。

･担当者毎のスケジュー
ルが画面にて確認でき
ること。
・検診スケジュール別
に予約済み個人の人数
とその一覧が表示でき
ること。

･検診スケジュールがカ
レンダー形式で一覧表
示でき、一覧には検診
ごとの予約者数、上限
数が表示され上限数に
達した検診が容易に判
別できること。
・検診スケジュール一
覧がEｘｃｅｌに直接出
力ができ、一覧には検
診ごとの予約者数、上
限数が出力できるこ
と。
・検診スケジュールに
担当者の設定ができ、
スケジュールが一覧表
示できること｡
・担当者毎のスケ
ジュールが画面にて確
認できること。

入力した事業スケ
ジュールは，一覧表と
して印刷できること。

 事業計画表を印刷する
ことができること。

1.2.16. 事業の情報を管理（登録、修正、削除、照会）できること。

※1　当機能にて成人検診、母子保健における市区町村拡張
事業の追加、予防接種における任意接種や風しん抗体検査の
追加ができること
※2　同じ業務でも複数の事業を実施してる場合には、複数
の事業が管理できること（例：栄養教室・禁煙教室・歯科教
室）
※3　対象となる年齢および性別を管理できること

・年齢について各検診
毎（業務毎では無い）
に、年齢計算の基準日
を任意の日付、月頭、
月末、年頭、年末、年
度頭、年度末の設定が
自由にできること。
・年齢について各検診
毎（業務毎では無い）
に、法準拠（前日満年
齢）、慣例準拠（当日
満年齢）の設定が自由
にできること。
・あらかじめ業務毎の
対象性別や対象年齢の
設定が行え、対象外の
住民を指定した際にエ
ラーメッセージが表示
され誤登録を防げるこ
と

・事業ごとに，対象者
条件の設定ができるこ
と。対象者条件として
は，性別・対象年齢範
囲・対象年齢（例：年
齢や偶数/奇数など）・
過去の受診歴等とす
る。
・各項目ごとに年齢計
算の基準日が設定可能
であること。

・事業ごとに対象者の
年齢条件（開始年齢、
終了年齢）を設定でき
ること。
・事業ごとに対象者の
性別条件（男性、女
性）を設定できるこ
と。
・事業名称について、
行政区ごとに各事業名
称の小分類に値する事
業名を管理ができるこ
と。
･事業名称を一覧で表示
し、確認することがで
きること。
・事業に関する情報を
マスタ管理することが
できること。

1.2.17. 事業を一覧で確認できること。 事務局の判断で追記したが、必要有
無を検討いただきたい。
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機能・帳票要件（1.【健康管理共通】）

F市 G市 H市A市 B市 C市 D市 E市構成員ご意見大
項目

中
項目

実装必須機能（実装すべき機能） 実装オプション機能（実装してもしなくてもよい機能）
実装不可機能（実装し

ない機能）

機能名称

機能ID

標準仕様書

検討項目（論点案）

1.2.18. 市区町村拡張運用における以下の対応ができること。

※1　指針に示された検診の対象年齢の拡張
※2　指針に示された検診の節目年齢の変更
※3　指針に示された検査項目以外の検査項目の追加
※4　市区町村拡張事業の検査項目の追加
※5　妊婦健診の単独助成（健診回数上乗せ）

事務局の判断で追記したが、必要有
無を検討いただきたい。

1.2.19. マスタ管理情報は、適用開始日、適用終了日による管理がで
きること。

事務局の判断で追記したが、必要有
無を検討いただきたい。

1.2.20. 機能・帳票要件及び帳票詳細要件に記載している「パラメ
タ」は、利用者が変更できること。

事務局の判断で追記したが、必要有
無を検討いただきたい。

1.3.データ管理機
能

1.3.1. 健康管理システム上で、住民記録情報（対象者および世帯
員）を確認できること。

※1　データの参照、データの取り込みは問わず、健康管理
システムで確認できればよい
※2　DV等支援対象者情報も連携される場合は、DV等支援対
象者として識別できること

健康管理システム上で、住民記録情報（対象者および世帯
員）を確認できること。

※1　履歴も確認できること
※2　世帯情報は一覧および視覚的に分かりやすい形式（家
系図等）で表示できること

・住民を特定するため
に、氏名・ふりがな・
生年月日・性別・年齢
が表示できること。

・住民を特定するために,氏
名･ﾌﾘｶﾞﾅ･生年月日･性別･年
齢が表示されていることと
し,対象年齢の把握が簡単に
できるよう年齢は現在の年
齢･月齢と年度末の年齢,両方
が常に表示されていること｡
・市民の世帯構成一覧には
個人識別番号の他に氏名,ふ
りがな,続柄,生年月日,年
齢,国保情報,介護情報,税情
報,生活保護等を表示するこ
と｡また,表示項目及び項目の
表示順は職員が設定できるこ
と｡
・市民の世帯構成が一覧表及
び,家系図で表示できること｡
・住民の検索画面は,続柄を
もとに家系図が表示される
こと｡また,家系図の中から個
人を選択することでその個人
の情報へ遷移ができること｡
・家系図には氏名の他に年
齢,性別が識別でき,世帯主の
識別ができること｡また,顔ｱｲ
ｺﾝ(大人･子供,男性･女性,年
代等による絵)で視認性に優
れていること｡
・家系図にはDVの他に保健師
支援中の情報も表示されるこ
と｡

・個人の情報を参照す
る場合、同一画面上で
世帯員の構成（氏名、
性別、生年月日、続
柄）が確認できるこ
と。
・氏名、住所の変更履
歴が参照できること。
・世帯一覧が確認でき
ること。また、世帯員
をダブルクリックする
事でその人の検診や相
談履歴が表示されるこ
と。

・検索結果の表示明細
として、世帯番号、個
人番号、カナ氏名、氏
名、性別、生年月日、
年齢、続柄、住所、前
住所、転出先住所、地
区名、異動事由、異動
日、住民区分のすべて
が表示できること。
・同一画面上にて、選
択した個人の世帯員の
一覧表示が可能である
こと。

・該当者の基本情報が
画面に表示されている
とき、同一画面上に同
一世帯員の名前も表示
されること。また、そ
の家族の名前を選択す
るだけで選択した家族
の基本情報が画面に表
示されること。
・住基を元に家計図を
表示できること。

・住記・個別事項の
データ登録･保守を行
う。
・対象者管理 世帯構成
情報を照会する。

・世帯情報を一覧表示
できること。

1.3.2. 健康管理システム上で、住登外者（住所地特例者）を管理
（登録・修正・削除・照会）できること。

※1　住民記録情報や団体内統合宛名システムからの連携に
より取得できることを含む

健康管理システム上で、住登外者（住所地特例者）を管理
（登録・修正・削除・照会）できること。

※1　登録した住登外者については、宛名番号が自動で付番
されること（先頭の番号体系等の自治体ルールがあるため、
汎用的に実装すること）

・ｼｽﾃﾑ独自で住登外者
を登録することができ
ること｡
・住登外者の個人識別
番号は,任意に指定した
範囲で自動的に番号が
付番されること｡
・住登外者は個人識別
番号の他に,氏名,ふり
がな,生年月日,性別,郵
便番号,住所,方書,氏
名,ふりがな,生年月日,
性別,郵便番号,住所,方
書,世帯番号,通称名,通
称名ｶﾅ,電話番号,住民
種別(日本人･外国人),
個人番号(ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ),統
合宛名番号を登録でき
ること｡
・登録した住登外者は
一覧表示し管理できる
こと｡また,住登外者の
更新,削除ができるこ
と｡

住民登録外者の登録、
修正、削除が行えるこ
と。また、住民登録者
と同様に全ての画面に
おいて、データ管理が
行えること。

対象者管理 統合ＤＢの
住登外情報を参照し、
照会する。

・住登外登録者を表示
できるようにする（抽
出～登録も可）
（乳幼児全戸訪問につ
いて）
【対応②】
　個人情報を住登外登
録する。　運用管理ー
住民記録ー住登外管理
へ

・住登外者の情報を管
理できること。

1.3.3. 住登外者（住所地特例者）の個人番号を管理（登録・修正・
削除・照会）できること。

※1　住民記録情報や団体内統合宛名システムからの連携に
より取得できることを含む
※2　番号法別表第一の要件を満たす個人番号を管理できる
こと
※3　番号法別表第一の要件を満たさない個人番号は管理で
きないこと
※4　所属や職員により利用権限設定できること

・住登外者は個人識別
番号の他に,氏名,ふり
がな,生年月日,性別,郵
便番号,住所,方書,氏
名,ふりがな,生年月日,
性別,郵便番号,住所,方
書,世帯番号,通称名,通
称名ｶﾅ,電話番号,住民
種別(日本人･外国人),
個人番号(ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ),統
合宛名番号を登録でき
ること｡

・住登外者の個人番号
入力時、12桁目の
チェックディジットに
より検査を行い、入力
間違いを抑制できるこ
と。

1.3.4. 再転入時や住登外者から住民登録者になることにより宛名番
号が変更された場合、同一人物としてマイナンバーの副本登
録ができる仕組みがあること。

※1　再転入時は、住民記録システム標準仕様書において、
「従前使用していた宛名番号をそのまま引き継ぐこと」と
なっているが100％ではないことと、住登外者から住民登録
者となった場合は宛名番号が変更となるための要件である

事務局の判断で追記したが、必要有
無を検討いただきたい。

1.3.5. 個別に把握したDV等要支援者を管理でき、気づける仕組みと
すること。

※1　住民記録情報の連携により取得するDV等要保護対象情
報とは別に管理できること

個別に把握した要支援者を管理でき、気づける仕組みとする
こと。

※1　所属（課や係等の単位）や職員（複数指定可）により
利用権限設定できること

・ＤＶ・ストーカー支
援者を検索した場合、
画面上にメッセージが
表示できること。ま
た、メッセージを閉じ
た後も注意喚起を促す
機能を備えているこ
と。

・DV情報が登録してあ
る市民を検索した場合,
警告ﾒｯｾｰｼﾞが表示され
ること｡
・DV情報が登録してあ
る市民を検索した場合,
画面上にﾒｯｾｰｼﾞが表示
できること｡

・警告情報が設定され
た個人を画面に指定し
た際に、警告情報が設
定されている旨のメッ
セージと警告情報アイ
コンが表示されるこ
と。
・警告情報を基に、画
面での住民基本台帳の
閲覧制限が可能である
こと。
・警告情報の閲覧に関
して、ユーザー毎に許
可設定が可能なこと。
また閲覧が許可されて
いない場合は、警告区
分が「＊＊＊＊＊＊」
で表示されること。

・取り扱いに注意を要
する情報を特定できな
いように、職員内で
ルールを決めて利用で
きる、シール機能を有
すること
・住民基本台帳で管理
しているDV等支援措置
者情報に該当する個人
を検索した場合に、注
意喚起のメッセージを
表示できること。
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機能・帳票要件（1.【健康管理共通】）

F市 G市 H市A市 B市 C市 D市 E市構成員ご意見大
項目

中
項目

実装必須機能（実装すべき機能） 実装オプション機能（実装してもしなくてもよい機能）
実装不可機能（実装し

ない機能）

機能名称

機能ID

標準仕様書

検討項目（論点案）

1.3.6. 個人単位で電話番号、携帯番号、E-mailアドレスの連絡先を
複数管理でき、各事業の台帳画面や一覧抽出で表示できるこ
と。

※1　連絡先備考も管理できること（架電の優先先、登録事
業、登録者、勤務先や知人の情報等を管理するため）

・電話番号は固定電話
と連絡先(携帯電話な
ど)の3種類を持ち,全て
の画面から電話番号の
設定変更ができること｡
・電話番号は固定電話
と連絡先(携帯電話な
ど)の3種類のうちどれ
を代表にするか設定変
更ができること｡また,ｼ
ｽﾃﾑ内の画面や一覧表な
どの電話番号はこの代
表電話番号を表示でき
ること｡
・電話番号を設定,変更
した時点で電話番号設
定日が自動で記録され,
電話番号設定日が表示
できること｡
・電話番号は世帯でな
く住民個人ごとに管理
できること｡
・電話番号が本人の電
話ではない場合,電話番
号登録者名を登録及び
表示ができること｡(例:
予防接種対象児の電話
番号が父か母かなど)

・送付用住所・電話番
号・携帯電話番号・E-
mailアドレスを管理で
きること。

・個人の連絡先（電話
番号、E-Mailなど）が
３つ以上管理できるこ
と。

・個人電話番号・E-
mailアドレス・世帯電
話番号が管理できるこ
と。

1.3.7. 税情報の閲覧権限のある事業について、健康管理システム上
で、住民税情報（対象者および世帯員）を確認できること。

※1　データの参照、データの取り込みは問わず、健康管理
システムで確認できればよい
※2　過年度も確認できること
※3　所属や職員により利用権限設定できること

住民税の健康管理システム連携がオ
プション機能のため、確認について
もオプション機能扱いとしておりま
す。

1.3.8. 住基住所とは別に、送付先情報を管理（登録・修正・削除・
照会）できること。

住基住所とは別に、送付先情報を管理（登録・修正・削除・
照会）できること。

※1　目的別に利用したい送付先情報を対象者単位で複数管
理できること
※2　どの送付先情報を利用するかを設定できること（全事
業の通知書等に一律で印字される）
※3　事業毎に利用したい送付先情報を設定でき、事業毎の
利用有無を設定できること（※3設定＞※2設定の優先順に
て、送付先の印字が可能となる）
※4　登録事由（DV避難者や成年被後見人等）も管理できる
こと

住民記録の住所とは別
に送付先住所、現在居
住地住所を管理でき、
送付先住所と現在居住
地住所は設定変更がで
きること。

・住基住所とは別に送
付先住所,現在居住地住
所を管理でき,送付先住
所と現在居住地住所は
設定変更ができること｡
・ｼｽﾃﾑ内の画面や一覧
表などの住所は現在居
住地住所から印刷でき
ること｡

・送付用住所・電話番
号・携帯電話番号・E-
mailアドレスを管理で
きること。
・通称名と送付先情報
（住基上の住所以外の
送付先住所）の管理が
できること。
・送付先情報を設定し
た個人を画面に表示し
た際に、送付先が設定
されている事がアイコ
ン表示されること。
・１クリックで送付先
情報と住基情報が切り
替えて表示できるこ
と。
・宛名、送付先が登録
されている者について
は、宛名、送付先を使
用した検索ができるこ
と。

・通称名と送付先情報
（住基上の住所以外の
送付先住所）の管理が
できること。
・通称名と送付先情報
登録者のチェックリス
トが作成できること。
・送付先情報を設定し
た個人を画面に表示し
た際に、送付先が設定
されている事がアイコ
ン表示されること。
・１クリックで送付先
情報と住基情報が切り
替えて表示できるこ
と。
・宛名、送付先が登録
されている者について
は、宛名、送付先を使
用した検索ができるこ
と。

・通称名・宛先用氏
名・宛先用住所が管理
できること。

・対象者管理 送付先情
報を更新する。
・対象者管理 送付先情
報を照会する。

住民基本台帳の送付先
情報を、目的に応じた
分類別に管理できるこ
と。

1.3.9. 登録した送付先の情報を一覧で確認できること（ＥＵＣがで
きること）。

事務局の判断で追記したが、必要有
無を検討いただきたい。

1.3.10. 保健師活動に必要な情報を管理できること。

※1　データの参照、取り込みは問わず、健康管理システム
で利用できること。

【管理項目】
障害者手帳の等級
療育手帳の等級
有効期限
施設入居状況
等

・障害者手帳及び療育
手帳の等級、有効期限
の管理ができること

住基情報の付随情報と
してユーザーが設定で
きる項目の一括取込が
できること。

1.3.11. 事業予定に対して、予約希望者の管理（登録、修正、削除、
照会）ができること。

事業予定に対して、予約希望者の管理（登録、修正、削除、
照会）ができること。

※1　予約登録時、事業予定が既に定員に達している場合は
注意喚起（エラー・アラート）できること
※2　予約登録時、参加要件を満たしていない場合は注意喚
起（エラー・アラート）できること
※3　予約順に予約番号を採番・登録できること
※4　重複予約（同一日時に別の事業予約、同一事業を別の
日時で予約）の確認ができること

・予約登録は、イベン
トを特定したうえで市
民の予約ができること
・予約登録は、市民を
特定しそのうえでイベ
ントの予約ができるこ
と
・担当部署単位で個別
管理ができること
・予約登録は教室への
参加要件を満たしてい
るかどうか年齢や性別
で判断し、要件を満た
ないときは、メッセー
ジを表示できること

・ｲﾍﾞﾝﾄを時間帯で区切って,
予約時に時間指定での予約が
できること｡定員に達した時
にはﾒｯｾｰｼﾞを表示すること｡
・事業を指定後,市民からの
予約登録ができること｡定員
に達したときはﾒｯｾｰｼﾞを表示
すること｡予約可能な事業か
どうか年齢･性別･受診歴等で
資格ﾁｪｯｸし,条件を満たさな
い場合はﾒｯｾｰｼﾞを表示するこ
と｡
・市民を指定後,事業を検索
し予約登録ができること｡定
員に達したときはﾒｯｾｰｼﾞを表
示すること｡予約可能な事業
かどうか年齢･性別･受診歴等
で資格ﾁｪｯｸし,条件を満たさ
ない場合はﾒｯｾｰｼﾞを表示する
こと｡
・市民を指定後,事業を検索
し予約登録ができること｡夫
婦,親子などが一度に登録で
きること｡両親学級,親子教室
等の予約者登録で夫を登録
し,再度妻を登録するのでは
なく,夫と妻,親と子どもを一
度に登録できること｡
・生年月日範囲を指定後,事
業を検索し予約登録ができる
こと｡定員に達したときはﾒｯ
ｾｰｼﾞを表示すること｡予約可
能な事業かどうか年齢･性別･
受診歴等で資格ﾁｪｯｸし,条件
を満たさない場合はﾒｯｾｰｼﾞを
表示すること｡

・検診スケジュール別
に個人の検診予約追
加・更新・削除ができ
ること。

・検診ごとの予約順に
予約番号が振られるこ
と。

・予約時のチェック内
容の選択とメッセージ
表示の有無を設定に
よって変更できること

・検診スケジュール別に個人
の検診予約追加・更新・削除
ができること。
・検診ごとの予約順に予約番
号が振られること。
・検診スケジュール別で個人
の検診ごとの予約状況が確認
できること。
・検診スケジュール別に個人
の検診受付追加・更新・削除
ができること。
・検診スケジュール別で個人
の検診ごとの受付状況が確認
できること。
・定員を超えた場合に警告
メッセージが表示されるこ
と。パラメータ設定で警告
メッセージの表示／非表示の
切り替えができること。
・検診スケジュール別に検診
スケジュール内の検診ごとの
予約実人数が確認できるこ
と。
・個人別に検診ごとの予約追
加・更新・削除ができるこ
と。また、検診ごとの予約順
に予約番号が振られること。
・予約時に検診ごとの定
員、性別、受診状況、欠診
届けの有無のすべてを考慮
した予約可否判断と料金計
算ができること。

・カレンダー上の健診予
定日を選択して予約情報
の参照・入力が可能なこ
と。
・予約申し込み（日時，
会場，定員人数，予約番
号）の登録，管理が可能
なこと。
・予約申し込みは，個人
予約・一括予約・予め集
計機能でファイリングし
た任意ファイルから呼び
出しての登録を行えるこ
と。
・複数の事業の申込が
あった場合、申込み内容
（健診方法・受診会場・
受診日・健診項目）を個
人単位で一画面で入力可
能であること。
・予約申し込みの際に，
上記で設定した対象者条
件に適合するかのチェッ
ク処理が行えること。不
適合の場合は警告メッ
セージが表示されるこ
と。
・予約申し込みは「個人
ごとに事業を選択する方
法」と「事業を固定し，
個人を次々と入力する方
法」の双方を有するこ
と。

・申込情報の更新／照
会ができること
・申込の更新・紹介を
行う
・申込（個人別）の更
新・紹介を行う
・受付時間設定を更新
する
・申込結果のデータ登
録・保守を行う
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機能・帳票要件（1.【健康管理共通】）

F市 G市 H市A市 B市 C市 D市 E市構成員ご意見大
項目

中
項目

実装必須機能（実装すべき機能） 実装オプション機能（実装してもしなくてもよい機能）
実装不可機能（実装し

ない機能）

機能名称

機能ID

標準仕様書

検討項目（論点案）

・登録は一括登録とその後も
随時登録が可能であること｡
・画面に1か月のｶﾚﾝﾀﾞｰが表
示がされること｡ｶﾚﾝﾀﾞｰに事
業(事業名･場所･定員等)を表
示すること｡ｶﾚﾝﾀﾞｰの事業を
選択し予約登録できること｡
・予約登録時,備考も同時に
登録できること｡
・予約登録は,市民を特定し
そのうえで事業の予約ができ
ること｡このとき,教室への参
加要件を満たしているかどう
か年齢や性別で自動判断し,
要件を満たさないときは,ﾒｯ
ｾｰｼﾞを表示すること｡
・予約登録は,事業を特定し
たうえで市民の予約ができる
こと｡このとき,教室への参加
要件を満たしているかどうか
年齢や性別で自動判断し,要
件を満たさないときは,ﾒｯｾｰ
ｼﾞを表示すること｡
・事業(行事予定)を事前に登
録し,その事業に市民からの
予約を受け付ける｡さらに参
加者の登録と従事者の登録を
行う｡事業の登録とのﾘﾝｸがで
きること｡
・市民を検索し,どの事業の
予約が登録されているかがひ
と目でわかること｡予約変更
が容易にできること｡

・同一者が同一日に実施され
る別の検診スケジュールの予
約を行っていないか確認でき
ること。別の検診スケジュー
ルの同一検診の予約の重複も
確認できること。
・検診の予約時の特記事項を
個人別に記録でき、予約時に
参照できること。注意事項の
ある方は、それがすぐに判別
できること。
・登録済みの検診の予約を別
の検診スケジュールに移動で
きること。

・申込み入力画面に住記
情報（住所・氏名・カナ
氏名・生年月日・基準日
で計算した年齢）の表示
が可能であること。
・複数日に渡って予約を
受け付ける検診につい
て，検診日の割付ができ
ること。
・予約申し込みにて，
キャンセル待ちの管理が
できること。
・予約申し込みは，画面
上で空き人数の確認が行
えること。

1.3.12. 予約済者を一覧で確認できること。 ・検診スケジュール別
に予約済み個人の一覧
で受付時間の一括設定
ができること。
・受付時間の一括設定
時には、「予約番号
順」、「氏名50音
順」、「世帯番号・続
柄順」と「行政区
順」、「性別」の組み
合わせで並べ替えが行
えること。
・受付時間の一括設定
の詳細設定として、各
検診の予約有無順での
並び替えが行えること

1.3.13. 複数の事業予定に対して、指定した人数を割り振ることがで
きること。

・受付時間は何分ごと
に、何人割り振るかの
指定ができること。

1.3.14. 事業の対象者に対して、消除者等について一括で予約解除が
できること。

・検診スケジュール別
に予約済み個人の中か
ら除票者、他で受診済
みの者、欠診届提出者
を一括で予約解除でき
ること。

1.3.15. 帳票の発行履歴を管理できること。

【管理項目】
発行日
発行区分
帳票名

※1　帳票の再出力や問い合わせ対応を行うための管理とな
るため、住民への通知物を対象とする

印刷発行履歴を残せる
こと。

・帳票印刷時,日付･時
間･印刷者･印刷帳票が
記録されていること｡必
要な時に印刷履歴を照
会でき市民からの問い
合わせにも対応できる
こと｡

個人ごとに初回発行か
再発行かどうかが判別
できること。

個人ごとに初回発行か
再発行かどうかが判別
できること。

受診券等を出力した場
合、発送済のフラグを
セットできること。
過去に受診券等を出力
し、発送済のフラグが
セットされている場合
も、任意設定により出
力できること。

1.3.16. 帳票の発行対象外者を管理できること。

【管理項目】
受付日
帳票名
対象外理由

住民からの発行拒否の連絡、郵便不
達等の管理を想定している。

・健診（検診）対象外
者を一覧で確認・加工
ができること（EUCがで
きること）。

・受診対象外の管理が
できること。　（対象
外検診・電話番号・連
絡未（済）表示）

1.3.17. 帳票の発行対象外者を一覧で確認できること。 ・健診（検診）対象外
者を一覧で確認・加工
ができること（EUCがで
きること）。

・受診対象外の管理が
できること。　（対象
外検診・電話番号・連
絡未（済）表示）
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機能・帳票要件（1.【健康管理共通】）

F市 G市 H市A市 B市 C市 D市 E市構成員ご意見大
項目

中
項目

実装必須機能（実装すべき機能） 実装オプション機能（実装してもしなくてもよい機能）
実装不可機能（実装し

ない機能）

機能名称

機能ID

標準仕様書

検討項目（論点案）

1.4.台帳管理機能 1.4.1. 対象者検索は、以下の項目を複数組み合わせてできること。

・宛名番号
・カナ氏名
・生年月日（西暦・和暦）
・性別

※1　特定の住民を検索する場合である。事業の対象者一括
抽出については各要件に従うこと。
※2　消除者も検索できること。
※3　住民記録情報の連携により取得した住民記録情報に対
しての検索となる

対象者検索は、以下の項目と実装必須の項目を合わせて、複
数組み合わせてできること。

・住所＋方書
・地区管理
・世帯番号

・住民の検索画面は、
宛名コードによる検索
の他に、ふりがな・氏
名・生年月日・住所で
検索できること。
・複数項目による複合
検索ができること。
消除者も含めて検索で
きること。

・住民の検索画面は,個
人識別番号による検索の
他に,ふりがな･氏名･生
年月日･住所･電話番号で
検索できること｡
・市民の検索はﾌﾘｶﾞﾅの
他に,ふりがな(姓),ふり
がな(名),氏名(姓),氏名
(名),生年月日(和暦),生
年月日(西暦),住所,方書
で検索できること｡また,
各項目は組み合わせて検
索できること(例:ﾌﾘｶﾞﾅ
(名)と生年月日(和暦),
生年月日の範囲指定,生
年月日の範囲指定と住
所)｡
・市民の検索は個人識別
番号の他に統合宛名番
号,母子健康手帳番号(母
親),母子健康手帳番号
(子ども)で検索できるこ
と｡
・住民の検索は,複合条
件(住所と生年月日,氏名
と生年月日など)で検索
ができること｡
・住民の検索は管轄部署
(保健ｾﾝﾀｰ,地区市民セン
ターなど)で絞り込みが
できる他に,市全体での
検索の切り替えできるこ
と｡

・検索時に消除者（死
亡者、転出者等）の表
示／非表示の選択がで
きること。
・検索時に住所での検
索ができること。
・個人の特定を行うと
き、生年月日の範囲指
定、性別、カナ氏名、
漢字氏名、地区コー
ド、住所、宛名番号、
世帯番号、住民区分の
項目を利用して複合的
な検索が可能であるこ
と。

・個人の特定を行うと
き、生年月日の範囲指
定、性別、カナ氏名、
漢字氏名、地区コー
ド、住所、宛名番号、
世帯番号、住民区分の
項目を利用して複合的
な検索が可能であるこ
と。
・住民区分は、日本
人、外国人、住登外、
転出者、死亡者、その
他除票の複数選択が可
能であり、選択の初期
値が設定可能であるこ
と。

・個人の検索は、個人
番号、性別、生年月
日、カナ氏名、、住所
及び任意項目（受診券
整理番号や電話番号な
ど）にて検索・表示で
きること。
・個人の検索は、個人
番号、性別、生年月
日、カナ氏名、住所及
び任意項目（受診券整
理番号や電話番号な
ど）にて複合検索でき
ること。
・個人の検索に使用す
る任意項目は追加・変
更等、任意で設定でき
ること。
・個人の検索機能は各
種データ入力・データ
照会など共通機能とす
る。

・住民基本台帳情報
を、カナ氏名、漢字氏
名、性別、生年月日、
住所、地区 などの検索
条件を指定して、一覧
表示できること。
・住登外者の情報を、
カナ氏名、漢字氏名、
性別、生年月日、住
所、地区な どの検索条
件を指定して、一覧表
示できること。

1.4.2. 対象者検索での氏名、カナ氏名検索は、住民記録システム標
準仕様書に準拠したあいまい検索ができること。

※1　住民記録システム標準仕様書「2.1.2 検索文字入力」
に記載のあいまい検索要件のうち、”異体字や正字も包含し
た検索ができること”を除いた部分を対象とする

・カナ氏名検索では通
常検索と、曖昧検索
（清音・濁音の区別な
く検索）の切替が可能
であり、初期値をパラ
メタで設定できるこ
と。
・カナ氏名検索では清
音・濁音（例：ヂと
ジ、ツとッ等）の区別
なく検索することがで
きること
カナ氏名、漢字氏名検
索では前方一致検索及
び部分一致検索ができ
ること。また、名前で
検索ができること。
・住民の検索画面のふ
りがなは、姓名で検
索、姓のみで検索、名
のみで検索できるこ
と。

・住民の検索画面のふ
りがなは,姓名で検索,
姓のみで検索,名のみで
検索できること｡
・市民の検索は一部分
を指定して検索ができ
ること(例:｢さいとう
はなこ｣を｢さい はな｣,
｢東京都千代田区霞が関
1丁目2−2｣を｢霞が関1丁
目｣)｡

検索時に氏名のあいま
い検索ができること。

・カナ氏名は清音清濁
検索に対応しているこ
と。
・カナ氏名、漢字氏
名、住所（方書含む）
は曖昧検索が可能であ
ること。
・旧カナ氏名、旧漢字
氏名、旧住所（方書含
む）での曖昧検索が可
能であること。
・旧カナ氏名、旧漢字
氏名、旧住所（方書含
む）での曖昧検索は、
前方一致、後方一致、
中間一致に対応するこ
と。

1.4.3. 対象者検索は、本名、通称名、英字名のいずれでも検索でき
ること。

※1　英字名は管理している場合に限る

住民の検索画面の氏名
は、一回の入力で日本
人の他に外国人の本
名、外国人の通称名を
一度に検索できるこ
と。

No.46：住民の検索画面
の氏名は,一回の入力で
日本人の他に外国人の
本名,外国人の通称名を
一度に検索できること｡

項番75：検索時に通称
名の検索ができるこ
と。

項番139：通称名と送付
先情報（住基上の住所
以外の送付先住所）の
管理ができること。

通称名・宛先用氏名・
宛先用住所が管理でき
ること。

1.4.4. 対象者検索により、該当者が複数存在した場合は、該当者一
覧を表示し、選択した明細で台帳画面に戻り対象者を確定で
きること。

対象者検索により、該当者が複数存在した場合は、該当者一
覧を表示し、選択した明細で台帳画面に戻り対象者を確定で
きること。

※1　該当者一覧に表示している項目で任意で並べ替えでき
ること。

事務局の判断で追記したが、必要有
無を検討いただきたい。

1.4.5. 各台帳画面で対象者を特定した際、DV等支援対象者（健康管
理システムで個別管理するDV等要支援者を含む）である場合
は、気づける仕組みとすること。

事務局の判断で追記したが、必要有
無を検討いただきたい。

1.4.6. 各台帳画面で対象者を特定した際、各事業や申請種別により
個人番号を確認できること。

※1　健康管理システムで個人番号を保持している場合の要
件である
※2　番号法別表第一の要件を満たす個人番号の確認ができ
ること
※3　番号法別表第一の要件を満たさない個人番号の確認は
できないこと
※4　所属や職員により利用権限設定できること

・個人番号の閲覧・更
新権限は個人単位で設
定できること。

・個人番号を画面照会
した,職員情報と事務を
記録できること｡
・個人番号は特定の画
面のみに限定し,EUC機
能等で一切参照できな
い仕組みであること｡

・対象者のマイナン
バーを表示時は、利用
の理由の設定が必須で
あること。
・マイナンバーによる
住民検索時は、検索の
理由の設定が必須であ
ること。
・マイナンバーへのア
クセスログを画面に一
覧表示できること。マ
インナンバーへのアク
セスログを詳細情報を
画面に表示できるｊこ
と。

・番号法対象業務内で
は、個人番号を指定し
ての住民の検索が可能
であること。
・個人番号は番号法対
象外業務では利用でき
ないこと。
・番号法対象業務から
対象外業務に遷移する
際に、エラーメッセー
ジを表示し個人情報を
引継がないこと。
・個人番号はユーザに
よって、使用可／不可
の指定ができること。

・本人確認を目的とし
た個人番号利用事務に
のみ、個人番号を閲覧
する権限設定ができる
こと。
・本人確認を目的とし
た個人番号利用事務に
従事する職員にのみ、
個人番 号を閲覧する権
限設定ができること。
・本人確認を目的とし
て個人番号を閲覧する
場合、目的外利用を抑
止する ため、閲覧目的
を明示的に選択させる
ことができること。

1.4.7. 各台帳画面で対象者毎に、全事業共通、各事業のそれぞれの
メモ情報を履歴で管理できること。

【管理項目】
登録事業（共通・各事業）
登録日
登録者
重要度（大・中・小）
分類
メモ（フリーテキスト）

※1　対象者を特定した際、メモ情報が存在する場合は気づ
ける仕組みとすること

各台帳画面で対象者毎に、全事業共通、各事業のそれぞれの
メモ情報を履歴で管理できること。

※1　所属（課や係等の単位）や職員（複数指定可）により
利用権限設定できること

・特定の個人、世帯に
対してメモ情報を登録
することができ、職員
間で情報共有を図るこ
とができること。
・検索して画面表示を
行った時に、メモが登
録されていることを視
覚的に表示し、注意を
喚起することができる
こと。

・ﾒﾓ帳のようなﾌﾘｰ入力
ができること｡また,ﾒﾓ
帳が登録されているか
どうかがひとめでわか
ること｡
・付箋紙のように必要
な情報を付箋紙のｲﾒｰｼﾞ
で色指定し,ﾌﾘｰ入力す
ることができること｡
・付箋紙がある人が画
面表示された場合,付箋
紙があるかどうかが全
ての画面で認識するこ
とができること｡

･個人毎に特記事項を変
更できること。
･検診の予約時の特記事
項を個人別に記録で
き、予約時に参照でき
ること。注意事項のあ
る方は、それがすぐに
判別できること。

･個人ごとに、特記事項
を設けてあり文字情報
で2000文字以上入力で
きる機能を有するこ
と。
･上記の特記事項の有無
が結果登録や照会画面
上でアイコン表示され
簡単に分かること。

・各入力画面の特記事
項としてワープロ入力
でき、情報を残せるメ
モ機能を持たせるこ
と。
・ワープロ的に入力し
た特記事項を一覧表示
し、出力できること。

・対象者管理 個別事項
を更新する。
・対象者管理 個別事項
を照会する。
・メモ機能　メモを更
新／照会する。

・記録管理の補完機能
として、メモ帳のよう
に情報を残せるメモ機
能を持たせること。
・個人メモの公開範囲
を設定することができ
ること。

1.4.8. 各台帳画面でWord、Excel等で作成した資料やPDF、画像ファ
イルを対象者と関連付けし管理できること。

※1　対象者を特定した際、ファイルが存在する場合は気づ
ける仕組みとすること
※2　データ移行の対象に含めること

各台帳画面でWord、Excel等で作成した資料やPDF、画像ファ
イルを対象者と関連付けし管理できること。

※1　所属（課や係等の単位）や職員（複数指定可）により
利用権限設定できること

・Microsoft Wordで作
成した文書,PDFやJPEG
等のｲﾒｰｼﾞを市民個人に
紐づけ登録できること｡
また,個人を検索し登録
した文書を照会できる
こと｡
・OCRで登録した乳幼児
健診票や予防接種票を
表示できること｡

個人に対してPDFファイ
ルや画像ファイルや各
種文書ファイルを紐づ
けて管理できること。

・個人ごとに画像の保
存を行える。なお、画
像には、コメントの入
力も可能なこと
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機能・帳票要件（1.【健康管理共通】）

F市 G市 H市A市 B市 C市 D市 E市構成員ご意見大
項目

中
項目

実装必須機能（実装すべき機能） 実装オプション機能（実装してもしなくてもよい機能）
実装不可機能（実装し

ない機能）

機能名称

機能ID

標準仕様書

検討項目（論点案）

1.4.9. 再転入時や住登外者から住民登録者になることにより宛名番
号が変更された場合、変更後の宛名番号へ過去の履歴を統合
もしくは紐づけして、同一人物の情報として利用できるこ
と。

※1　再転入時は、住民記録システム標準仕様書において、
「従前使用していた宛名番号をそのまま引き継ぐこと」と
なっているが100％ではない
※2　宛名番号が変更となり、別人の情報となることを防止
するために、宛名番号の紐づけもしくは宛名番号の置き換え
により同一人物の情報として扱えるようにすること

事務局の判断で追記したが、必要有
無を検討いただきたい。

1.4.10. 健康管理システムで管理を行っている各事業（成人検診・母
子保健・予防接種）の情報を一元的に照会できること。

・市民の生涯にわたる健
康情報を電子化し,一元
的に管理できること｡出
生時身長や体重,乳幼児
健診の結果,予防接種の
結果,がん検診,歯科健
診,特定健診･保健指導,
相談訪問の結果,教室の
参加状況などが一画面で
情報照会できること｡
・出生から乳幼児期,学
童期,成人期,高齢期の詳
細情報が照会でき,詳細
情報は職員で設定変更が
できること｡また,詳細情
報はﾛｸﾞｲﾝ(操作者)した
職員によって,表示項目
を調整できること(例:児
童相談は特定の職員のみ
に限定する)｡
世帯内の乳幼児健診,妊
婦健診,がん検診,特定健
診等受診状況(受診日･判
定)及び,予防接種の接種
歴(接種日･医療機関名),
母子健康手帳の交付状況
を一画面で照会できるこ
と｡また,世帯員が7名程
度であればｽｸﾛｰﾙせず照
会できること｡

・個人毎に過去の事業
（健診、相談等）の参
加状況が時系列で表示
され、確認できるこ
と。
・個人毎に事業（健診
結果、相談等）に保持
している情報が、一目
でわかること。
・全ての健診や相談履
歴が１画面で確認でき
ること。

個人基本情報表示画面
にて、各事業の概況
（受診日・実施機関・
判定等）が一画面にて
表示・照会できるこ
と。

1.4.11. 必須入力項目を容易に判別でき、誤入力防止として保存前に
チェックし、エラーや警告等のメッセージを表示できるこ
と。

※1　必須入力とする管理項目はデータ要件に準拠すること

事務局の判断で追記したが、必要有
無を検討いただきたい。

1.4.12. データの登録、修正時にデータ型、桁数のチェック（エ
ラー）ができること。

※1　各管理項目のデータ型、桁数はデータ要件に準拠する
こと

事務局の判断で追記したが、必要有
無を検討いただきたい。

1.4.13. データの登録、修正時に各管理項目間の整合性チェック（エ
ラー・アラート）ができること。

事務局の判断で追記したが、必要有
無を検討いただきたい。

1.4.14. データの削除時に削除実行してよいかの注意喚起（アラー
ト）ができること。

事務局の判断で追記したが、必要有
無を検討いただきたい。

1.4.15. 処理途中の状態から処理を中断する場合（保存前に検索や閉
じるボタンを押下した場合等）は、中断前に注意喚起（ア
ラート）を行うことで誤操作による中断を未然に防げるこ
と。

※　オンライン画面による一覧表示や一括登録処理の場合も
同様の注意喚起（アラート）ができること

事務局の判断で追記したが、必要有
無を検討いただきたい。

1.5.一覧管理機能 1.5.1. 健康管理システムのＥＵＣ機能として、以下の共通要件を満
たすこと。

　・抽出条件は、健康管理共通及び各事業の管理項目を任意
に指定できること。
　・抽出する際は一般的な演算子（and/or、=、≠、＞、
＜、≧、≦、部分一致、前方一致、後方一致等）に対応して
いること。
　・共通及び各事業の管理項目の全てを表示対象とするこ
と。
　・管理項目ごとにソートできること
　・コード項目は、日本語名称の他にコード値も表示できる
こと。
　・外字は正しく表示できること。
　・一覧帳票、ＣＳＶファイルで出力できること。（出力し
た帳票やファイルでも外字を正しく反映すること。）
　・設定した抽出条件、表示させる項目を事業単位で複数保
存でき、抽出時に再度呼び出せること
　・DV等支援対象者（健康管理システムで個別管理するDV等
要支援者を含む）が含まれている場合は気づけること。

健康管理システムのＥＵＣ機能として、以下の共通要件を満
たすこと。

　・ＥＵＣによる出力は、スケジュール管理（参照、登録、
修正、削除）による自動実行ができること
　・年齢、BMI値など自動計算した項目についても、表示対
象とすること。

・業務データを任意の
条件を指定して、CSVや
エクセルデータとして
抽出することができる
こと。
・一度使用した抽出条
件は保存することがで
き、繰り返し同じ条件
でデータ抽出ができる
こと。

・ﾃﾞｰﾀ出力ﾊﾟﾀｰﾝを選択
し出力範囲を指定する
だけで簡単にEXCELへ出
力ができること｡ま
た,AND･ORを使用した複
雑な条件を指定して
EXCELへ出力ができるこ
と｡
・任意の個人情報(郵便
番号･住所･方書･世帯主
名･氏名など)が出力時
に選択ができること｡
・ｸｴﾘ(対象となるﾃｰﾌﾞﾙ
やﾃﾞｰﾀの抽出条件,並べ
方などを指定する)機能
を有すること｡
・必要な一覧表は帳票
印刷としてﾜﾝﾀｯﾁで出力
ができること｡
・ｲ.定例的に印刷する
一覧表は,条件保存する
ことで次回もすぐに作
成できるようにするこ
と｡
・ｳ.印刷の内容につい
て,ﾃﾞｰﾀのｺｰﾄﾞではなく
日本語でわかりやすく
(1→男のように)編集す
ること｡また,日付は和
暦表示で自動的に表示
するできること｡

・生年月日により住民
を抽出できること。
・一覧形式の帳票は、
CSVファイルでも出力で
きること。
・CSVファイルの出力文
字コードが指定できる
こと。
・CSVファイルのレイア
ウトの設定ができるこ
と。
・CSV出力レイアウトは
複数登録でき、各機能
で使用できること
・予防接種の未接種
者、がん検診等の年数
を選択し、過去未受診
などの特殊条件での抽
出ができること。
・健診（検診）の二重
受診者の抽出が容易に
できること。
・要保護者に関して
は、表示レベル、印刷
レベルを設定できるこ
と。
・一覧の表示項目は、
表示の有無、表示順を
設定できること。

・ExcelとCSVの出力時
には出力項目、並べ替
え順、条件指定が自由
に設定できること。
・任意の条件を与えて
対象者を抽出し、画面
での一覧表示と名簿が
作成できること。
・登録された全データ
を任意の条件で抽出
し、ExcelとCSVに出力
できること。
・設定した条件を保存
し何度でも再利用でき
ること。
・検診履歴の表示に際
し表示項目を任意に設
定できること。
・検診履歴の表示画面
では、項目の幅、横方
向位置、縦方向位置、
表示・非表示、ソート
順、ソートの昇順・降
順の設定が可能である
こと。
・システムで管理して
いるすべての情報が台
帳、一覧表形式で印刷
ができること。
・抽出した対象者一覧
を画面表示できるこ
と。

・直接帳票出力できる
だけでなく、出力デー
タをＣＳＶ形式等でエ
クセル等のＯＡソフト
へ外部出力できるこ
と。
・一覧表の印刷時に、
タイトルを自由に変更
できること。
・対象者情報、各種検
診から抽出したデータ
において、出力項目、
長さ、出力位置を自由
に設定できること。
・出力列数の設定がで
きること。
・抽出条件はパターン
登録し、再利用できる
こと。
・集団での結果一覧表
示の際、全て項目の並
べ替えや条件を指定し
ての絞り込みができる
こと。また、表示項目
の任意加除、列を自由
に移動できること。
・一覧名簿の出力は定
型の通常項目と選択可
能な任意項目を用意し
ていること。

・検索条件入力時の指
定で、AND,OR条件の設
定、データの並べ替
え、数字項目のカンマ
編集や集計ができ、検
索件数だけの取得も可
能なこと。
・検索結果は画面で表
示ができる。
・対象者を年齢・何週
目・外国人で検索でき
ること（妊産婦）
・結果付抽出一覧を作
成する
・ＣＳＶ形式でデータ
出力する

・全ての一覧画面で、
画面に表示されている
一覧をそのまま名簿形
式で印刷できること。
・全ての一覧画面で、
検索結果をＣＳＶ形式
等でエクセル等のＯＡ
ソフトへ外部出力でき
ること。また、市のＨ
Ｐ等で公開可能なオー
プンデータとして使用
できること。
・ 一覧表の印刷時に、
タイトルを自由に変更
できること。
・全ての一覧画面で、
表示項目の任意加除が
可能であり、設定した
表示状態を保存できる
こと。
・全ての一覧画面で、
列のタイトルをクリッ
クするだけでソート
（項目の並べ替え）が
可能であること。
・ソート（項目の並べ
替え）については、画
面に表示されている全
項目に対し て行うこと
ができること。 また、
複数列を条件に設定で
きること。
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機能・帳票要件（1.【健康管理共通】）

F市 G市 H市A市 B市 C市 D市 E市構成員ご意見大
項目

中
項目

実装必須機能（実装すべき機能） 実装オプション機能（実装してもしなくてもよい機能）
実装不可機能（実装し

ない機能）

機能名称

機能ID

標準仕様書

検討項目（論点案）

・抽出条件は設定保存
ができ,保存した条件を
呼び出して使用するこ
とができること｡
・作成した抽出条件,集
計方法などを全てのﾊﾟ
ﾀｰﾝとして保存すること
ができること｡
・保存した条件を呼び
出して使用することが
できること｡
・ｱ.ﾃﾞｰﾀの種類,一覧表
に出す項目,一覧表に出
すための抽出条件,一覧
表の印刷順を指定する
ことで,一覧表が作成で
きること｡

・抽出した該当者一覧
を表示後、画面に表示
する項目を設定でき、
なおかつ並び替えがで
きること。
・検索条件を自由に設
定でき、その検索条件
を複数保存できるこ
と。
・一度行った抽出、集
計をパターン登録でき
ること。
・一度行った抽出の条
件を、運用に応じて登
録できること。
・CSVファイルの出力項
目を出力有無、出力順
を設定できること。

・対象者一覧画面か
ら、対象者を選択し登
録、照会画面へ遷移で
きること
。

・抽出した該当者一覧
を表示後，画面に表示
する項目を設定でき、
なおかつ並び替えがで
きること。また、表示
内容をエクセル（表計
算ソフト）へデータ連
携できること。
・該当者一般名簿を印
刷することができるこ
と。

・全ての一覧画面で、
表示項目に対して条件
を設定し、より絞り込
んだ表示を行うことが
できること。
・全ての一覧画面で、
確認しやすいように、
一覧画面に表示されて
いる項目 （列）を自由
に移動することができ
ること。
・各入力画面で入力し
た情報は、全て一覧画
面に表示されること。

1.5.2. 各事業の任意の一覧抽出結果には、各台帳で管理している項
目を表示できること。

※1　コード項目は、日本語名称で表示できること
※2　個人番号は含まない

事務局の判断で追記したが、必要有
無を検討いただきたい。

1.5.3. 各事業の任意の一覧抽出結果には、電話番号、携帯番号、住
民記録情報を付加もしくは参照できること。

※1　生活保護情報や介護保険情報等の付加は、各事業の要
件で必要に応じて定める

各事業の任意の一覧抽出結果には、住民区分、メモ情報有
無、住基異同も付加もしくは参照できること。

※1　住基異同とは、本人及び保護者の氏名又は住所が住基
と異なるか否かである

事務局の判断で追記したが、必要有
無を検討いただきたい。

1.5.4. 各事業の一覧画面において、任意の一覧抽出結果から帳票を
一括出力する時、出力対象・不要対象を選択できること。

市民への宛名印刷の場
合、印刷対象となる人
の一覧が表示でき、そ
の中から選択して印刷
ができること。

市民への宛名印刷の場
合,印刷対象となる人の
一覧が表示でき,その中
から選択して印刷がで
きること｡

1.5.5. 各事業の任意の一覧抽出結果から宛名シール、窓空き宛名を
一括出力でき、カスタマーバーコードも印字できること。

※1　外字も正しく印字できること
※2　カスタマバーコードは、印字有無をパラメタ等で設定
できること

・抽出したデータより
宛名シールやハガキの
印刷ができること。
・市民への宛名印刷の
場合、はがき、ラベ
ル、封筒、定型用紙へ
の差し込み印刷など
が、自由に選択ができ
ること。 また、バー
コードとカスタマバー
コードも同時に印刷さ
れていること。

・ ｲ.はがき,ﾗﾍﾞﾙ,封
筒,定型用紙への差し込
み印刷などが,自由に選
択ができること｡    ま
た,ﾊﾞｰｺｰﾄﾞとｶｽﾀﾏﾊﾞｰｺｰ
ﾄﾞも同時に印刷されて
いること｡
・ﾗﾍﾞﾙの印刷の場合,印
刷開始位置の指定がで
きること｡例えば12枚ﾗ
ﾍﾞﾙの時,4枚目から印刷
を開始する｡
・ｵ.ﾗﾍﾞﾙの印刷の場合,
印刷開始位置の指定が
できること｡例えば12枚
ﾗﾍﾞﾙの時,4枚目から印
刷を開始する｡
・必要な市民への宛名
印刷は帳票印刷としてﾜ
ﾝﾀｯﾁで出力ができるこ
と｡
・上記以外に,職員が簡
単な操作で(ｱ~ｵ)市民へ
の宛名印刷の作成がで
きるようにすること｡
ｱ.定例的に印刷するも
のは,条件保存すること
で次回もすぐに作成で
きるようにすること｡

・任意抽出された対象
者について宛名シール
を作成できること。
・すべてのシステムに
おいて、受診対象者や
結果通知対象者の、
タックシール、Ａ４、
Ａ５、Ｂ４、Ｂ５、ハ
ガキへの宛名の印刷が
可能であること。
・タックシールやハガ
キは任意の様式に対応
可能であること。
・検診スケジュール別
で予約済み個人のアド
レスタック出力ができ
ること。
・帳票は、単票、一覧
表、宛名ラベルとも、
複数のレイアウトを作
成することができ、選
択できること。
・宛名ラベルは印字開
始位置をユーザーが指
定できること。
・郵便物の宛先をカス
タマバーコードでも印
字できること。

・すべてのシステムに
おいて、受診対象者や
結果通知対象者の、
タックシール、Ａ４、
Ａ５、Ｂ４、Ｂ５、ハ
ガキへの宛名の印刷が
可能であること。
・タックシールやハガ
キは任意の様式に対応
可能であること。
・検診スケジュール別
で予約済み個人のアド
レスタック出力ができ
ること。
・郵便区内特別郵便物
を考慮してカスタマバｰ
コードの出力が任意で
できること。

・任意抽出された対象
者について一覧表、宛
名シール、窓あき封筒
用の宛名、ハガキが印
刷できること。
・世帯単位での宛名
ツール出力ができるこ
と。
・宛名シールは、前回
印刷終了位置の次から
使用できるよう、印刷
位置を指定できるこ
と。
・宛名シールに任意の
文字も入力・出力が可
能なこと。
・任意抽出された対象
者について一覧表、宛
名シール、窓あき封筒
用の宛名、ハガキが印
刷できること。
・氏名等の後ろにつけ
る文字（～様、～様方
等）については任意に
設定できること。
・宛名印刷を印刷する
ことができること。
（母子要件から）
・システムから印刷す
る宛名には、全てカス
タマーバーコードが印
刷できること。

・妊産婦健診宛名シー
ルのデータ登録･保守を
行う。( 宛名シール)
・妊産婦健診はがきの
データ登録･保守を行
う。( はがき)
  妊産婦健診宛名シー
ルのデータ登録･保守を
行う。（妊産婦健診宛
名シール）
・帳票作成 妊産婦健診
はがきのデータ登録･保
守を行う。( 妊産婦健
診はがき)
・対象者宛名シールを
作成する
・対象者はがきを作成
する
・対象者Ａ４縦帳票を
作成する

再勧奨対象者を抽出し
たら、郵便番号順に
ソートして、印刷で宛
名シールを印刷。次に
センターごとにソート
して再勧奨対象者名簿
を印刷。
現在システム化されて
いないので、システム
にて処理を行いたい。

・宛名シールは、前回
印刷時の残りの宛名
シールが使用できるよ
う印刷開始 位置が指定
できること。
・各一覧画面で、一覧
表、宛名シール、窓あ
き封筒用の宛名が印刷
できること。
・システムから印刷す
る宛名には、カスタマ
バーコードが印刷可能
であること

・市民への宛名印刷の
場合,はがき,ﾗﾍﾞﾙ,封
筒,定型用紙への差し込
み印刷などが,自由に選
択ができること｡ また,
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞとｶｽﾀﾏﾊﾞｰｺｰﾄﾞ
も同時に印刷されてい
ること｡
・ｲ.はがき,ﾗﾍﾞﾙ,封筒,
定型用紙への差し込み
印刷などが,自由に選択
ができること｡    ま
た,ﾊﾞｰｺｰﾄﾞとｶｽﾀﾏﾊﾞｰｺｰ
ﾄﾞも同時に印刷されて
いること｡

1.5.6. 同一世帯内に対象者が複数該当する場合は、世帯主１人分を
出力できること。

同一世帯内に対象者が
複数いる場合は、世帯
主１人分の1枚だけを印
刷できること。

1.5.7. 各事業の任意の一覧抽出結果では、DV等支援対象者（健康管
理システムで個別管理するDV等要支援者を含む）が含まれて
いた場合は気づける仕組みとすること。

実装必須に記載の要件は、住民記録情報の連携により取得す
るDV等支援対象者と健康管理システムで個別管理するDV等要
支援者は、区別して気づける仕組みとすること

事務局の判断で追記したが、必要有
無を検討いただきたい。
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機能・帳票要件（1.【健康管理共通】）

F市 G市 H市A市 B市 C市 D市 E市構成員ご意見大
項目

中
項目

実装必須機能（実装すべき機能） 実装オプション機能（実装してもしなくてもよい機能）
実装不可機能（実装し

ない機能）

機能名称

機能ID

標準仕様書

検討項目（論点案）

1.5.8. 各事業の一覧画面において、時間を要する検索条件が設定さ
れた場合は、検索処理の継続確認（アラート）ができる仕組
みにすること。

※1　検索前に表示件数を指定できる等により、検索に時間
がかからない仕組みを含む

事務局の判断で追記したが、必要有
無を検討いただきたい。

1.5.9. 各事業の一覧画面において、一覧表示できる上限を超える
データを取得する検索条件が設定された場合は、エラーとし
て検索条件の再設定を促す仕組みにすること。

※1　検索前に表示件数を指定できる等により、検索結果を
分割して表示できるような仕組みを含む

事務局の判断で追記したが、必要有
無を検討いただきたい。

1.6.帳票出力機能 1.6.1. ■帳票詳細要件 01、02■
宛名を出力するときは、窓あき封筒に対応でき、カスタマ
バーコードを印字できること。

※1　通知書等のみならず、宛名印刷、宛名シールも対応で
きること
※2　カスタマバーコードは、帳票単位に印字有無を設定で
きること

事務局の判断で追記したが、必要有
無を検討いただきたい。

1.6.2. 宛名部分は、送付先情報を最優先して印字できること。 住民へ発送するお知ら
せや結果通知は全て送
付先住所から印刷でき
ること。

住民へ発送するお知ら
せや結果通知は全て送
付先住所から印刷でき
ること｡

通称名と送付先情報
（住基上の住所以外の
送付先住所）先を優先
し郵送できること。

設定した宛名、送付先
は、使用しなくなった
時には、いつでも住基
の内容に戻せること。

送付用宛名・住所があ
る方は送付用宛名・住
所を優先し、出力でき
ること。

1.6.3. 公印が必要な帳票を出力する場合は、電子公印を印字できる
こと。

※1　帳票単位で設定した電子公印を印字すること
※2　職務代理者の公印印字も対応できること
※3　公印の印字有無をパラメタ等で設定できること

事務局の判断で追記したが、必要有
無を検討いただきたい。

1.6.4. 文書番号を伴う通知書出力時は、手入力した文書番号を前後
の記号文字も含めて印字できること。

※1　文書番号未入力時は、文書番号の前後の記号文字も含
めて印字しないこと
※2　文書番号の前後の記号文字は、文書番号を印字する帳
票ごとにパラメタ等で設定できること
※3　文書番号を印字する設定の無い帳票は、文書番号を印
字しないこと

文書番号を伴う通知書出力時は、手入力した文書番号を前後
の記号文字も含めて印字できること。

※1　文書番号は文書番号記号ごとの年度ごとに自動付番で
きること
※2　自動付番の利用有無をパラメタ等で設定できること
※3　文書番号の前後の記号文字は、文書番号を印字する帳
票について「管理場所」ごとに設定でき、「管理場所」ごと
の設定時は 実装必須の※2 より優先して印字すること
※4　文書番号未入力であっても文書番号の前後の記号文字
は印字する、を設定でき、「有」が設定されている場合は、
実装必須の※1より優先して、文書番号の前後の記号文字を
印字すること

事務局の判断で追記したが、必要有
無を検討いただきたい。

1.6.5. 通知書出力時は、発行日は任意で設定し、印字できること。 事務局の判断で追記したが、必要有
無を検討いただきたい。

1.6.6. 印刷時（ＰＤＦファイル保存時を含む）は印刷するかプレ
ビューかが選択できること。

印刷指示の画面は、印
刷前に帳票イメージが
確認できること。

・印刷指示の画面は,印
刷前に帳票ｲﾒｰｼﾞが見て
わかるようになってい
ること｡
・印刷ﾌﾟﾚﾋﾞｭｰができる
こと｡また,出力するﾌﾟﾘ
ﾝﾀｰ,印刷範囲(ﾍﾟｰｼﾞ指
定),部数の指定ができ
ること｡
・  ｳ.印刷ﾌﾟﾚﾋﾞｭｰがで
きること｡また,出力す
るﾌﾟﾘﾝﾀｰ,印刷範囲(ﾍﾟｰ
ｼﾞ指定),部数の指定が
できること｡

出力内容をプレビュー
表示し、必要なページ
のみ印刷ができるこ
と。

帳票類はすべて印刷・
印刷プレビューがで
き、出力先プリンタを
自由に設定できるこ
と。

出力内容をプレビュー
表示し、イメージが確
認できること。

・印刷時にプレビュー
機能として、印刷イ
メージが確認できるこ
と。
・印刷時に自動的にプ
リンタや用紙トレイを
指定する機能があるこ
と。

1.6.7. 印刷時は電子ファイル（PDF,Excel,Word等）保存が選択でき
ること。

・印刷以外
に,PDF(Portable
Document Format)形式
とEXCEL形式での出力が
できること｡
・ｴ.印刷以外
に,PDF(Portable
Document Format)形式
とEXCEL形式での出力が
できること｡

1.6.8. 帳票の再出力を随時できること。

※1　住民への通知物を対象とする

プリンタの紙詰まり等
が発生した場合、画面
を再度検索することな
く再印刷ができるこ
と。

プリンタの紙詰まり等
が起こった場合、画面
から再度検索をせず
に、再印刷ができるこ
と。

1.6.9. 帳票の一括出力時の出力順は任意で指定できること。

※1　具体的な出力順は、事業や帳票種類により異なるため
共通要件としては定めない

・印刷指示の画面は、
印刷条件及び印刷順を
自由に指定ができるこ
と。
・対外帳票について、
市内：市内郵便番号
（上３ケタ）、市内住
所コード順。市外：住
所順に並び変えて出力
できること。

印刷指示の画面は,印刷
条件及び印刷順を自由
に指定ができること｡

・複数項目を組み合わ
せて出力順を設定でき
ること。

抽出した対象者につい
て、項目にソート条件
を与えて任意に並べ替
えできること。

・出力順･改頁条件の自
由設定できること。
・任意に出力項目を選
択する際は、出力長変
更、コード・名称の出
力選択、出力順、削除
がボタン操作で容易に
できること。

1.6.10. 通知書等の帳票を一括出力する時、DV等支援対象者（健康管
理システムで個別管理するDV等要支援者を含む）が含まれて
いた場合は気づける仕組みとすること。

事務局の判断で追記したが、必要有
無を検討いただきたい。

1.6.11. 通知書等の帳票を一括出力する時、転出や死亡等の住基の非
住民も気づける仕組みとすること。

事務局の判断で追記したが、必要有
無を検討いただきたい。

1.6.12. 帳票単位に出力有無を設定できること。 事務局の判断で追記したが、必要有
無を検討いただきたい。
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機能・帳票要件（1.【健康管理共通】）

F市 G市 H市A市 B市 C市 D市 E市構成員ご意見大
項目

中
項目

実装必須機能（実装すべき機能） 実装オプション機能（実装してもしなくてもよい機能）
実装不可機能（実装し

ない機能）

機能名称

機能ID

標準仕様書

検討項目（論点案）

1.6.13. 外部委託用に大量帳票のデータ（外字情報を含む）をCSV形
式のファイル又はPDFファイル（標準仕様書で定める帳票レ
イアウトで作成）の電子データで作成できること。

事務局の判断で追記したが、必要有
無を検討いただきたい。

1.6.14. 大量枚数を印刷する場合に、頁を指定して、分割印刷できる
こと。

大量枚数印刷する場
合、ページを指定し分
割印刷する機能がある
こと。

 大量枚数印刷する場
合、頁を指定し、分割
印刷する機能があるこ
と。

1.6.15. 帳票レイアウト、帳票詳細要件に定められた帳票以外は、以
下の対応が可能であること。

※1　帳票の追加削除がユーザ操作で自由にできること
※2　帳票レイアウトはユーザ操作で自由に設定できること
※3　印字する管理項目はユーザ操作で自由に設定できるこ
と
※4　印字位置はユーザ操作で自由に設定できること

実装必須に記載している要件以外に
ユーザ操作で自由に設定が必要な要
件があればご意見ください。

1.7.訪問情報管理
機能

1.7.1. 訪問対象者を抽出できること。 アンケート結果から半数でシステム
管理していない実態からオプション
機能としているがよいか。

訪問指導対象者情報を
更新・照会する。

1.7.2. 訪問申込情報の管理（登録・更新・削除・参照）ができるこ
と。

※1　同一世帯の訪問状況を容易に把握できること。

【管理項目】
訪問予定日
訪問者
送付区分（郵送、窓口、電子申請）
連絡先電話番号
他自治体依頼
訪問先住所（住民登録地以外の訪問を希望する場合入力）
訪問対象
備考欄

事務局の判断で追記したが、必要有
無を検討いただきたい。

1.7.3. 訪問対象者を一覧で確認、加工できること。（ＥＵＣができ
ること）

・訪問者一覧を作成す
る
・次回指導予定者一覧
を作成する
・訪問指導対象者台帳
を作成する

1.7.4. 訪問情報の管理（登録・更新・削除・参照）ができること。

【管理項目】
訪問日
訪問日日齢
訪問種別（健康増進、地域保健等）
訪問対象（要指導者、閉じこもり予防等）
実施内容
把握事業
医療機関へ委託
乳児家庭全戸訪問事業
訪問区分（面接）
訪問結果
次回予定日
地区担当者

①他の相談教室にも共通でいえる要
件。他にないか。
②システム化率からオプション機能
にしてるがよいか。

・職歴、既往歴、血液
型、社会保障情報等個
人の詳細情報が管理で
きること。

・個人の職業が管理で
きること。
・ハイリスクなどの情
報、期間が管理できる
こと。
・ハイリスクの情報は
個人の登録・照会画面
に表示されること。期
間内に該当する場合
は、色分け等がされて
おり一目で分かるこ
と。

・同日に複数回訪問や
相談を実施した場合で
も入力できること
・プロフィール情報
（既往歴、家族歴、職
業歴、血液型、死因
等）の管理ができるこ
と。
・問診内容及び既往
歴、家族歴、職業歴等
の情報は、生涯情報と
して全てのシステムか
ら入力、参照ができる
よう、一元管理されて
いること。

成人訪問指導情報が更
新／照会できること。

1.7.5. 訪問情報の履歴管理が行えること。 事務局の判断で追記したが、必要有
無を検討いただきたい。

1.8.健康相談情報
管理機能

1.8.1. 相談対象者を抽出できること。 ・入力項目の中から、
複数条件抽出が指定で
き、対象者を抽出でき
ること

1.8.2. 相談申込情報の管理（登録・更新・削除）ができること。

※1　事業予定が組まれているものについては、事業予定を
指定して登録できること
※2　対象者（予約者）が事前に登録されている場合、その
対象者一覧から登録する住民を指定、情報の登録ができるこ
と

【管理項目】
相談予定日
相談場所
担当者
相談事項等

・参加登録は、イベン
トを特定したうえで市
民の参加登録ができる
こと
・参加登録は、住基情
報の参照ができ、個人
を特定できること
・参加登録は、予約者
の一覧を表示しその中
から参加者を指定する
ことで参加登録ができ
ること

・事業を指定し,ﾊﾞｰｺｰ
ﾄﾞを利用した事業の参
加登録ができること｡
・参加登録は,事業を特
定したうえで市民の参
加登録ができること｡ま
た,個人を特定する必要
がない事業の参加は,人
数での登録ができるこ
と｡
・事業を指定し,予約者
一覧が画面表示され予
約者から事業の参加者
登録ができること｡
・参加登録は,予約者の
一覧を表示しその中か
ら参加者を指定するこ
とで参加登録ができる
こと

・入力項目の中から、
複数条件抽出が指定で
き、対象教室を抽出で
きること

・実施した事業の画像
を入力管理できること
・個人ごとの入力、及
び予め登録を行った該
当者の一覧を表示して
そこから個人を特定し
ての入力が可能なこ
と。

健康相談（集団、個
別）に関する情報を更
新・照会する。

1.8.3. 相談対象者を一覧を確認、加工できること（ＥＵＣができる
こと）。

・申込一覧を作成する
・指導予定者一覧を作
成する。
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機能・帳票要件（1.【健康管理共通】）

F市 G市 H市A市 B市 C市 D市 E市構成員ご意見大
項目

中
項目

実装必須機能（実装すべき機能） 実装オプション機能（実装してもしなくてもよい機能）
実装不可機能（実装し

ない機能）

機能名称

機能ID

標準仕様書

検討項目（論点案）

1.8.4. 相談結果情報の管理（登録・更新・削除）ができること。

※1　同一人物が同日に複数回を実施した場合でも管理がで
きること
※2　担当者（従事者）はマスタ管理されている従事者から
選択できること
※3　世帯構成を確認できること

【管理項目】
事業名
対象区分
対象区分（再掲）
実施区分（個別/集団）
相談日
実施内容
医療機関等へ委託
電話相談
実施場所
把握事業
相談区分（面接）
出欠区分
相談結果
次回予定日
担当者

・イベントの結果を、
登録・管理ができるこ
と

・個人ごとに健康相談
の内容（日付・時間・
担当者・相談種別
等）を登録・管理でき
ること

・実施内容の登録、お
よび反省点やコメント
などを日本語入力でき
ること

・従事者については、
既に設定されている従
事者の選択ができるこ
と

健康相談（集団、個
別）に関する情報を更
新・照会する。

1.8.5. 相談情報の履歴管理が行えること。 事務局の判断で追記したが、必要有
無を検討いただきたい。

1.8.6. 相談情報を一覧で確認、加工ができること。（ＥＵＣができ
ること）

・健康教室・健康相談
の実施一覧表を印刷で
きること。
・健康教育･健康相談の
実績をCSV出力できるこ
と。
・健康教室・健康相談
の実績表を印刷できる
こと。

・担当者別の健康相談
の一覧を表示できるこ
と

・担当者別の健康教室
の一覧を表示できるこ
と

・実施予定日の検索に
より、予定事業を表示
することができること
・画面で過去の各種教
室参加結果が経年表示
できること
・画面に表示するデー
タは、情報が入力され
ていれば経年表示を行
う教室参加日を無制限
に任意選択できること
・該当者一般名簿を印
刷することができるこ
と

・健康相談受講者一覧
を作成する
・次回指導予定者一覧
を作成する

1.9.教育情報管理
機能

1.9.1. 教育対象者を抽出できること。 ・成人保健指導対象者
抽出情報の項目設定が
できること。

1.9.2. 教育申込情報の管理（登録・更新・削除・参照）ができるこ
と。

※1　教室の受付と同時に出席登録ができること。

【管理項目】
教室予定日
開催場所
担当者
特記事項

事務局の判断で追記したが、必要有
無を検討いただきたい。

1.9.3. 教育対象者を一覧を確認、加工できること（ＥＵＣができる
こと）。

・基本健診康教育対象
者一覧の帳票を作成す
る
・申込一覧を作成する
・指導予定者一覧を作
成する。

1.9.4. 教育情報の管理（登録・更新・削除・参照）ができること。
※1　コース事業は、コース事業として管理ができること。
（次回事業の受付がされること）

【管理項目】
教室事業名称
実施日
出欠区分

健康教育（集団、個
別）に関する情報を更
新・照会する。

1.9.5. 教室情報を一覧で確認、加工ができること。（ＥＵＣができ
ること）

・健康教室・健康相談
の実施一覧表を印刷で
きること。
・健康教育･健康相談の
実績をCSV出力できるこ
と。
・健康教室・健康相談
の実績表を印刷できる
こと。

・健康教育未受診者一
覧を作成する
・健康教育受講者一覧
を作成する
・次回指導予定者一覧
を作成する

1.9.6. 申込通知が出力できること。（ＥＵＣができること） ・申込通知が作成でき
ること。

1.9.7. 教室情報の履歴管理が行えること。 事務局の判断で追記したが、必要有
無を検討いただきたい。

1.10.フォロー情
報管理機能

1.10.1. 要フォロー者を指定して、フォロー予定情報が管理（登録・
更新・削除・照会）できること。

要フォロー者を指定して、フォロー予定情報が管理（登録・
更新・削除・照会）できること。

※1　健（検）診結果から自動的に登録できること
※2　対象者の住所に該当する地区担当者（従事者）をフォ
ロー担当者に設定できること

・フォロー予定と実施
の管理ができること
・フォロー予定は、健
診結果から自動的に
フォロー予定者として
作成できること。この
ときの予定担当者、担
当区域は住民基本台帳
の居住地から取得がで
きること

・支援予定と実施の管
理ができること
・支援予定は,健診結果
から自動的に支援予定
者として作成できるこ
と｡このときの予定担当
者,担当区域は住民基本
台帳の居住地から自動
で取得ができること

要フォロー者は統計分
析の対象者抽出機能を
用いて抽出・管理がで
きること

1.10.2. 個別に把握したフォロー者を個別に管理でき、気づける仕組
みとすること。

※1　所属（課や係等の単位）や職員（複数指定可）により
利用権限設定できること
※2　対象者の住所に該当する地区担当者（従事者）をフォ
ロー担当者に設定できること

事務局の判断で追記したが、必要有
無を検討いただきたい。
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機能・帳票要件（1.【健康管理共通】）

F市 G市 H市A市 B市 C市 D市 E市構成員ご意見大
項目

中
項目

実装必須機能（実装すべき機能） 実装オプション機能（実装してもしなくてもよい機能）
実装不可機能（実装し

ない機能）

機能名称

機能ID

標準仕様書

検討項目（論点案）

1.10.3. 要フォロー者を指定して、フォロー結果（実績）情報が管理
（登録・更新・削除・照会）できること。

※1　フォロー結果はフォロー内容（指導内容等）ごとに複
数管理できること。
※2　不在等によりフォローが実施できなかった場合でも登
録ができること。
※3　継続フォローとなる場合、結果登録と同時に次回予定
が登録できること。
※4　フォローの経過が経年的に照会できること。

・フォロー予定と実施
の管理ができること
・フォロー結果は、母
子保健、歯科保健、健
康増進、精神保健福
祉、難病、乳幼児全戸
訪問、養育支援、結核
予防、虐待など指導内
容毎に登録管理ができ
ること
・フォロー結果は、訪
問指導、面接指導、電
話指導で登録管理がで
きること
・継続フォローが必要
の場合、結果登録と同
時に次回予定の登録管
理ができること
・フォロー結果は、被
訪問者が不在のときで
あっても登録管理がで
きること
・フォローの経過が画
面で経年的にわかる画
面を有すること

・支援予定と実施の管
理ができること
・支援結果は,母子保
健,歯科保健,健康増進,
精神保健福祉,難病,乳
幼児全戸訪問,養育支
援,結核予防,虐待など
指導内容毎に登録管理
ができること
・支援結果は,訪問指
導,面接指導,電話指導
で登録管理ができるこ
と
・継続支援が必要の場
合,結果登録と同時に次
回予定の登録管理がで
きること
・支援結果は,被訪問
者･被面接者･被電話者
が不在のときであって
も登録管理ができるこ
と
・支援の経過が画面で
経年的にわかる画面を
有すること
・支援者に対し，関係
機関（名称・担当者
名・連絡先）やｹｰｽ概要
を入力することがで
き，支援者のｻﾏﾘｰとし
て印刷することができ
ること

1.10.4. フォロー情報を一覧で確認、加工できること（ＥＵＣができ
ること）。

※1　フォロー情報は予定・結果両方を含む
※2　未フォロー者のみで絞り込みができること

・フォロー予定は、予
定日、担当者、担当区
域で一覧表として印刷
ができること
・フォロー予定対象者
に転出や死亡があった
場合に、、担当者、担
当区域一覧表印刷の際
にその情報が把握でき
ること
・フォロー者の検索結
果について、登録され
ている医療機関別、各
種相談別に印刷するこ
とができること
・フォロー予定は、予
定日、担当者、担当区
域で画面から確認がで
きること
・未フォロー者のみの
表示ができること

・支援予定は,予定日,
担当者,担当区域で一覧
表として印刷できるこ
と｡また,予定者が転出
や死亡の情報があれば
同時に把握することが
できること
・支援履歴がある方に
ついて，連合自治会区
ごとに抽出することが
できること
・支援の予定と実績が
ひとめで把握すること
ができること｡また,未
支援者のみも表示する
ことができること
・支援予定は,予定日,
担当者,担当区域で画面
から確認ができること｡
また,その画面から詳細
画面へと遷移ができる
こと

・対応記録情報をCSV形
式で出力できること。

・訪問・電話等の対応
記録の一覧表が印刷で
きること

・事後フォロー予定の
一覧表が印刷できるこ
と

フォロー対象者一覧を
印刷することができる
こと

1.10.5. 住民ごとに、フォロー記録を記録票として出力できること。
（ＥＵＣができること）

支援者に対し，関係機
関（名称・担当者名・
連絡先）やｹｰｽ概要を入
力することができ，支
援者のｻﾏﾘｰとして印刷
することができること

・個々の電話対応や面
談の結果を記録票とし
て印刷できること

1.11.実施報告書
管理機能

1.11.1. 事業実施報告書（日報）の管理（登録・更新・削除・参照）
ができること。

【管理項目】
事業報告書番号
事業名称
実施日
会場
実施予定開始終了時間
実施実績時間
出席者数
従事者
集計計上分類
実施内容
配布資料
等

個人を特定する必要が
ないイベントの参加登
録は、人数での登録が
できること

・事業日報(日時,会場,
内容,参加者数,従事者
数,結果など)が出力で
きること｡参加者数は人
数で登録した内訳の表
で出力できること｡

・健康教育･健康相談の
テーマや実施内容を管
理できること。
・健康教育･健康相談の
従事者の職種毎の人数
を登録できること。
・健康教育･健康相談の
参加者の種別毎の人数
を登録できること。

・職員毎に日報の管理
ができること

・実施内容・反省点・
コメントや参加者数を
記載した事業日報が出
力できること。

・日報のデータ登録･保
守を行う
・日報情報を更新する
・日報情報を照会する

1.11.2. 実施報告書（日報）情報を一覧で確認、加工できること（Ｅ
ＵＣができること）。

・事業日報の参加者数
は,市民を指定した場合
はその集計,人数で登録
した場合は内訳の表で
出力できること｡

・日報一覧を印刷する

1.11.3. 実施報告書（日報）が出力できること。（ＥＵＣができるこ
と）。

・実施内容・反省点・
コメントや参加者数を
記載した事業日報が出
力できること

・日報情報の帳票を作
成する。
・日報ワークシート印
刷の帳票を作成する。
・訪問指導実施状況を
作成する
・訪問指導従事者状況
を作成する
・個別健康教育実施状
況を作成する。
・集団健康教育実施状
況を作成する
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機能・帳票要件（2.【成人保健】対象者管理）

2.1.希望調査管理
機能

2.1.1. 希望調査票送付対象者を指定条件で抽出し、一覧を確認、加
工できること（ＥＵＣができること）。

希望調査を実施している自治体が存
在するため、事務局の判断で追記し
ている。内容についてご検討いただ
きたい。

2.1.2. 検診ごとに、希望調査結果情報を登録・更新できること。

※1　複数検診の希望結果を一括で登録・更新できること。

【管理項目】
年度
検診名
受診希望
種別区分
実施日

健（検）診毎に受診希
望，未受診理由の管理
が可能なこと。

2.1.3. 検診の受診希望者を地区別管理できること。

※1　受診希望者を地区別に割り振ることができること
※2　受診希望者を受診会場別に割り振ることができること
※3　割り振り後、手動で調整ができること

2.2.検診対象者抽
出機能

2.2.1. 検診ごとに対象者を指定条件で抽出し、一覧で確認、加工で
きること（ＥＵＣができること）。

検診ごとに対象者を指定条件で抽出し、一覧で確認、加工で
きること（ＥＵＣができること）。

＜抽出条件について＞
※1　過年度の申込状況、受診状況を参照し指定条件に合致
する対象者を、当該年度の対象者のベースとすることができ
ること
※2　任意の基準日時点の住民を対象とできること
※3　任意の基準日で年齢計算ができること
※4　年齢範囲を設定できること
※5　奇数年、偶数年、節目年の設定ができること
※6　性別を設定できること
※7　国保資格、後期高齢資格、要介護、生活保護、税情報
等を参照した抽出ができること
※8　当該年度の申込状態を参照した抽出ができること
※9　当該年度の受診状態を参照した抽出ができること
※10 過年度の受診状態を参照した抽出ができること
※11 同時実施の検診等、複数検診を組み合わせた抽出がで
きること
※12 標準化対象外検診の申込状況、受診状況を参照した抽
出ができること
※13 以下に該当する者は抽出から除外できる
・事前に未受診の届出をしている者
・住所地特例者
※14 その他必要な条件をパラメタでできること

＜抽出付帯機能＞
※1　受診票の発行日が管理できること
※2　集配局別の一覧が作成できること
※3　抽出条件を保存し、次回利用時に呼び出せること

今後ご意見をいただきつつ、EUCの
考え方のようなシートを作成予定で
す。条件の加除等あればご意見をお
願いします。

各検診の対象者を対象
年度・年度末年齢を指
定して抽出ができるこ
と。（大腸がん検診、
胸部検診、胃部検診
（ABC検診・内視鏡検
診）、乳がん検診、子
宮がん検診（体部
も）、肝炎ウイルス検
診）

各検診の対象者を対象
年度･年度末年齢を指定
して抽出ができること｡

・女性がん等で過去の
健診受診の有無によ
り、健診対象者の抽出
の制御ができること。
・がんクーポン・勧奨
ハガキ等の対象者を抽
出し、一覧表やお知ら
せ文を印刷できるこ
と。
・各健診の受診対象者
を抽出し、一覧表やお
知らせ文を印刷できる
こと。
・指定した健診健診対
象者を抽出し、一覧表
やお知らせ文を印刷で
きること。
・健診対象者を抽出
し、一覧表やお知らせ
文を印刷できること。

・対象者抽出時に任意
の基準日で年齢計算が
できること。
・対象となる住民は基
準日を元に、基準日時
点の住民を対象とでき
ること。
・検診スケジュールに
登録された情報を用い
て対象者の自動選択が
できること。
・健診スケジュールに
は対象者自動選択の条
件として、年齢項目
（年齢範囲、月齢範
囲、生後日数範囲）、
性別、行政区指定が設
定できること。
・各検診毎に生年月日
の範囲指定ができるこ
と。
・各検診毎に産まれ年
の指定を、すべて、奇
数年、偶数年の指定が
できること。
・産まれ年の奇数年、
偶数年は和暦、西暦が
任意で指定できるこ
と。

・住記情報をもとに，健
（検）診対象者を抽出でき
ること。
・対象者の設定を手動・一
括で行えること。
・対象者の一括設定は，
男女別・年齢別・予め抽出
を行った集団の一括登録
を行えること。
・条件に応じた，対象者の
追加・削除を行えること。

対象者管理に関するﾃﾞｰ
ﾀ登録・保守ができるこ
と。

・各健康診査（子宮が
ん検診、歯周病健診、
乳がん検診、大腸がん
検診、若年者健診）の
受診対象者を抽出し、
データの登録を行う。
・国からの実施要綱に
基づき、基準日に住民
登録がある子宮がんお
よび乳がんクーポン券
対象者を年齢別に抽出
する。
・受診対象者に送付す
る健（検）診受診票に
対する集配局別一覧を
印刷を行う。

・年齢・性別等の条件
で、健（検）診毎に対
象者を住基から抽出
し、一括登録できるこ
と。
・必要に応じて、加入
保険種類、徴収（特
徴・普徴・併用）、課
税（課税・非課税）、
年金、生保情報を抽出
条件に設定できるこ
と。
・抽出した対象者を
データ出力でき、印刷
等の外部委託に対応で
きること
・受診票の電子データ
については、住所のあ
いまい検索により対象
施設入
所者を除いて作成でき
ること
・生年月日を指定し
て、歯科健診の対象者
を抽出できること

・節目年齢と上記の生
年月日範囲の組合せで
の抽出ができること。
・生年月日範囲から節
目年齢のみの抽出がで
きること。
・生年月日範囲と節目
年齢を組み合わせた抽
出ができること。
・節目年齢は任意の年
齢を指定できること。
・未受診の届出のある
住民を対象外にできる
こと。
・受診済みの住民を対
象外にできること。
・一度にまとめて複数
検診対象者の抽出がで
きること。

・申請形式の健（検）
診では、健（検）診毎
に予定日・時間・会場
を選択して、受付処理
が行えること。

2.3.受付情報管理
機能

2.3.1. 電話や窓口等で検診希望受付をした場合に、申込情報の登
録・更新・削除ができること。

※1　未受診の検診に対してのみ登録できること。
※2　年度ごとに申込歴を管理できること
※3　事情により対象外となる場合、その情報を管理できる
こと

【管理項目】
年度
検診名
受診希望
種別区分
実施日

電話や窓口等で検診希望受付をした場合に、申込情報の登
録・更新・削除ができること。

【管理項目】
予約番号
受付場所
自己負担区分
特記事項（受付時情報入力用）

※1　複数の検診について一括で設定ができること
※2　同時実施の検診等、検診を組み合わせたものをパター
ンとしてセットできること

・予約は個人ごとに複
数の健診種類について
一括で設定ができるこ
と。
・保存したがんクーポ
ン・勧奨ハガキ等発行
者に対して追加・削除
が行えること。
・がんクーポン・勧奨
ハガキ等発行者の情報
を保存できること。
・申込の単位として複
数の健診種類を申込パ
ターンとして設定でき
ること。・・個人ごと
にコメントが入力でき
ること。
・検診の予約時の特記
事項を個人別に記録で
き、予約時に参照でき
ること。
・注意事項のある方
は、それがすぐに判別
できること
・検診ごとの予約順に
予約番号が振られるこ
と。
・受診票等の発送物
は、発送日を管理でき
ること。

・対象者の設定を手
動・一括で行えるこ
と。
・各健（検）診の申込
者においては，新規の
対象者と既存の対象者
の別を管理できるこ
と。
・受診対象外の管理が
できること。　（対象
外検診・電話番号・連
絡未（済）表示）
・対象外者への連絡が
未・済がすぐに確認で
きること。
・対象外者へ連絡した
ときの電話番号が残せ
ること。

・申込情報の更新／照
会ができること。
・基本健診の申込およ
び受付の情報登録・保
守を行う
・メモを更新／照会す
る

・受診資格があると判
断された検診につい
て、セット名称から該
当する検診名を選択
し、受診票を発行する
ための登録をする。
・受診票などの発送を
停止する必要があると
判断したケース、およ
び送付再開することと
したケースにつき、申
立ての内容を入力す
る。

・申込期限に遅れた人
など、随時に受付情報
を登録できること
・受付事務を行った対
象者に受診票が印刷で
きること

H市

2.

【成
人保
健】
対象
者管
理

C市 D市 E市 F市
機能名称

機能ID大
項目

中
項目

G市検討項目（論点案） 構成員ご意見
実装必須機能（実装すべき機能） 実装オプション機能（実装してもしなくてもよい機能）

実装不可機能（実装し
ない機能）

標準仕様書
A市 B市
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機能・帳票要件（2.【成人保健】対象者管理）

H市C市 D市 E市 F市
機能名称

機能ID大
項目

中
項目

G市検討項目（論点案） 構成員ご意見
実装必須機能（実装すべき機能） 実装オプション機能（実装してもしなくてもよい機能）

実装不可機能（実装し
ない機能）

標準仕様書
A市 B市

2.3.2. 申込情報をもとに受診票の随時発行処理ができること。 ・予約は個人ごとに複
数の健診種類について
一括で設定ができるこ
と。
・保存したがんクーポ
ン・勧奨ハガキ等発行
者に対して追加・削除
が行えること。
・がんクーポン・勧奨
ハガキ等発行者の情報
を保存できること。
・申込の単位として複
数の健診種類を申込パ
ターンとして設定でき
ること。・・個人ごと
にコメントが入力でき
ること。
・検診の予約時の特記
事項を個人別に記録で
き、予約時に参照でき
ること。
・注意事項のある方
は、それがすぐに判別
できること
・検診ごとの予約順に
予約番号が振られるこ
と。
・受診票等の発送物
は、発送日を管理でき
ること。

・対象者の設定を手
動・一括で行えるこ
と。
・各健（検）診の申込
者においては，新規の
対象者と既存の対象者
の別を管理できるこ
と。
・受診対象外の管理が
できること。　（対象
外検診・電話番号・連
絡未（済）表示）
・対象外者への連絡が
未・済がすぐに確認で
きること。
・対象外者へ連絡した
ときの電話番号が残せ
ること。

・申込情報の更新／照
会ができること。
・基本健診の申込およ
び受付の情報登録・保
守を行う
・メモを更新／照会す
る

・受診資格があると判
断された検診につい
て、セット名称から該
当する検診名を選択
し、受診票を発行する
ための登録をする。
・受診票などの発送を
停止する必要があると
判断したケース、およ
び送付再開することと
したケースにつき、申
立ての内容を入力す
る。

2.3.3. 検診資格または負担金条件に影響する資格確認ができるこ
と。
・国保資格
・後期高齢資格
・介護保険資格
・住民税（非課税世帯）
・生活保護

・国保の資格チェック
が任意の基準日ででき
ること。
・国保の資格チェック
が任意の基準日での有
資格者と年度内を通し
ての有資格者の指定が
できること。
・後期高齢の資格
チェックが任意の基準
日でできること。
・介護保険の資格
チェックが任意の基準
日でできること。
・介護保険は任意の要
介護度の指定ができる
こと。
・住民税の資格の
チェックが任意の年度
でできること。
・住民税の非課税世帯
のチェックは、1月1日
現在の住民を基準とし
た世帯と、任意の基準
日での国保の世帯が任
意で指定でき、対象者
抽出に利用できるこ
と。
・住民税は任意の住民
税区分の指定ができる
こと。

2.3.4. 電子申請による申込情報ファイルを一括して取り込みできる
こと。

※1　登録時にはデータ登録時チェックに関する機能要件を
実施し、エラーはリストとして出力する

●●市集団健診予約ｼｽﾃ
ﾑからの予約ﾃﾞｰﾀが取り
込めること｡

※要件にはなっていな
いようだが、電子申請
と連動したいという要
望が書かれている。

2.3.5. エラーについては再度取り込み処理を実施できること。

2.3.6. 申込情報登録時、各検診の受診状況を参照できること。

※1　既に申込済の情報も参照できること
※2　過去の申込・受診情報も参照できること
※3　※1,2が不正の場合は整合性チェック（エラー・アラー
ト）ができること

申込情報登録時、各検診の受診状況を参照できること。

※1　自己負担金の情報に関する情報が参照できること。

・予約は、前回受診
日、前回判定結果、今
年、前年の受診状況が
確認しながら入力でき
ること。
・個人を選択すると、
当該個人の先の予約状
況を確認できること。
・受診予定の検診とそ
の料金が個人ごとに表
示されること。

負担金の有料・無料が
分かりやすく表示され
ること。

受診状況が照会できる
こと。

申請があった検診につ
いて、申請者との面接
（窓口）およびシステ
ムに登録されている受
診履歴を確認し、今年
度の受診資格があるか
どうか判断する。

・受付時は、年齢・性
別等の対象条件の自動
チェックが行えること

2.3.7. 申込情報登録時、対象年齢、性別及び受診歴のチェックを行
い、受診予定日時点年齢が不正の場合は整合性チェック（エ
ラー・アラート）ができること。

※1 画面で検診の受診可否が判別できること。

①要件数が少ないためオプション機
能で整理していますが、問題ないか
検討していただきたい。
②申込情報の整合性チェックについ
て年齢・性別・受診歴以外の観点を
運用していればご意見ください。

・クーポン対象者は予
め対象年齢を設定して
おけば、予約入力時に
初期値として表示され
ること。

・受付時は，年齢・性
別等の対象条件の自動
チェックが行えるこ
と。
・受診可能検診がすぐ
に把握できること。
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機能・帳票要件（2.【成人保健】対象者管理）

H市C市 D市 E市 F市
機能名称

機能ID大
項目

中
項目

G市検討項目（論点案） 構成員ご意見
実装必須機能（実装すべき機能） 実装オプション機能（実装してもしなくてもよい機能）

実装不可機能（実装し
ない機能）

標準仕様書
A市 B市

2.4.対象者一括参
照機能

2.4.1. 検診ごとに受診票送付者（申込者）を一覧で確認・加工がで
きること（ＥＵＣができること）。

※1　受診票発行後に住基上消除された者が検索できること

検診ごとに受診票送付者（申込者）を一覧で確認・加工がで
きること（ＥＵＣができること）。

※1　集団検診の場合、検診予定枠ごとに人数の把握、一覧
確認が行えること

対象者については、検診当日に実施
予定の方及び資格（年齢・性別等）
要件上検診対象者となる方の双方を
想定しています。

・集団健診受付名簿を
一覧で確認・加工がで
きること（EUCができる
こと）。
・健診（検診）対象外
者を一覧で確認・加工
ができること（EUCがで
きること）。

・がんクーポン・勧奨
ハガキ等の対象者を抽
出し、一覧表やお知ら
せ文を印刷できるこ
と。
・各健診の受診対象者
を抽出し、一覧表やお
知らせ文を印刷できる
こと。
・指定した健診健診対
象者を抽出し、一覧表
やお知らせ文を印刷で
きること。
・指定した健診の受診
予定者（健診予約者）
を一覧表示できるこ
と。
・検診スケジュール別
で予約済み個人の一覧
がEｘｃｅｌに直接出力
ができること。
・がんクーポン・勧奨
ハガキ等発行者のう
ち、発行から発送まで
に住基上消除された方
を簡単に抽出できるこ
と。
・検診スケジュール別
に予約済み個人の人数
とその一覧が表示でき
ること。

・対象者一覧表、予約
者一覧表、受付者一覧
表、受診者一覧表の作
成ができること。
・対象者は条件に合っ
たすべての住民と、検
診年度内受診者の指定
ができること。

受付日付での一覧が出
力できること。

・送付先登録者一覧を
作成する
・異動者一覧を作成す
る

・検索条件を設定し、
対象者（検診受診者）
が一覧で表示される。
・受診票を出力した結
果データをＣＳＶファ
イルで保存する。
・当日、胃がん検診を
受診する受診者を検索
し一覧表示する。検索
一覧結果から、受診者
の属性（氏名、生年月
日、性別等）情報ファ
イル（ＣＳＶ）を作成
しＦＤに保存する。
・受診対象者を抽出し
登録したデータの中か
ら、①窓口で受診票を
発行したもの②住民基
本台帳から抹消された
者の一覧を表示し、リ
ストの印刷を行う。

各健（検）診の対象者
情報を一覧で表示、印
刷できること

2.4.2. 複数検診まとめて受診票送付者（申込者）を一覧で確認、加
工できること（ＥＵＣができること）。

・指定した健診パター
ンの対象者を抽出し、
一覧表やお知らせ文を
印刷できること。
・指定した健診パター
ンの健診予約者（健診
パターンに設定されて
いるいずれかの検診を
予約している）を一覧
表示できること。

2.4.3. 申込情報に対して、指定した条件により一覧をＥＵＣ機能を
利用して確認・加工できること。
※ 健康管理共通に記載のＥＵＣ機能の要件を満たすこと

2.5.帳票出力機能 2.5.1. 希望調査票を出力できること（ＥＵＣができること）。

2.5.2. 各検診の受診票を出力できること（ＥＵＣができること）。

※1　受診票そのものではなく、受診券や窓空き宛名でも可
能
※2　年齢等によって負担額が異なる場合、条件に応じた帳
票または内容を出力できること

各検診の受診票を出力できること（ＥＵＣができること）。

※1　日時や場所が決まっている場合（集団検診等）、以下
の内容が受診票に出力できること。
　・実施予定日
　・受付時間
　・実施場所

※2　パラメタ設定により標準化対象外検診も一体とした受
診票が出力できること。

・がん検診受診券の印
刷,PDF作成及び,CSVﾃﾞｰ
ﾀが作成できること｡
・健康診査受診券（生
保）の出力ができるこ
と。
肝炎ｳｨﾙｽ検診無料券の
印刷,PDF作成及び,CSV
ﾃﾞｰﾀが作成できること｡
・歯科健診受診券の印
刷,PDF作成及び,CSVﾃﾞｰ
ﾀが作成できること｡
・後期高齢者歯科健診
受診券の印刷,PDF作成
及び,CSVﾃﾞｰﾀが作成で
きること｡
・節目健診案内･歯科健
診受診券の印刷,PDF作
成及び,CSVﾃﾞｰﾀが作成
できること｡
・がん検診受診券+特定
健康診査受診券(国保)
の印刷,PDF作成及
び,CSVﾃﾞｰﾀが作成でき
ること｡
・がん検診受診券+健康
診査受診券(後期高齢
者)の印刷,PDF作成及
び,CSVﾃﾞｰﾀが作成でき
ること｡

・予約対象者に受診票
が印刷できること。
・検診スケジュール別
で予約済み個人の一覧
から受診票を出力でき
ること。
・費用免除対象者に対
し、健（検）診無料券
が印刷できること。
・個人ごとに設定され
た受付時間が、各検診
の受診票に印刷ができ
ること。
・検診スケジュール別
で予約済み個人のアド
レスタック出力ができ
ること。

・ハガキ申込みの検診
は、受診券の出力がで
きること。
・各検診無料券が出力
できること。
・肝炎受診券が出力で
きること。
・所得・年齢等に応じ
た無料判定をして、無
料受診券が出力できる
こと。

・検診通知の帳票を作
成する
・検診隔年通知の帳票
を作成する（乳がん、
子宮がん）

・随時受付にて受診票
を印刷（子宮頸がん検
診、乳がん検診、大腸
がん検診、歯周病検
診、肝炎ウイルス検
査）
・抽出し登録した受診
対象者（歯周病・乳が
ん・子宮がん・大腸が
ん検診の場合）データ
をもとに、「受診票」
の印刷を行う。

・各健（検）診の受診
票の印刷や電子媒体へ
のデータ作成ができる
こと
・紛失した方や転入者
などに対して、受診票
を再発行できること

2.5.3. 各検診の案内（通知）を出力できること（ＥＵＣができるこ
と）。

※1　窓空き宛名でも可能
※2　年齢等によって負担額が異なる場合、条件に応じた帳
票または内容を出力できること

各検診の案内（通知）を出力できること（ＥＵＣができるこ
と）。

※1　日時や場所が決まっている場合（集団検診等）、以下
の内容が案内（通知）に出力できること
　・実施予定日
　・受付時間
　・実施場所

※2　パラメタ設定により標準化対象外検診も一体とした各
検診の案内（通知）が出力できること

各検診の申込者への案
内通知書の印刷ができ
ること。

各検診の申込者への案
内通知書が印刷できる
こととし,はがき,ﾗﾍﾞﾙ,
封筒,定型用紙への差し
込み印刷などが,自由に
選択ができること｡ ま
た,ﾊﾞｰｺｰﾄﾞとｶｽﾀﾏﾊﾞｰｺｰ
ﾄﾞも同時に印刷されて
いること｡

・がんクーポン・勧奨
ハガキ等の対象者を抽
出し、一覧表やお知ら
せ文を印刷できるこ
と。
・各健診の受診対象者
を抽出し、一覧表やお
知らせ文を印刷できる
こと。
・指定した健診健診対
象者を抽出し、一覧表
やお知らせ文を印刷で
きること。
・健診対象者を抽出
し、一覧表やお知らせ
文を印刷できること。

検診案内が印刷できる
こと。

・受付事務を行った対
象者に問診票，お知ら
せ通知等が印刷できる
こと。
・胃がん検診、結核健
康診断、歯周疾患検診
の案内通知が出力でき
ること。

案内通知に宛名情報を
印刷する。
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機能・帳票要件（2.【成人保健】対象者管理）

H市C市 D市 E市 F市
機能名称

機能ID大
項目

中
項目

G市検討項目（論点案） 構成員ご意見
実装必須機能（実装すべき機能） 実装オプション機能（実装してもしなくてもよい機能）

実装不可機能（実装し
ない機能）

標準仕様書
A市 B市

2.5.4. 子宮頸がん検診および乳がん検診の無料クーポン券が出力で
きること（ＥＵＣができること）。

子宮頸がん、乳がん検診以外で地方
自治体独自に無料クーポン券を印字
ししている運用があればお教えくだ
さい。

子宮がん･乳がん検診受
診券の印刷,PDF作成及
び,CSVﾃﾞｰﾀが作成でき
ること｡

子宮頸がん検診及び乳
がん検診の特例対象者
に対し、特例受診券が
印刷できること。

・子宮がん・乳がん検
診について、クーポン
が印刷できること。
・子宮がん・乳がん検
診について、申込書兼
受診券が印刷できるこ
と。

国の施策による女性特
有のがん無料クーポン
の出力ができること。

子宮頸がん・乳がん無
料クーポン券を印刷
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機能・帳票要件（3.【成人保健】検診情報管理）

3.

【成
人保
健】
検診
情報
管理

3.1.検診結果管理
機能

3.1.1. 検診ごとに、住民を指定して結果情報を管理（登録・更新・
削除・照会）できること。

※1　受診不可情報（未受診理由等）についても管理できる
こと。
※2　年度ごとに受診歴を管理できること
※3　同一年度内の複数回受診も管理ができること。

■各検診共通
医療機関コード
受診日
受診区分
受診種別
総合判定

■肺がん検診（一次）
【管理項目】
胸部エックス線検査判定
喀痰検査判定
喀痰問診
喫煙本数
喫煙年数
喀痰容器配付
総合判定
偶発症有無
偶発症死亡有無
＋
＜以下自治体検診結果用フォーマットのデータ項目＞
01111: 肺がん一次検診セクション

・各検診の結果を個人
指定して個別に登録が
できること。
・同一の検診に対し
て、同一年度内に同一
住民の結果の登録がで
きること。

・各検診の結果を個人
指定して個別に登録が
できること｡このとき,
年度末年齢等の条件に
ついて問題がある場合,
登録するかどうかの確
認ﾒｯｾｰｼﾞを表示するこ
と｡
・同一の検診に対して,
同一年度内に同一住民
の結果の登録ができる
こと｡ただし,該当ﾃﾞｰﾀ
はﾁｪｯｸﾘｽﾄとして一覧印
刷できること｡

・各種（基本、がん）
検診の検診結果及び精
密検査結果が管理でき
ること。
・肝炎ウィルス検査の
結果を管理できるこ
と。
・結核検診の結果を管
理できること。
・歯周病検診の結果を
管理できること。
・骨粗鬆症検診の結果
を管理できること。
・検診結果の参照・追
加・修正時に電話番
号、E－ｍａｉｌアドレ
スの修正ができるこ
と。
・同一検診を年度内に
２回以上受診しても管
理できること。

・実施中の各種成人検
診に対応したデータの
管理が行えること。
・未受診理由の入力・
管理ができること。
・同一年度内での複数
回受診も管理ができる
こと。

・手入力を行う際に，個
別入力・一括入力を行え
ること。
・市が委託した医療機関
以外で受診した場合，他
機関受診として別に検査
内容，結果，医療機関等
を入力できること。
・歯科健診結果は，歯式
の表，歯列の図のイメー
ジで入力ができること。
・個別入力・一括入力・
自動一括取込について、
登録日の管理ができるこ
と。
・以下の事業について管
理運用できること。
【肺がん検診・大腸がん
検診・乳がん検診・乳が
ん検診・胃がん検診・肝
炎ウイルス検診・歯周疾
患検診・結核健康診断】
・乳がんの検診内容が一
目で分かること。
・健（検）診毎に受診希
望，未受診理由の管理が
可能なこと。
・同一健（検）診で年度
内2回以上受診した場合
でも管理可能なこと。
・健診入力は，同一年度
内の複数回入力が可能で
あること。

・検診情報を更新・照
会できること（肝炎ウ
イルス・結核・骨粗鬆
症・歯科・胃がん・大
腸がん・肺がん・乳が
ん・子宮がん）
・問診情報の更新がで
きること。
・基本健診の情報登
録・保守を行う

・受診票の問診情報、
結果情報を入力し登録
する。登録後に受診
日・総合判定が出るよ
うにする。
・対象者を検索し、受
診履歴と検診項目結果
一覧が表示される。
・窓口や電話問い合わ
せなどの際に、個人を
特定し受診履歴の確認
を行なう。必要に応じ
て内容の修正入力を行
なう。
・過年度分の受診票が
医師会から提出された
場合は、件数が少ない
ためパンチ委託依頼は
せずに、個人別にデー
タを手入力する。

・検診時の検査項目や
問診項目を管理できる
こと
・年間２回以上受診し
た場合も検診結果が管
理できること

■乳がん検診（一次）
【管理項目】
マンモグラフィー検査判定
偶発症有無
偶発症死亡有無
＋
＜以下自治体検診結果用フォーマットのデータ項目＞
01113: 乳がん一次検診セクション

■胃がん検診（一次）
【管理項目】
検査方法
生検有無
偶発症有無
偶発症死亡有無
＋
＜以下自治体検診結果用フォーマットのデータ項目＞
01115: 胃がん一次検診セクション

■子宮頸がん検診（一次）
【管理項目】
検査方法
初回検体の適正・不適正
頸部細胞診検査判定
細胞診判定検査判定（ベセスダ分類）
偶発症有無
偶発症死亡有無
＋
＜以下自治体検診結果用フォーマットのデータ項目＞
01117: 子宮頸がん一次検診セクション

■大腸がん検診（一次）
【管理項目】
＜以下自治体検診結果用フォーマットのデータ項目＞
01119: 大腸がん一次検診セクション

■肝炎ウイルス検診（一次）
【管理項目】
B型判定
C型判定
C型判定理由
＋
＜以下自治体検診結果用フォーマットのデータ項目＞
01121: 肝炎検診一次検診セクション

■骨粗鬆症検診（一次）
【管理項目】
＜以下自治体検診結果用フォーマットのデータ項目＞
01121: 骨粗鬆症一次検診セクション

■歯周疾患検診（一次）
【管理項目】
＜以下自治体検診結果用フォーマットのデータ項目＞
01123: 歯周疾患一次検診セクション

3.1.2. 住民を指定して健康診査情報を管理（登録・更新・削除・照
会）できること。

【管理項目】
中間標準レイアウト仕様の以下ファイルのデータ項目名称
業務名：健康管理
移行ファイル名：基本_特定健診結果ファイル

住民を指定して健康診査情報を管理（登録・更新・削除・照
会）できること。

※1　検査結果を用いて自動計算できる項目は自動計算を行
いセットできること

BMIや血圧分類といった
他の検査結果を用いて
自動計算できる項目は
自動でセットできるこ
と。

3.1.3. 請求支払いにおける履行確認のため、検診ごとに請求年月の
管理ができること。

【管理項目】
請求年月

事務局の判断で追記している。内容
についてご検討いただきたい。

3.1.4. 住民ごとに、複数の検診結果を一度に照会できること。 複数のがん検診を1つの
画面から1度にまとめて
登録できる機能がある
こと。

個人照会画面から世帯
状況や、すべての検診
結果などが一画面で表
示できること。

対象者の全健診データ
を一画面で確認できる
こ

3.1.5. 申込情報（抽出等も含む）がない場合でも結果の登録ができ
ること。

受付情報がなくても結
果が登録できること。

H市
機能名称

機能ID大
項目

中
項目

C市A市 B市検討項目（論点案） 構成員ご意見
実装必須機能（実装すべき機能） 実装オプション機能（実装してもしなくてもよい機能）

実装不可機能（実装し
ない機能）

標準仕様書
D市 E市 F市 G市
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機能・帳票要件（3.【成人保健】検診情報管理）

H市
機能名称

機能ID大
項目

中
項目

C市A市 B市検討項目（論点案） 構成員ご意見
実装必須機能（実装すべき機能） 実装オプション機能（実装してもしなくてもよい機能）

実装不可機能（実装し
ない機能）

標準仕様書
D市 E市 F市 G市

3.1.6. 集団健診の場合、事業の予約者または参加者から個人を特定
して、結果の登録ができること｡

集団検診の場合には、
イベントの日程・実施
場所、イベントの予約
者または参加者から個
人を特定して、結果の
登録ができること。

集団健診の場合,事業の
予約者または参加者か
ら個人を特定して,結果
の登録ができること｡

3.1.7. 検診結果データ登録時、年度内重複受診の場合は整合性
チェック（エラー・アラート）ができること。

・同一年度内に複数受
診した場合は、警告
メッセージが表示され
ること。

同一健（検）診で年度
内２回目以降入力する
際は重複チェックメッ
セージが表示できるこ
と。(乳がん視触診のみ
と乳がん視触診＋マン
モグラフィのケースを
含む）

3.1.8. 検診結果データ登録時、対象年齢および性別のチェックを行
い、年齢および性別が不正の場合は整合性チェック（エ
ラー・アラート）ができること。

検診結果の個別登録に
おいて、年度末年齢等
の条件について問題が
ある場合に警告メッ
セージを表示できるこ
と。

各検診の結果を個人指
定して個別に登録がで
きること｡このとき,年
度末年齢等の条件につ
いて問題がある場合,登
録するかどうかの確認
ﾒｯｾｰｼﾞを表示すること｡

3.1.9. 検診結果データ登録時、受診日時点で住民であるかチェック
を行い、住民でなかった場合は整合性チェック（エラー・ア
ラート）ができること。

・受診日時点で受診者
が住民でない場合、結
果登録時に警告メッ
セージが表示されるこ
と。

3.1.10. 検診ごとに結果情報を一括または連続で登録できること。

※1　ファイル取込ではなく、オンラインでの一括入力機能

・手入力を行う際に，
個別入力・一括入力を
行えること。

・個別入力・一括入
力・自動一括取込につ
いて、登録日の管理が
できること。

・集団検診の場合、検
診日をもとに受診予定
者の一覧を表示後、総
合判定
等を一括設定して入力
できること
・個別検診の場合、医
療機関から返却された
受診票をもとに、受診
日や総合判定等を連続
して入力できること。
なお、受診者を入力す
る際には、バーコード
リーダーを利用して対
象者の
特定が行えること

3.1.11. 検診結果情報を、OCRを使用して登録できること。

※1　登録の際に使用した用紙を電子ファイルで保存し、参
照ができること

各検診の結果をＯＣＲ
を使用して登録ができ
ること。

各検診の結果をOCR登録
ができること｡また,登
録の際に使用した用紙
をｲﾒｰｼﾞとして保存し,
参照ができること｡

3.1.12. 検診ごとに、結果情報ファイルを一括して取り込みできるこ
と。

※1　登録時にはデータ登録時チェックに関する機能要件を
実施し、エラーはリストとして出力する。

各検診の結果をＦＤ等
のパンチデータから一
括登録ができること。

・指定されたフォー
マットで検診結果を一
括取り込みできるこ
と。
・集団健診を実施して
いる以下の検診につい
て、実施医療機関から
提供されるデータを取
込できること。
・国保連合会、健診機
関、およびその他の健
康管理システムの健診
データ（CSV形式）を取
り込んで分析や集計が
できること。

・委託機関からの結果
データについて，ＦＤ
等による自動一括取込
ができること。
・個別入力・一括入
力・自動一括取込につ
いて、登録日の管理が
できること。

・ＦＤ等による自動一
括取込時にエラーが発
生した場合は，エラー
リストを出力し，エ
ラーの修正，データの
再登録処理が行えるこ
と。

・取込データに対して
マッチング・エラーリ
ストを出力できるこ
と。

エラーリストの情報登
録・保守を行う
・検診チェックリスト
の帳票を作成する

・パンチされた項目を
取り込み、検診結果と
して登録する。

・検診結果が登録され
なかったデータおよび
登録済だが検診結果の
一部に不備があるデー
タを抽出する。エラー
データがある場合は、
パンチデータ登録後、
必ず自動的にエラーリ
ストのプレビュー画面
が展開する。
・ファイル取込の
チェックリストを印刷
できること

検診結果は、パンチ
データから一括登録で
きること

3.1.13. 健（検）診結果の標準化様式の取り込みができること。

※1　健診機関が自治体へ提出する自治体検診結果用フォー
マットのことである

国の指針に沿って追記している。

3.1.14. エラーについては、再度取込処理を実施できること。 ・未登録エラーデータ
について出力したエ
ラーファイルを開きエ
ラー修正する。
・修正後保存したエ
ラーデータを呼び出
し、受診結果として登
録する。

検診結果の一括登録時
にエラーが発生した場
合、エラーの修正を行
い、
再度登録処理が行える
こと

3.1.15. 検診結果参照時、検査項目の基準値超過の確認ができるこ
と。

※1　基準値は任意で設定が行えること
※2　基準値をもとに検診結果の色分け等により基準値超過
の確認が行えること

・検査項目の標準値・
指導域・受診域の修正
ができること。
・健診データはしきい
値に応じて色付けさ
れ、画面表示・印刷で
きること。

・基本健診基準値の情
報登録・保守を行う。
・基準値エラーリスト
の情報登録・保守を行
う。
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機能・帳票要件（3.【成人保健】検診情報管理）

H市
機能名称

機能ID大
項目

中
項目

C市A市 B市検討項目（論点案） 構成員ご意見
実装必須機能（実装すべき機能） 実装オプション機能（実装してもしなくてもよい機能）

実装不可機能（実装し
ない機能）

標準仕様書
D市 E市 F市 G市

3.2.検診結果一括
参照機能

3.2.1. 検診ごとに、検診結果情報を一覧で確認、加工できること
（ＥＵＣができること）。

・受診日範囲・検査方
法・判定・精検受診区
分(受診・未受診・未把
握)を指定して各検診の
結果一覧の印刷ができ
ること。

・同一の検診に対し
て、同一年度内に同一
住民の結果登録を行っ
た対象者について、一
覧表が印刷できるこ
と。

・各検診の結果をＣＳ
Ｖ形式で出力ができる
こと

・受診日範囲･検査方
法･判定･精検受診区分
(受診･未受診･未把握)
を指定して各検診の結
果一覧の印刷できるこ
と｡

・同一の検診に対して,
同一年度内に同一住民
の結果の登録ができる
こと｡ただし,該当ﾃﾞｰﾀ
はﾁｪｯｸﾘｽﾄとして一覧印
刷できること｡

・各検診の結果をCSV形
式で出力ができること｡

・受診者の一覧表を印
刷できること。
・医療機関ごと/がん検
診ごとの受診件数を集
計できること。また対
象の受診者の名簿が出
力できること。
・簡単検索・個別検
索・条件検索・経年検
索などの検索を行い、
検索結果を一覧表示で
きること。
・指定した健診結果の
項目をCSV形式で出力で
きること。
・同一検診の複数年受
診者や未受診者の一覧
表を作成できること。

・検診受診者一覧の帳
票を作成する
・受診者名簿

・条件を設定し、対象
者（検診受診者）が一
覧で表示される。
・一覧画面にて検索条
件を入力し抽出された
検索一覧結果について
印刷出力出来る。

・各健（検）診の対象
者の中から、未受診者
を検索できること
・検診の一覧画面で
は、受診日を範囲指定
して、対象者を検索で
きること
・検診の一覧画面で
は、受診種別（集団・
個別）、受診場所、地
区担当者、総合判定等
を指定して、対象者を
検索できること。
・検診結果から保健師
が自由に任意の抽出条
件を設定し、対象者の
抽出が行えること
・抽出条件には、受診
日、年齢、加入保険種
類等の住民データ、検
査項
目、総合判定等の入力
した全ての情報が設定
できること
・抽出した該当者の問
診項目、検査項目を全
て一覧表示できること
・抽出したデータをＣ
ＳＶ形式等で保存し、
エクセル等のＯＡソフ
トで活用できること。

3.2.2. 住民ごとに、各検診結果を経年で確認、加工できること（Ｅ
ＵＣができること）。

※1 グラフ帳票が作成できること

・過去の健診結果が経
年表示できること。

・健診受診者の個人経
年表が表示できるこ
と。また、個人経年表
の表示項目が編集・追
加できること。

経年型グラフの帳票を
作成する

3.2.3. 検診ごとに、受診勧奨対象者の抽出、一覧での確認、加工が
できること（ＥＵＣができること）。

※1　複数の検査項目を組み合わせた条件検索ができること
※2　受診日の範囲指定が行えること

・受診日範囲・検査方
法・判定・精検受診区
分(受診・未受診・未把
握)を指定して各検診の
結果一覧の印刷ができ
ること。

・受診日範囲・検査方
法・判定・精検受診区
分(受診・未受診・未把
握)を指定して各検診の
結果一覧の印刷ができ
ること。

がんクーポン・勧奨ハ
ガキ等発行者のうち、
検診未受診者を抽出
し、一覧表やお知らせ
文を印刷できること。

・地区別未受診者一覧
表、検診別未受診者一
覧表、未受診理由別一
覧表等の出力が行える
こと。
・未受診者は複数検診
を一回の操作で登録が
できること。

未受診者一覧の帳票を
作成する

・検診の未受診者を一
覧表示し、受診勧奨用
に宛名シール、窓空き
封筒用の宛名が印刷で
きること。

3.2.4. 複数検診同時に、受診勧奨対象者の抽出、一覧での確認、加
工ができること（ＥＵＣができること）。

※1　同時実施の検診等、検診を組み合わせたものをパター
ンとしてセットできること

3.2.5. 検診ごとに、精密検査の対象者を抽出、一覧での確認、加工
ができること（ＥＵＣができること）。

※1　複数の検査項目を組み合わせた条件検索ができること
※2　受診日の範囲指定が行えること

・肝炎ウイルス検診陽
性対象者一覧の帳票を
作成する
・検診事後ﾌｫﾛｰ者一覧
の帳票を作成する

・総合判定「要精検」
で抽出した対象者の情
報を精密検査紹介状に
印字する。
・対象者を一覧で表示
する。

精密検査対象者情報を
一覧で表示、印刷でき
ること

3.2.6. 検診情報に対して、指定した条件により一覧をＥＵＣ機能を
利用して確認・加工できること。

※1　健康管理共通に記載のＥＵＣ機能の要件を満たすこと

3.3.帳票出力機能 3.3.1. 各検診の結果票を出力できること（ＥＵＣができること）。 各検診の個人への結果
通知書を印刷できるこ
と｡

各検診の個人への依頼
書兼結果通知票を印刷
できること。

・個人結果票の帳票を
作成する

検診結果票を必要に応
じて印刷する

3.3.2. 受診勧奨通知、または勧奨通知用の宛名が出力できること
（ＥＵＣができること）。

受診勧奨通知が出力で
きること。

がんクーポン・勧奨ハ
ガキ等発行者のうち、
検診未受診者を抽出
し、一覧表やお知らせ
文を印刷できること。

40歳到達者受診勧奨通
知が出力できること。

検診の未受診者を一覧
表示し、受診勧奨用に
宛名シール、窓空き封
筒用の宛名が印刷でき
ること。

3.3.3. 精密検査の受診票（紹介状）を出力できること（ＥＵＣがで
きること）。

・総合判定「要精検」
で抽出した対象者の情
報を精密検査紹介状に
印字する。
・受診希望者へ受診票
を印刷
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機能・帳票要件（4.【成人保健】精密検査情報管理）

4.

【成
人保
健】
精密
検査
情報
管理

4.1.精密検査結果
管理機能

4.1.1. 精密検査ごとに、住民を指定して結果情報を管理（登録・更
新・削除・照会）できること。

※1 受診歴を管理できること
※2 一次検診結果が精密検査対象であるかチェック（エ
ラー・アラート）できること。

■各精密検査共通
【管理項目】
精検受診日
精検受診区分
医療機関コード

■肺がん検診（精密）
【管理項目】
精検判定
病期
精検偶発症有無
精検偶発症死亡有無
＋
＜以下自治体検診結果用フォーマットのデータ項目＞
01112: 肺がん精密検査セクション

精密検査ごとに、住民を指定して結果情報を管理（登録・更
新・削除・照会）できること。

※1 一次検診情報の以下管理項目を参照できること
・受診年度
・一次検診受診日
・総合判定
・受診場所

各種（基本、がん）検
診の検診結果及び精密
検査結果が管理できる
こと。

各種2次検診（精密検
査）それぞれ一次画面
から入力・表示ができ
ること、経年追跡がで
きること。

・がん検診は，精密検
査の結果を継続入力で
きること。
・以下の事業について
管理運用できること。
【肺がん精検・大腸が
ん精検・乳がん精検・
乳がん精検・胃がん精
検・肝炎ウイルス精
検・歯周疾患精検・結
核健康診断精検】

・精検情報を更新・照
会できること（肝炎ウ
イルス・結核・骨粗鬆
症・歯科・胃がん・大
腸がん・肺がん・乳が
ん・子宮がん）
・基本健診の精検情報
登録・保守を行う

精密検査の報告書の内
容を手でシステムに入
力し登録する。
・一次検診で「要精
検」となった者の報告
でバッチ処理をしな
かったデータを個別で
入力する際に使用す
る。また、バッチ処理
により登録した検診結
果を参照したり修正し
たりする際にも使用す
る。

・精密検査の結果が管
理できること
・一次検査、二次検
査、精密検査の結果を
一覧で同時に確認でき
ること

■乳がん検診（精密）
【管理項目】
精検判定
精検偶発症有無
精検偶発症死亡有無
＋
＜以下自治体検診結果用フォーマットのデータ項目＞
01114: 乳がん精密検査セクション

■胃がん検診（精密）
【管理項目】
精検判定
精検偶発症有無
精検偶発症死亡有無
＋
＜以下自治体検診結果用フォーマットのデータ項目＞
01116: 胃がん精密検査セクション

■子宮頸がん検診（精密）
【管理項目】
精検判定
精検偶発症有無
精検偶発症死亡有無
＋
＜以下自治体検診結果用フォーマットのデータ項目＞
01118: 子宮頸がん精密検査セクション

■大腸がん検診（精密）
【管理項目】
精検判定
腺腫
精検偶発症有無
精検偶発症死亡有無
＋
＜以下自治体検診結果用フォーマットのデータ項目＞
01120: 大腸がん精密検査セクション

■肝炎ウイルス検診（精密）
【管理項目】
＜以下自治体検診結果用フォーマットのデータ項目＞
01122: 肝炎検診精密検査セクション

■骨粗鬆症検診（精密）
【管理項目】
＜以下自治体検診結果用フォーマットのデータ項目＞
01122: 骨粗鬆症精密検査セクション

■歯周疾患検診（精密）
【管理項目】
＜以下自治体検診結果用フォーマットのデータ項目＞
01124: 歯周疾患精密検査セクション

4.1.2. 請求支払いにおける履行確認のため、検診ごとに請求年月の
管理ができること。

【管理項目】
請求年月

事務局の判断で追記している。内容
についてご検討いただきたい。

4.1.3. 精密検査ごとに、結果情報ファイルを使用して一括して取り
込みできること。

※1　登録時にはデータ登録時チェックに関する機能要件を
実施し、エラーはリストとして出力する

精密検査結果の情報を
パンチ入力しデータ化
したものをバッチ処理
で取込む。

精密検査結果は、パン
チデータから一括登録
できること

4.1.4. 健（検）診結果の標準化様式の取り込みができること。

※1　健診機関が自治体へ提出する自治体検診結果用フォー
マットのことである

国の指針に沿って追記している。

4.1.5. エラーについては、再度取込処理を実施できること。 精密検査結果の一括登
録時にエラーが発生し
た場合、エラーの修正
を行
い、再度登録処理が行

4.1.6. 精密検査ごとに結果情報を一括または連続で登録できるこ
と。

H市A市 B市
標準仕様書機能名称

機能ID大
項目

中
項目

検討項目（論点案） 構成員ご意見
実装必須機能（実装すべき機能） 実装オプション機能（実装してもしなくてもよい機能）

実装不可機能（実装し
ない機能）

C市 D市 E市 F市 G市
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機能・帳票要件（4.【成人保健】精密検査情報管理）

H市A市 B市
標準仕様書機能名称

機能ID大
項目

中
項目

検討項目（論点案） 構成員ご意見
実装必須機能（実装すべき機能） 実装オプション機能（実装してもしなくてもよい機能）

実装不可機能（実装し
ない機能）

C市 D市 E市 F市 G市

4.2.精密検査結果
一括参照機能

4.2.1. 精密検査ごとに、精密検査結果情報を一覧で確認、加工でき
ること（ＥＵＣができること）。

精密検査ごとに、精密検査結果情報を一覧で確認、加工でき
ること（ＥＵＣができること）。

※1 一次検診情報の以下管理項目を参照できること

受診日範囲・検査方
法・判定・精検受診区
分(受診・未受診・未把
握)を指定して各検診の
結果一覧の印刷ができ
ること。

精検対象者一覧の帳票
を作成する

・精検一覧の検索結果
から精検一覧を印刷出
力する。
・精密検査受診から１
年経過した受診者を抽
出する。
・精密検査受診者の検
診情報について、年
度、期間、受診区分等
の検索条件を設定して
抽出し、一覧表示す
る。また、一覧表示し
たデータをCSV出力する

・精密検査対象者の中
から、未受診者を検索
できること
・精密検査の受診結果
情報を一覧で表示、印
刷できること

4.2.2. 精密検査ごとに、受診勧奨対象者を抽出、一覧で確認、加工
が行えること（ＥＵＣができること）。

・精検一覧画面より、
精密検査を受診してい
ない「未把握」状態の
受診者一覧を検索し、
その検索結果からＣＳ
Ｖデータを作成する。

4.2.3. 精密検査情報に対して、指定した条件により一覧をＥＵＣ機
能を利用して確認・加工できること。

※1　健康管理共通に記載のＥＵＣ機能の要件を満たすこと

4.3.帳票出力機能 4.3.1. 受診勧奨通知、または勧奨通知用の宛名が出力できること
（ＥＵＣができること）。

未受診については精検
勧奨通知を出力できる
こと。

精密検査の未受診者へ
通知を印刷できるこ
と。

精密検査の受診状況に
より（対象者全員、受
診済、未受診）一覧表
やお知らせ文が印刷で
きること。

精密検査未受診者宛に
勧奨通知を印刷する。

精密検査未受診者を一
覧表示し、受診勧奨用
に宛名シール、窓空き
封筒
用の宛名が印刷できる
こと

4.3.2. 各精密検査の結果票を出力できること（ＥＵＣができるこ
と）。

精検結果連絡票 結果一覧から精密検査
結果報告書を印刷出力
する

4.3.3. 各精密検査の追跡調査用の帳票を出力できること（ＥＵＣが
できること）。

各種がん検診精密検査
追跡用アンケートが出
力できること。
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機能・帳票要件（5.【成人保健】訪問・相談・教育）

5.1.訪問情報管理
機能

5.1.1 訪問情報を管理（登録、修正、削除、照会）できること。

【管理項目】
（成人保健固有の管理項目があれば今後記載）

成人保健固有の管理項目の有無を検
討いただきたい。

5.1.2 5.1.1以外の要件として、以下に記載の要件を満たすこと。

機能・帳票要件_01.【共通】
1.7.訪問情報管理機能

5.2.健康相談情報
管理機能

5.2.1 健康相談情報を管理（登録、修正、削除、照会）できるこ
と。

【管理項目】
（成人保健固有の管理項目があれば今後記載）

成人保健固有の管理項目の有無を検
討いただきたい。

5.2.2 5.2.1以外の要件として、以下に記載の要件を満たすこと。

機能・帳票要件_01.【共通】
1.8.健康相談情報管理機能

5.3.教育情報管理
機能

5.3.1 教育情報を管理（登録、修正、削除、照会）できること。

【管理項目】
（成人保健固有の管理項目があれば今後記載）

成人保健固有の管理項目の有無を検
討いただきたい。

5.3.2 5.3.1以外の要件として、以下に記載の要件を満たすこと。

機能・帳票要件_01.【共通】
1.9.教育情報管理機能

5.

【成
人保
健】
訪
問・
相
談・
教育

B市 C市 D市 E市A市大
項目

中
項目

実装必須機能（実装すべき機能） 実装オプション機能（実装してもしなくてもよい機能）
実装不可機能（実装し

ない機能）
構成員ご意見

機能名称
機能ID H市

標準仕様書
検討項目（論点案） F市 G市
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機能・帳票要件（6.【母子保健】妊産婦管理）

6.【母
子保
健】妊
産婦管
理

6.1.妊娠届出情報管
理機能

6.1.1. 妊娠届出の各種情報を管理（登録・更新・削除・照会）できるこ
と。

【管理項目】
届出年月日
母子手帳番号
妊娠週数
妊娠月数
出産予定日
医療機関
ハイリスク
妊娠歴
診断または保健指導を受けた医師（助産師）
性病及び結核に関する健康診断の有無
結核に関する健康診断の有無
　＋
＜以下データ標準レイアウトのデータ項目＞
80　母子保健法による妊娠の届出に関する情報

妊娠届出の各種情報を管理（登録・更新・削除・照会）できるこ
と。

【管理項目】
届出時期（不詳含む）
分娩後届出該当
結婚歴
月経

管理項目について最低限必要な内容＋母
子保健法施行規則第三条の内容＋地域保
健・健康増進事業報告において必要な項
目を記載しているが、そのほか過不足な
いか。

・妊娠届出の登録（新規・
転入・再発行など）ができ
ること。
・妊娠届出の登録におい
て、母子手帳のみの発行と
別冊のみの発行の登録がで
きること。

・妊娠届出の登録ができる
こと｡このとき,母子手帳の
みの発行と別冊のみの発行
の登録ができること｡また,
それぞれの再交付の登録が
できること｡
・妊娠届出ｱﾝｹｰﾄが画面登
録,OCR登録できること｡今
回の妊娠状況,嗜好品,既往
歴,過去の相談履歴,過去の
妊娠･出産歴,同居家族,妊
娠中･育児中の相談者,産
後･育児の協力者,その他相
談事項等の登録ができるこ
と｡

・妊娠届け及び母子手帳の
管理ができること。なお、
出産回数、分娩予定、嗜
好、受診券情報、担当保健
師、要フォロー区分、特記
事項などを登録できるこ
と。
・妊婦に対するアンケート
（問診）情報が管理できる
こと。また、アンケート項
目が追加できること。
・転入者の母子手帳管理が
できること。

・ハイリスクなどの情報、
期間が管理できること。
・ハイリスクの情報は個人
の登録・照会画面に表示さ
れること。期間内に該当す
る場合は、色分け等がされ
ており一目で分かること。

・乳幼児情報だけでなく、
母親の妊娠から出産の情報
まで管理できること。
・妊娠届出書に記載されて
いる届出日・電話番号・夫
氏名・予定日・出産回数・
生活習慣等の管理ができる
こと。
・ハイリスク（10代・要注
意者・育児支援連絡票）の
コメントが個人単位で管理
できること。
・別紙１：システム化対象
事業リスト」の「③母子保
健関連」に記載している事
業を精密検査も含め全て管
理・事務運用できること。
妊娠届/母子健康手帳交付

母子保健：妊娠の届出：地
域保健事業報告のデータ登
録･保守を行う。( 妊娠届
出一覧)
 妊娠届出情報を更新す
る。
 妊娠届出（当初）のデー
タ登録･保守を行う。
 妊娠届出（異動）のデー
タ登録･保守を行う。
 妊娠届出（取出）のデー
タ登録･保守を行う。
 妊娠届出（削除）のデー
タ登録･保守を行う。

・母子手帳番号、妊娠回数、
届出日、手帳発行場所等、妊

娠届出時の情報 を管理でき
ること。
・妊娠届出入力画面におい
て、ハイリスク者を管理できる
こと。

6.1.2. 妊娠届出時の妊娠週数、出産予定日が自動算出できること。

※1　届出日と出産予定日から届出時の妊娠週数自動的に設定できる
こと
※2　届出日と届出時の妊娠週数から出産予定日を自動的に設定でき
ること
※3　自動算出後に手修正できること

・届出日と出産予定日から
届出週数を自動的に設定で
きること。
・届出日と届出週数から出
産予定日を自動的に設定で
きること。

6.1.3. 妊娠届出登録時、母子手帳番号が自動付番できること。

※1　母子手帳番号の自動付番は「年度（西暦下2桁）＋登録支所＋
通番」を基本として、パラメタ等によって自由に付番条件を設定で
きること
※2　母子手帳番号を手入力した場合に重複番号を抑止すること
※3　自動算出後に手修正できること

採番ルールは左記のとおりで問題ない
か。

・母子健康手帳番号につい
ては、自動採番のON/OFFが
設定できること。

6.1.4. 妊娠届出情報を履歴で管理することができ、入力した履歴情報の照
会が可能であること。管理できる履歴の件数は上限が無いこと。

 妊娠届出情報を照会す
る。

妊娠届出入力画面におい
て、過去の妊娠履歴も管理
できること。

6.1.5. 母子手帳の再発行履歴が管理できること。

【管理項目】
再発行日
届出種別

①届出種別にて"正規"、"再発行"の管理
を想定しているがいかがか。
②再発行日まで管理が必要か。

・母子手帳のみの発行と別
冊のみの発行の登録におい
て、再交付の登録ができる
こと。

母子手帳の再発行履歴が管
理できること。

6.1.6. 妊婦届出情報登録時に世帯構成が参照できること。 ①要件記載団体は少ないが、左記要件を
標準オプション機能とすべきか。
②世帯情報の参照は共通要件として、
「健康管理システム上で、住民記録情報
（対象者および世帯員）を確認できるこ
と。」と記載している。

妊婦情報登録時に世帯構成
が参照できること。

6.2.妊娠届出一覧管
理機能

6.2.1. 妊娠届出情報を一覧で確認・加工できること（ＥＵＣができるこ
と）。

妊娠届出情報を一覧で確認・加工できること（ＥＵＣができるこ
と）。

※1　乳児の情報も一覧で確認できること

妊娠届出一覧の印刷ができ
ること。

妊娠届出一覧が印刷できる
こと｡

・条件を設定して妊婦一覧
を表示できること。
・妊婦一覧表が印刷できる
こと。
・母子手帳返却者のみまた
は返却者を除いて妊婦を抽
出できること。

母子保健：妊娠の届出：地
域保健事業報告のデータ登
録･保守を行う。( 妊娠届
出一覧)

妊娠届出者の一覧で母親に
紐づく乳児の情報を表示で
きること。

6.2.2. ハイリスク、フォロー対象者を一覧で確認・加工できること（ＥＵ
Ｃができること）。

※1　ハイリスク条件が設定できること
※2　フォロー対象者の条件を設定できること

届出日範囲・出産予定日範
囲・実施場所を指定して妊
婦のハイリスク者(１８歳
未満・３５歳以上初産・喫
煙等)一覧の印刷ができる
こと。

届出日範囲･出産予定日範
囲･保健ｾﾝﾀｰを指定して妊
婦のﾊｲﾘｽｸ者(18歳未満･35
歳以上初産･喫煙等)一覧が
印刷できること｡

妊婦の内、要フォロー者を
複数の条件で抽出でき、担
当保健師を設定できるこ
と。

ハイリスク対象者の把握が
できること。（データ抽出
等）

母子保健（妊娠届出）の帳
票（統計資料）を作成す
る。

妊娠届出者、ハイリスク者（若
年妊婦、高齢妊婦等）を一覧

で抽出できるこ と。
6.2.3. 妊娠届出情報に対して、指定した条件により一覧をＥＵＣ機能を利

用して確認・加工できること。

※1　健康管理共通に記載のＥＵＣ機能の要件を満たすこと

6.3.妊娠届出帳票出
力機能

6.3.1. ■帳票詳細要件01■
妊娠届出書が出力できること。

帳票様式が母子保健法施行細則により定
められているため実装必須としているが
問題ないか。

6.3.2. 妊婦宛ての通知妊婦へのお知らせを出力できること（ＥＵＣができ
ること）。

要件記載団体数は少ないことから、実装
オプション機能としているが問題ない
か。

妊婦へのお知らせ文又は宛
名ラベルが印刷できるこ
と。

6.3.3. 妊産婦個人台帳を出力できること（ＥＵＣができること）。 同上 妊産婦個人台帳が出力でき
ること。

F市 G市 H市A市 B市 C市 D市 E市機能ID 検討項目（論点案） 構成員ご意見

機能名称 標準仕様書

実装必須機能（実装すべき機能） 実装オプション機能（実装してもしなくてもよい機能）
実装不可機能（実装しない

機能）
大
項目

中
項目
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F市 G市 H市A市 B市 C市 D市 E市機能ID 検討項目（論点案） 構成員ご意見

機能名称 標準仕様書

実装必須機能（実装すべき機能） 実装オプション機能（実装してもしなくてもよい機能）
実装不可機能（実装しない

機能）
大
項目

中
項目

6.4.妊婦健診情報管
理機能

6.4.1. 妊婦健診の各種情報を管理（登録・更新・削除・照会）できるこ
と。

※1　母子手帳番号と紐づけて、健診回数の管理ができること

【管理項目】
受診日
受診回数
医療機関
医療機関等へ委託
HBs抗原検査結果
事後指導妊婦
超音波検診結果
子宮頸がん検診
梅毒血清反応
クラミジア抗原検査
妊娠週数
助成金額
登録日
　＋
＜以下データ標準レイアウトのデータ項目＞
86　母子保健法による妊産婦又は乳児若しくは幼児に対する健康診
査に関する情報
妊婦健診情報＞妊婦健診情報

妊婦健診の各種情報を管理（登録・更新・削除・照会）できるこ
と。

【管理項目】
受診区分（受診・未受診）
健康状態の把握に必要な内容
検査計測値
保健指導実施内容
左記以外の血液検査結果
B群溶血性レンサ球菌
HTLV-1検査結果
HIV抗体検査

※1　以下のケースにおいても受診結果が管理できること。また区分
等で見分けがつけられること。
　・他自治体で受診したケース
　・里帰りであるケース

①管理項目について最低限必要な内容＋
地域保健・健康増進事業報告において必
要な項目を記載しているが、そのほか過
不足ないか。
②実装必須には、最低限＋副本＋地域保
健報告とし、それ以外は実装オプション
としている。

・妊産婦健診の結果を個人
を指定して個別に登録がで
きること。
・受診区分(受診、未受診)
の登録ができること。

・妊婦健康診査受診票(1回
目)が画面登録,OCR登録で
きること｡
・妊婦健康診査受診票(2回
目･3回目･4回目･5回目･6回
目･7回目･9回目･10回目･12
回目･13回目･14回目)が画
面登録,OCR登録できるこ
と｡
・妊婦健康診査受診票(8回
目)が画面登録,OCR登録で
きること｡
・妊婦健康診査受診票(11
回目)が画面登録,OCR登録
できること｡
・妊産婦健診の結果を登録
できること｡
・特定妊婦ﾁｪｯｸﾘｽﾄの画面
登録･印刷ができること。
・育児ﾁｪｯｸﾘｽﾄ･赤ちゃんへ
の気持ち質問票が画面登
録,OCR登録できること｡

・妊婦健診の受診日、回
数、結果、助成額等の管理
ができること。
・特記事項などのメモ情報
を登録できること。
・妊婦健診結果入力におい
て、入力負荷軽減のためコ
ピーができること。

実施中の各妊婦健診に対応
したデータの管理が行える
こと。

・個別（医療機関受診）の
妊婦健康診査の受診日、回
数、結果等の管理ができる
こと。
・別紙１：システム化対象
事業リスト」の「③母子保
健関連」に記載している事
業を精密検査も含め全て管
理・事務運用できること。
妊婦健康診査

・妊産婦健診情報の更新、
照会ができること
・妊産婦健診のデータ登
録･保守を行う。
・妊婦一般健診を更新す
る。
・妊産婦健診（当初）の
データ登録･保守を行う。
・妊産婦健診（異動）の
データ登録･保守を行う。
・妊産婦健診（削除）の
データ登録･保守を行う。
・妊産婦受診状況を更新す
る。
・妊産婦受診状況を照会す
る。
・妊産婦健診（取出）の
データ登録･保守を行う。

受診回数、受診日、医療機
関、血圧や超音波検査な
ど、妊婦健診の結果 情報
を管理できること

6.4.2. 妊婦健診の各種情報について妊娠週数は自動算出もできること。

※1　受診日と届出時の出産予定日から届出週数を自動的に設定でき
ること

妊婦については,個人画面
確認時,妊娠週数が表示
（自動計算）されること。

6.4.3. 妊婦健診情報を履歴で管理することができ、入力した履歴情報の照
会が可能であること。

※1　1回の妊娠について14回分の受診情報を管理できること。

妊婦健診情報を履歴で管理することができ、入力した履歴情報の照
会が可能であること。

※1　15回以上の健診回数上乗せを管理できること。

助成上乗せについては一部自治体での実
施であることをアンケート結果から確認
しているため、15回以上の管理は実装オ
プション機能としているが問題ないか。

登録した妊婦健診情報が全
て一覧表示できること。

年度内に複数回受診できる
健診や相談記録、訪問記録
は2回以上受診した場合で
も管理可能なこと。

 妊婦一般健診を照会す
る。

妊婦健診の履歴を管理で
きること。

6.4.4. 妊婦健診結果情報を登録時、任意のタイミングで以下のチェックを
行えること。

＜チェック条件＞
・受診時に住民であるかどうか
・健診実施医療機関かどうか

健診ごとに対象年齢の
チェックを行うことができ
ること。

受診日時点で、受診者が住
民であるかチェックできる
こと。

6.5.妊婦健診一覧管
理機能

6.5.1. 妊婦健診情報に対して、指定した条件により一覧をＥＵＣ機能を利
用して確認・加工できること。

※1　健康管理共通に記載のＥＵＣ機能の要件を満たすこと

・受診日・登録日・実施場
所を指定して妊産婦健診の
結果一覧の印刷ができるこ
と。
・各健診毎に受診者、未受
診者の一覧印刷ができるこ
と。

・受診日･保健ｾﾝﾀｰを指定
して妊産婦健診の結果一覧
が印刷できること｡

・条件を設定して妊婦健診
結果一覧を表示できるこ
と。
・妊婦健診結果の一覧表が
印刷できること。
・妊婦健診状況の一覧表が
印刷できること。なお、個
人ごとの受診日及び助成額
が出力されること。
・妊婦健診結果情報をCSV
形式で出力できること。

・各健診毎で対象者一覧
表、受診者一覧表、予約者
一覧表、参加者一覧表の作
成・出力ができること。

・妊産婦健診受診者一覧の
データ登録･保守を行う。(
妊産婦健診受診者一覧)
・妊婦一般健診一覧を照会
する。
・妊婦一般精検一覧を照会
する。
・帳票作成 妊産婦健診受
診者一覧のデータ登録･保
守を行う。(妊産婦健診受
診者一覧)
・妊産婦健診精検対象者一
覧のデータ登録･保守を行
う。

妊婦健診に関する情報を一
覧で表示、印刷できるこ
と。

6.6.妊婦健診帳票出
力機能

6.6.1. 未受診者勧奨通知を出力できること（ＥＵＣができること）。
受診勧奨通知、または勧奨通知用の宛名が出力できること（ＥＵＣ
ができること）。

要件記載団体数は少ないことから、実装
オプション機能としているが問題ない
か。

・未受診者への勧奨通知が
印刷できること。
・未受診者への勧奨用の宛
名シールや封筒用の宛名の
印刷ができること

6.6.2. 妊婦健診受診券が出力できること（ＥＵＣができること）。

※1　発行履歴の管理ができること

同上 ・妊婦健康診査費用助成の
助成券印刷ができること。
・妊婦健康診査費用助成の
助成券印刷について、発行
履歴の管理ができること。
・健診ごとに対象者を抽出
し、一覧及び受診券の出力
ができること
・対象者を検索し、受診状
況及び発券状況の確認がで
きること。

・妊婦健診受診券が発行で
きること。
・妊婦健診受診券は登録画
面から指定した枚数分、一
括で印刷できること。

6.7.妊婦健診費用助
成情報管理機能

6.7.1. 妊婦健診費用助成の各種情報が管理（登録・更新・削除・照会）で
きること

【管理項目】
実施機関名
実施機関住所
助成申請日
決定日
承認区分
支給不可理由
受診年月日
助成券種類
支払金額
助成金額
助成金額（総額）
添付書類管理
口座情報

妊婦健診費用助成に関する要件について
は、中核市以上に求められる要件である
ため実装オプション機能としているが問
題ないか。管理項目に過不足がないか。

・妊婦健康診査費用助成の
情報の登録ができること。
・妊婦健康診査費用助成の
情報登録において、正常、
エラーリスト（決定額の上
限の可否エラーも含む）が
印刷できること。

妊婦健康診査費用助成の情
報の登録ができること｡こ
のとき,決定額の上限値を
ﾁｪｯｸしてｴﾗｰの表示ができ
ること｡

・里帰り等妊婦健診助成金
支払い情報を管理できるこ
と。
・里帰り等妊婦健診助成金
は１回の妊娠履歴に対して
妊婦健診の回数分 （最大
14回分）の情報を管理でき
ること。
・里帰り等妊婦健診助成金
の各回ごとの上限を管理で
きること。

6.7.2. 妊婦健診費用助成の上限金額が管理できること 同上

6.7.3. 妊婦健診費用助成情報を登録時、任意のタイミングで以下のチェッ
クを行えること。

＜チェック条件＞
・助成金額が上限金額を超えていないかどうか

同上

6.8.妊婦健診費用助
成一覧管理機能

6.8.1. 決定日範囲を指定して妊婦健康診査費用助成の費用助成の決定者を
一覧で確認・加工できること（ＥＵＣができること）。

同上 決定日範囲を指定して妊婦
健康診査費用助成の決定者
一覧および明細一覧表の印
刷ができること。

決定日範囲を指定して妊婦
健康診査費用助成の決定者
一覧および明細一覧表の印
刷できること｡

里帰り等妊婦健診助成金支
払い情報を一覧表示し、通
知を印刷できること。

6.8.2. 決定日範囲を指定して妊婦健康診査費用助成の明細を一覧で確認・
加工できること（ＥＵＣができること）。

同上 決定日範囲を指定して妊婦
健康診査費用助成の決定者
一覧および明細一覧表の印
刷ができること。

決定日範囲を指定して妊婦
健康診査費用助成の決定者
一覧および明細一覧表の印
刷できること｡

里帰り等妊婦健診助成金の
●●市財務会計システムの
フォーマットに対応した振
込用データを作成できるこ
と。
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F市 G市 H市A市 B市 C市 D市 E市機能ID 検討項目（論点案） 構成員ご意見

機能名称 標準仕様書

実装必須機能（実装すべき機能） 実装オプション機能（実装してもしなくてもよい機能）
実装不可機能（実装しない

機能）
大
項目

中
項目

6.8.3. 妊婦健診費用助成情報に対して、指定した条件により一覧をＥＵＣ
機能を利用して確認・加工できること。
※ 健康管理共通に記載のＥＵＣ機能の要件を満たすこと

同上

6.9.妊婦健診費用助
成帳票出力機能

6.9.1. 妊婦健診費用助成決定通知の出力ができること（ＥＵＣができるこ
と）。

同上 妊婦健康診査費用助成の決
定通知書の印刷できるこ
と｡

里帰り等妊婦健診助成金支
払い情報を一覧表示し、通
知を印刷できること。

6.10.妊産婦歯科健
診情報管理機能

6.10.1. 妊産婦歯科健診の各種情報を管理（登録・更新・削除・照会）でき
ること。

【管理項目】
妊産婦歯科健診受診日
受診区分（医療機関等へ委託）
医療機関
特記事項
入力日
　＋
＜以下データ標準レイアウトのデータ項目＞
86　母子保健法による妊産婦又は乳児若しくは幼児に対する健康診
査に関する情報
妊婦健診情報＞妊婦健診情報＞妊婦歯科情報

管理項目について最低限必要な内容＋副
本連携＋地域保健・健康増進事業報告に
おいて必要な項目を記載しているが、そ
のほか過不足ないか。

歯科健康診査管理は、妊婦
歯科、2歳児歯科の健診事
業を対象とすることができ
ること。

妊婦歯科健康診査受診票が
画面登録,OCR登録できるこ
と｡

・別紙１：システム化対象
事業リスト」の「③母子保
健関連」に記載している事
業を精密検査も含め全て管
理・事務運用できること。
妊婦歯科健診

・妊婦歯科検診を更新す
る。
・妊産婦歯科（当初）の
データ登録･保守を行う。
・妊産婦歯科（異動）の
データ登録･保守を行う。
・妊産婦歯科（申込登録）
のデータ登録･保守を行
う。
・妊産婦歯科（取出）の
データ登録･保守を行う。
・妊産婦歯科（削除）の
データ登録･保守を行う。
・妊産婦歯科検診のデータ
登録･保守を行う。

・妊婦歯科健診の対象者受
付処理ができること。
・妊婦歯科健診の結果管理
ができること。
・妊婦歯科健診結果は、歯
列の図のイメージで入力が
行えること。

6.10.2. 妊産婦歯科健診情報を履歴で管理することができ、入力した履歴情
報の照会が可能であること。管理できる履歴の件数は上限が無いこ
と。

・妊婦歯科検診を照会す
る。
・妊婦歯科検診一覧を照会
する

6.11.妊産婦歯科健
診一覧管理機能

6.11.1. 妊産婦歯科健診情報の結果を一覧で確認・加工できること（ＥＵＣ
ができること）。

副本連携の対象であるため一覧要件も実
装必須としているが問題ないか。

妊婦歯科健診の一覧画面で
は、歯科健診の結果情報が
一覧表示できること

6.11.2. 妊産婦歯科健診情報に対して、指定した条件により一覧をＥＵＣ機
能を利用して確認・加工できること。

※1　健康管理共通に記載のＥＵＣ機能の要件を満たすこと

6.12.妊産婦歯科精
密健診情報管理機能

6.12.1. 妊産婦歯科精検の各種情報を管理（登録・更新・削除・照会）でき
ること。

※1　妊産婦歯科健診情報を参照できること

【管理項目】
精検受診日
妊産婦歯科健診受診日
医療機関
特記事項
精検結果
入力日

①妊産婦歯科の精密健査については、要
件記載団体が少なく、実態調査の結果か
らも標準オプション機能としているが問
題ないか。
②管理項目について過不足がないかご検
討いただきたい。

・妊婦歯科精検を更新す
る。
・妊産婦歯科精検（当初）
のデータ登録･保守を行
う。
・妊産婦歯科精検（異動）
のデータ登録･保守を行
う。
・妊婦歯科精検を照会する
・妊産婦歯科精検（取出）
のデータ登録･保守を行
う。
・妊産婦歯科精検（削除）
のデータ登録･保守を行
う。
・妊産婦歯科精検（取出）
のデータ登録･保守を行
う。
・妊産婦歯科精検（削除）
のデータ登録･保守を行
う。

6.12.2. 妊産婦歯科精検情報の結果を一覧で確認・加工できること（ＥＵＣ
ができること）。

要件記載団体数は少ないことから、実装
オプション機能としているが問題ない
か。

・妊婦歯科精検一覧を照会
する。
・妊婦歯科事後一覧を照会
する。

6.13.妊婦精密健診
情報管理機能

6.13.1. 妊婦精密健診の結果情報を管理（登録・更新・削除・照会）できる
こと。

【管理項目】
精密健診受診日
妊婦健診受診日
医療機関
精密健診結果
特記事項
入力日

同上 ・妊婦一般精検を更新す
る。
・妊産婦健診精検（当初）
のデータ登録･保守を行
う。
・妊産婦健診精検（異動）
のデータ登録･保守を行
う。
・妊産婦健診精検（削除）
のデータ登録･保守を行
う。
・妊産婦健診精検（取出）
のデータ登録･保守を行
う。

6.13.2. 妊婦精密健診情報を履歴で管理することができ、入力した履歴情報
の照会が可能であること。管理できる履歴の件数は上限が無いこ
と。

妊婦一般精検を照会する。

6.14.産婦健診情報
管理機能

6.14.1. 産婦健診の結果情報を管理（登録・更新・削除・照会）できるこ
と。

【管理項目】
受診日
医療機関
総合判定
特記事項
入力日

①産婦健診、産婦精密健診については、
要件記載団体が少なく、実態調査の結果
からも標準オプション機能としているが
問題ないか。
②管理項目について過不足がないかご検
討いただきたい。

・産婦健康診査受診票が画
面登録,OCR登録できるこ
と｡
・ｴｼﾞﾝﾊﾞﾗ産後うつ病質問
票(EPDS)が画面登録,OCR登
録できること｡

6.14.2. 産婦健診情報の履歴を管理する機能を有し、過去の産婦健診情報が
照会可能であること

6.15.産婦精密健診
情報管理機能

6.15.1. 産婦精密健診の各種情報を管理（登録・更新・削除・照会）できる
こと。

【管理項目】
精密検査受診日
産婦健診受診日
医療機関
特記事項
入力日

妊産婦健診精検対象者一覧
のデータ登録･保守を行
う。(妊産婦健診精検対象
者一覧 )

6.15.2. 産婦精密健診情報を履歴で管理することができ、入力した履歴情報
の照会が可能であること。管理できる履歴の件数は上限が無いこ
と。
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F市 G市 H市A市 B市 C市 D市 E市機能ID 検討項目（論点案） 構成員ご意見

機能名称 標準仕様書

実装必須機能（実装すべき機能） 実装オプション機能（実装してもしなくてもよい機能）
実装不可機能（実装しない

機能）
大
項目

中
項目

6.16.産後ケア申請
情報管理

6.16.1. 産後ケア事業の申請情報を管理（登録・更新・削除・照会）するこ
とができること。

【管理項目】
（申請）
申請日
利用サービス
委託先事業者
連絡先
助成額
利用可否

①産後ケア事業については、要件記載自
治体が少なく、実態調査結果において管
理自治体数も少ないことから実装オプ
ション機能としているが問題ないか。ま
た機能として充足しているかご検討いた
だきたい。
②国から示される集計がないため、地方
自治体でのシステム管理内容をふまえて
管理内容の検討が必要である、管理項目
について過不足がないかご検討いただき
たい。

・産後ケアの利用状況の情
報（個人別）を登録等の管
理ができること。
・委託先の管理ができるこ
と。
管理する委託先情報につい
て、容易に追加、変更がで
きること。

・産後ｹｱの受付内容の登録
(ｻｰﾋﾞｽ､調査､評価等),管理
ができること｡
・産後ｹｱの支援内容の登
録,管理ができること｡
・産後ｹｱ事業利用申請書,ｱ
ｾｽﾒﾝﾄｼｰﾄ,支援ﾌﾟﾗﾝ,産後ｹｱ
事業実施結果報告書,ｴｼﾞﾝ
ﾊﾞﾗ産後うつ病質問票,赤
ちゃんへの気持ち質問票,
育児支援ﾁｪｯｸﾘｽﾄ
・産後ｻﾎﾟｰﾄの受付内容の
登録(ｻｰﾋﾞｽ､調査､評価等),
管理ができること｡
・産後ｻﾎﾟｰﾄの支援内容の
登録,管理ができること｡

6.16.2. 産後ケア事業の利用実績情報を管理（登録・更新・削除・照会）す
ることができること。

【管理項目】
サービス利用日
利用サービス内容
委託先事業者
助成額
特記事項

・産後ケアの情報登録にお
いて、決定額の上限値を
チェックしてエラーの表示
ができること。
・産後ケアの利用状況の情
報（個人別）の情報登録に
おいて、正常及びエラーリ
ストが印刷できること。

6.16.3. 産後ケアの各種情報を登録時、任意のタイミングで以下のチェック
を行えること。

＜チェック条件＞
・助成金額が上限値を超えていないか

・産後ケアの情報登録にお
いて、決定額の上限値を
チェックしてエラーの表示
ができること。
・産後ケアの利用状況の情
報（個人別）の情報登録に
おいて、正常及びエラーリ
ストが印刷できること。

6.17.産後ケア帳票
出力機能

6.17.1. 産後ケア助成券、認定書を出力できること（ＥＵＣができるこ
と）。

・産後ケア助成券、認定書
の印刷について、発行履歴
の管理ができること。
・産後ケアの各帳票の印刷
ができること。

・産後ｹｱのｱｾｽﾒﾝﾄ,支援ﾌﾟﾗ
ﾝが作成できること｡

6.17.2. 産後ケア対象者通知を出力できること（ＥＵＣができること）。 対象者通知の印刷につい
て、バーコードとカスタマ
バーコードが同時に印刷で
きること。

6.18.OCR取込機能 6.18.1. 妊産婦健診の結果情報はOCRを使用して登録できること。

※1　登録の際に使用した用紙を電子ファイルで保存し、参照ができ
ること｡

・妊娠届出ｱﾝｹｰﾄが画面登
録,OCR登録できること｡今
回の妊娠状況,嗜好品,既往
歴,過去の相談履歴,過去の
妊娠･出産歴,同居家族,妊
娠中･育児中の相談者,産
後･育児の協力者,その他相
談事項等の登録ができるこ
と｡

・妊婦健康診査受診票(1回

・妊産婦健診Ａ４縦帳票の
データ登録･保守を行う。(
Ａ４縦帳票)
・帳票作成 妊産婦健診Ａ
４縦帳票のデータ登録･保
守を行う。( 妊産婦健診Ａ
４縦帳票)
・ 妊産婦健診Ａ４縦帳
票：大規模対応のデータ登
録･保守を行う。

6.18.2. 取込時にエラーチェックを行い、エラーリストを出力できること。

※1　登録時にはデータ登録時チェックに関する機能要件を実施し、
エラーはリストとして出力する。

6.19.電子データ一
括取込機能

6.19.1. 妊産婦健診の結果情報は電子データ（CSV形式等）を使用して登録で
きること。

※1　登録時にはデータ登録時チェックに関する機能要件を実施し、
エラーはリストとして出力する。

・各健診の結果を、パンチ
データから一括登録ができ
ること。
・各健診の結果を、対象年
齢でチェックし、正常リス
ト、エラーリストが印刷で
きること。

エラーリスト妊産婦健診の
データ登録･保守を行う。
精検エラーリスト妊産婦健
診のデータ登録･保守を行
う。
エラーリスト妊産婦歯科検
診のデータ登録･保守を行
う。
精検エラーリストのデータ
登録･保守を行う。

妊婦健診結果は、パンチ
データから一括登録できる
こと。

6.19.2. エラーについては、再度取込処理を実施できること。
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機能・帳票要件（7.【母子保健】乳幼児管理）

7.

【母
子保
健】
乳幼
児管
理

7.1.出生時情報管
理機能

7.1.1. 出生時状況（出生連絡票の情報）の各種情報を管理（登録・
更新・削除・照会）できること。

【管理項目】
出生日
出生医療機関
第何子
母親情報
父親情報
　＋
＜以下データ標準レイアウトのデータ項目＞
86 母子保健法による妊産婦又は乳児若しくは幼児に対する
健康診査に関する情報の出生時の情報の項目

出生時状況（出生連絡票の情報）の各種情報を管理（登録・
更新・削除・照会）できること。

【管理項目】
カウプ指数
パーセンタイル値

管理項目についてデータ標準レイア
ウト以外の内容の過不足ないか。

・出生児情報の登録が
できること。
・出生連絡票の管理が
できること。
・指定された対象年月
により対象者の抽出が
できること。
・結果を個人を指定し
て個別に登録ができる
こと。
・登録内容は、国報告
(地域保健・健康増進事
業報告)の報告情報とし
て計上されること

・出生連絡票が画面登
録,OCR登録できること｡
・出生児情報の登録が
できること｡

・出生情報が管理でき
ること。
・出生情報登録時に、
母親を世帯から検索し
紐付けできること。
・SFD児、LFD児を自動
判定できること。

・LFD、SFD、HFDが自動
判定できること。

・出生届出情報を更新
する。
・出生届出（当初）の
データ登録･保守を行
う。
・出生届出（異動）の
データ登録･保守を行
う。

・出生通知書（出生連
絡票）の情報や、母
親、父親等の世帯情報
を管理できること。

7.1.2. 出生時状況（出生連絡票の情報）の情報登録時、カウプ指
数、パーセンタイル値、LFD児の判定は手入力の他に自動算
出できること。

※1　カウプ指数は身長、体重から自動計算できること
※2　パーセンタイル値は身長、体重から自動計算できるこ
と
※3　パーセンタイル値、在胎週数からSFD児、HFD児該当を
自動判定できること
※4　出生時の体重、在胎週数からLFD児該当を自動判定でき
ること

自動計算項目は実装オプションとし
ているが問題ないか。他に該当項目
はあるか。

7.1.3. 母親情報は住記情報から自動設定できること。 ・乳児の出生届から母
親を自動的に設定でき
ること。

7.1.4. 父親情報は住記情報から自動設定できること。 ・乳児の出生届から母
親を自動的に設定でき
ること。

7.1.5. 出生児の情報と母親の妊娠期の情報を参照できること。 ・子どもの個人台帳を
参照時に母親の妊娠時
の状況が参照できるこ
と。（共通から移動）

・母親の健診結果登録
画面から、出生児の乳
幼児健診、予防接種の
照会画面と結果登録画

・母親情報の妊婦健
診・相談の記録が確認
できること。

・母個人番号変換：出
生届出→母子保健指導
のデータ登録･保守を行
う。7.1.6. 出生児の保護者の情報を管理できること。 ・保護者の登録・管理

ができること。

7.1.7. 出生児の兄弟・姉妹の情報を管理できること。 ・兄弟・姉妹の登録・
管理ができること。

7.2.出生時情報一
覧管理機能

7.2.1. 出生児情報を一覧で確認・加工できること（ＥＵＣができる
こと）。

・出生児一覧の印刷が
できること。

・出生情報,乳幼児健診
情報が一覧で印刷でき
ること｡

・出生児の一覧表が印
刷できること。

7.2.2. 低体重児を一覧で確認・加工できること（ＥＵＣができるこ
と）。

・出生時において、国
が定めている届出（低
体重児）の抽出・集計
及び一覧表等に印刷で

・低出生体重児の対象
者把握ができること。
（データ抽出等）

7.2.3. 出生時状況と母親の妊娠時情報とを紐づけた、赤ちゃん訪問
予定者のリストを一覧で確認・加工できること（ＥＵＣがで
きること）。

・出生情報と母親の妊
娠時情報とを紐づけ
た、赤ちゃん訪問予定
者のリストを作成でき
ること。

7.2.4. 出生時情報に対して、指定した条件により一覧をＥＵＣ機能
を利用して確認・加工できること。

※1　健康管理共通に記載のＥＵＣ機能の要件を満たすこと

7.3.新生児聴覚ス
クリーニング検査
情報管理機能

7.3.1. 新生児聴覚検査の各種情報を管理（登録・更新・削除・照
会）できること。

【管理項目】
新生児聴覚検査日
新生児聴覚実施医療機関
　＋
＜以下データ標準レイアウトのデータ項目＞
86 母子保健法による妊産婦又は乳児若しくは幼児に対する
健康診査に関する情報の出生時の情報の項目
新生児聴覚検査項目

管理項目についてデータ標準レイア
ウト以外の内容の過不足ないか。

・新生児聴覚検査の対
象は、令和2年4月1日以
降に生まれた新生児が
対象市民が対象である
こと。

・新生児聴覚検査内容
を管理できること。

7.4.新生児聴覚ス
クリーニング検査
一覧管理機能

7.4.1. 新生児聴覚検査情報を一覧で確認・加工できること（ＥＵＣ
ができること）。

A市
標準仕様書機能名称

機能ID大
項目

中
項目

検討項目（論点案） 構成員ご意見
実装必須機能（実装すべき機能） 実装オプション機能（実装してもしなくてもよい機能）

実装不可機能（実装し
ない機能）

G市 H市B市 C市 D市 E市 F市
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機能・帳票要件（7.【母子保健】乳幼児管理）

A市
標準仕様書機能名称

機能ID大
項目

中
項目

検討項目（論点案） 構成員ご意見
実装必須機能（実装すべき機能） 実装オプション機能（実装してもしなくてもよい機能）

実装不可機能（実装し
ない機能）

G市 H市B市 C市 D市 E市 F市

7.5.乳幼児健診対
象者管理機能

7.5.1. 集団健診の事業予定に対して対象者を割り振ることができる
こと。

※1　指定した事業に指定した生年月日範囲の住民を割り振
りできること
※2　健診日と併せて予備日も割り振りできること
※3　生年月日範囲と人数を指定し自動的に割り振りできる
こと
※4　自動的に割り振りした場合には生年月日が同じ住民が
別の事業予定に割り振りされないこと
※5　割り振り済みの住民と未割り振りの住民を区別できる
こと

①人口規模の多い自治体での要件と
なるため、実装オプション機能とし
て問題ないか。
②割り振り要件に過不足ないかご意
見をいただきたい。

乳幼児健診等の日程を
イベントは、時間帯別
に定員管理ができるこ
と。

○健診日程の割り当て
4 ●3～4か月児健診対象
者の割振・登録
(1)別途入力ずみの事業予
定（年４６回程度）に基
づいて、選択した保健セ
ンターと実施月の健診日
（月３～４回）が表示さ
れる。ここに対象人数を
入力する。
(2)生年月日毎に区切る。
同じ生年月日の対象者を
別の健診日に割り振るこ
とはできない。また健診
日に割り振ると同時に、
予備日にも割り振りをす
る。予備日は自動的に次
の健診日となり、任意に
指定することはできな
い。
(3)設定をクリック
2. 登録　登録された対象
者の登録区分は「済」に
なる。
【システム要件】。
【説明】（””内は初期
値）
00003の抽出画面の割振ボ
タンをクリックで設定画
面がポップアップ表示さ
れる

1. 割振設定
(1)別途入力ずみの事業予
定（年24回程度）に基づ
いて、選択した保健セン
ターと実施月の健診日
（月2回）が表示される。
ここに対象人数を入力す
る。
(2)生年月日毎に区切る。
同じ生年月日の対象者を
別の健診日に割り振るこ
とはできない。また健診
日に割り振ると同時に、
予備日にも割り振りをす
る。予備日は自動的に次
の健診日となり、任意に
指定することはできな
い。
(3)設定をクリック
2. 登録　登録された対象
者の登録区分は「済」に
なる。
【契機】
随時
[出力帳票]
なし
[出力データ]
なし
【重要度】
○
※4 ●1歳6か月児健診対
象者、3歳の割振・登録に
ついても同様

7.5.2. 乳幼児健診対象者を管理（登録・更新・削除・照会）できる
こと。

【管理項目】
受付日
健診予定日時
実施事業名
実施内容
実施場所
受付時備考
等

・乳幼児健診（申込登
録）のデータ登録･保守
を行う。
・乳幼児健診（受付登
録）のデータ登録･保守
を行う。

生年月日を指定して、
幼児歯科健診の対象者
を抽出することができ
ること。

7.5.3. 各健診の案内対象者を一覧で確認・加工できること（ＥＵＣ
ができること）。

・個別健診の場合、指
定された対象年月と健
診の種類より対象者の
抽出ができること。

・集団健診の場合、イ
ベントを指定すること
で、イベントの日付と
健診の種類より対象者
の抽出ができること。

・集団健診の場合,事業
を指定することで,事業
の日付と健診の種類よ
り自動的に対象者の抽
出ができること｡
・個別健診の場合,指定
された対象年月と健診
の種類より自動的に対
象者の抽出ができるこ
と｡
・集団健診の場合,事業
の予約者または参加者
から個人を特定するこ
とで,結果の登録ができ
ること｡

・乳幼児事業対象者の
一覧表が印刷できるこ
と。

3～4か月児健診対象者抽
出
3 ●3～4か月児健診対象
者 条件抽出
【システム要件】
【説明】（””内は初期
値）
・保険センターにおいて
区民の3～4ヶ月児健診を
実施するための準備を開
始する。
・健診日や会場等の条件
を指定して対象者の抽出
を行う。
(1)検索条件を選択、”対
象者抽出”、対象者抽
出・対象日検索　から選
択できること、対象者抽
出を選択
(2)対象事業を選択”3～4
か月児健診”、3～4か月
児健診・1歳6か月児健
診・3歳児健診　から選択
できること、3～4か月児
健診を選択
(3)年度を選択”現年
度”、平成17年～99年度
まで選択できること、現
年度を選択
(4)実施月を選択”現在の
翌月”、4月～3月まで選
択できること、ログイン
現在の翌月を選択

・３か月児健診: ３か
月児健診の健診予定日
毎に住基情報から対象
者を抽出し、お知らせ
通知の印刷や対象者名
簿 を作成できること。
・１０か月児健診:１０
か月児健診の健診予定
日毎に住基情報から対
象者を抽出し、お知ら
せ 通知の印刷や対象者
名簿を作成できるこ
と。
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A市
標準仕様書機能名称

機能ID大
項目

中
項目

検討項目（論点案） 構成員ご意見
実装必須機能（実装すべき機能） 実装オプション機能（実装してもしなくてもよい機能）

実装不可機能（実装し
ない機能）

G市 H市B市 C市 D市 E市 F市

(5)保健総合センターを選
択できること、ログイン
している職員の所属セン
ターを選択。管轄地域の
対象者のみが抽出対象と
なる。
(6)生年月日の範囲を指定
（対象事業で3～4か月児
健診を選んだ場合：”実
施月の4ヶ月前にあたる生
年月日”）、任意に期間
指定できる、原則とし
て、実施月の4ヶ月前にあ
たる生年月日の範囲を指
定（例外あり）
(7)登録区分を選択”
未”、未･済　から選択で
きること、未を選択
(8)検索をクリック
[結果表示項目]
№、登録区分、顔、整理
番号、漢字氏名、郵便番
号、住所、月齢（健診日
当日で何歳何ヶ月何
日）、生年月日、行政区
番号、行政区名称、地区
名称、印刷区分、印刷
日、対象日、会場、名簿
番号
[検索（抽出）条件]
登録済みの対象者は除外
すること。
【契機】
月２回
[出力帳票]
 3～4か月児健診対象者一
【契機】
随時
[出力帳票]
 3～4か月児健診対象者一
覧、3～4か月児健診アン
ケート、3～4か月児健診
受診票
[出力データ]
CSV形式
【重要度】○
※1歳6か月、3歳について
も同様
・対象者一覧が出力でき
ること。
【健診種類】
3～4か月児健診、1歳6か
月児健診、3歳児健診、幼
児歯科健診

7.6.乳幼児健診情
報管理機能

7.6.1. 乳幼児健診情報を管理（登録・更新・削除・照会）できるこ
と。

【管理項目】
受診日
月齢
受診結果
受診区分（医療機関への委託）
むし歯の本数
軟組織の異常
咬合異常
その他の異常（歯）
実施医療機関
実施区分
 ＋
＜以下データ標準レイアウトのデータ項目＞
86 母子保健法による妊産婦又は乳児若しくは幼児に対する
健康診査に関する情報の出生時の情報の項目の３から４か月
児健診情報、１歳６か月歯科情報１歳６か月児健診情報、３
歳児健診情報、３歳児歯科情報
 ＋
「健やか親子２１（第２次）」で乳幼児健康診査必須問診項
目、推奨問診項目とされる内容

乳幼児健診情報を管理（登録・更新・削除・照会）できるこ
と。

【管理項目】
カウプ指数
パーセンタイル値
LFD、SFD、HFD該当
肥満度

管理項目について過不足ないか。 ・各健診の結果を個人
を指定して個別に登録
ができること。
・受診区分(受診、未受
診)の登録ができるこ
と。

・乳幼児健診結果を管
理できること。
・乳幼児が罹患してい
る疾病情報を複数件管
理できること。
・歯科、耳鼻科、眼
科、尿検査結果の結果
を管理できること。
・歯科、耳鼻科、眼
科、尿検査結果の結果
を管理できること。
・未熟児や被虐待児の
情報を管理できるこ
と。
・問診内容は乳幼児事
業毎に指定できるこ
と。
・1ヶ月健診の管理がで
きること。
・肥満度は自動計算が
できること。
・歯科健診結果入力で
う歯の状況からう蝕罹
患型を自動的に設定で
きること。
・身長、体重、胸囲、
頭囲のパーセンタイル
値の計算ができるこ
と。

・実施中の各乳幼児健
診に対応したデータの
管理が行えること。
・カウプ指数は自動計
算ができること。
・体重、身長、胸囲、
頭囲の各パーセンタイ
ル値は自動計算ができ
ること。

・生活のリズム「ミル
ク（食事）」「睡眠」
「遊び」などの情報を
時間毎に入力管理がで
きること。
・カウプ指数のような
他の結果を用いて計算
できる項目は自動計算
の仕組みを設定するこ
と。

・乳幼児健診情報の更
新、照会ができるこ
と。
・乳児１歳６か月歯科
情報を更新する。
・乳児２歳歯科情報を
更新する。
・乳児３歳歯科情報を
更新する。
・乳幼児受診状況の
データ登録･保守を行
う。( 乳幼児受診状況)
・乳幼児受診状況を更
新する
・乳児１歳６か月歯科
一次情報を更新する。
・乳児２歳歯科一次情
報を更新する。
・乳児３歳歯科一次情
報を更新する。
・乳幼児受診状況（当
初）のデータ登録･保守
を行う。
・乳幼児健診（当初）
のデータ登録･保守を行
う。
・乳幼児健診（異動）
のデータ登録･保守を行
う。

2 ●3～4か月児健診情報入力
【システム要件】
検索キーを入力し、住民基本
台帳から3～4か月児健診対象
者を抽出する。
システムに入力されている3
～4か月児健診における情報
を修正する。
なお、通常は3～4か月児健診
問診データ修正・結果データ
修正のOCR読込時のデータが
表示される。
 [結果表示項目]
・氏名、月齢、郵便番号、住
所、電話番号・受診種別、年
度、月、受診日、会場、登録
日・受診区分、対象日
・乳幼児情報（出生時　体
重、身長、胸囲、頭囲）
・計測値（計測値　体重、身
長、胸囲、頭囲）
・パーセンタイル（体重、身
長、胸囲、頭囲）カウプ
・総合判定
・備考
総合判定は、異常なし・　一
時的指導・要経過観察・加療
中・治療勧奨・要精密から選
べること
備考は任意に入力できること
 [問診項目（家族）入力]
お子さんのお母さん、職業
お子さんのお父さん、職業
家族のアレルギー疾患、タバ
コ、お酒

・３か月児健診時の検
査項目や問診項目を管
理できること。
・１０か月児健診時の
検査項目や問診項目を
管理できること。
・３か月児健診:３か月
児健診は、集団事業/個
別事業の両方の運用パ
ターンが管理できる こ
と。
・１０か月児健診: １
０か月児健診は、集団
事業/個別事業の両方の
運用パターンが管理で
き ること。
・乳児健診
受診日、医療機関、出
生情報等、乳児健診の
結果情報を管理できる
こと。
 幼児歯科健診の結果管
理ができること。
・パーセンタイル値を
マスタ管理できるこ
と。

・乳幼児歯科検診（当
初）のデータ登録･保守
を行う。
・乳幼児歯科検診（異
動）のデータ登録･保守
を行う。

　今回妊娠中の母親学級参加
　妊娠中（高血圧）、妊娠中
（浮腫）、妊娠中（尿蛋
白）、妊娠中（尿糖）、妊娠
中（貧血）、貧血時期、妊娠
中（その他異常）
　[問診項目（子供）入力]
　妊娠期間○週○日・仮死・
出生時の異常・肌がカサカ
サ、湿疹・息をするとゼー
ゼー、ヒューヒュー・お子さ
んの栄養、母乳・ミルク以外
の飲み物・離乳食・お母さん
の体調は良いですか・子育て
は楽しいと思いますか・子育
てを負担に感じたり、イライ
ラする・子育てに慣れました
か・予備１・予備２・育児に
ついて相談できる相手はいま
すか・現在、育児の手伝いを
してくれる人がいる・送付希
望
　[診査項目入力]
　BCG接種済み・精検票発
行・保健師個別相談・栄養士
個別相談・一時的指導・要経
過観察・加療中・治療勧奨・
要精密
[検索（抽出）条件]
【重要度】  ○
【契機】  随時
【出力帳票】 なし
【出力データ】 なし
※1歳6か月、3歳、幼児歯科
についても同様
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A市
標準仕様書機能名称

機能ID大
項目

中
項目

検討項目（論点案） 構成員ご意見
実装必須機能（実装すべき機能） 実装オプション機能（実装してもしなくてもよい機能）

実装不可機能（実装し
ない機能）

G市 H市B市 C市 D市 E市 F市

7.6.2. 乳幼児健診情報登録時、自動算出可能な内容は手入力の他に
自動算出もできること。

※1　カウプ指数は身長、体重から自動計算できること
※2　パーセンタイル値は身長、体重等から自動計算できる
こと
※3　肥満度は身長、体重から自動計算できること
※4　う蝕罹患型は歯科の入力状況からが自動判定できるこ
と
※5　月齢は受診日から自動計算できること
※6　現在歯数を自動計算できること

自動計算項目は実装オプションとし
ているが問題ないか。他に該当する
項目はあるか。

7.6.3. 乳幼児健診情報を履歴で管理することができ、入力した履歴
情報の照会が可能であること。管理できる履歴の件数は上限
が無いこと。

乳幼児健診について履歴管理は必須
ではない認識（例：3～4か月児健診
は1回きり）のため実装オプション
としているが問題ないか。または履
歴管理が必要なければこの要件自体
不要と考えるかいかがか。

・各健診の結果登録時
に、住基情報(税情報な
ど)の参照ができるこ
と。

・各健診ついて、状況
把握（予約、受診票発
送、一次検診受診、精
密検査受診など）が一
覧で照会できること。
例：受診券発送済み・
一次検診が“要精
検”・精密検査未受診
といった情報が一目で
把握できる。
・個人照会時に、乳幼
児健診の受診履歴が時
系列で確認できるこ
と。

・乳幼児受診状況を照
会する。
・生育史情報を照会す
る。
・乳幼児健診一覧情報
を照会する。
・乳幼児健診一覧精検
情報を照会する。
・生育史情報を更新す
る。
・乳児一般健診一次情
報を更新する。
・７か月児健診一次情
報を更新する。
・１歳６か月児健診一
次情報を更新する。
・３歳児健診一次情報
を更新する。
・乳児一般健診情報を
照会する。
・７か月児健診情報を
照会する。
・１歳６か月児健診情
報を照会する。
・３歳児健診情報を照
会する。
・乳児１歳６か月歯科
情報を照会する。

乳児健診の履歴管理が
できること

・乳児２歳歯科情報を
照会する。
・乳児３歳歯科情報を
照会する。
・乳幼児受診状況を照
会する。
・生育史情報を照会す
る。
・乳児一般健診一次情
報を照会する。
・７か月児健診一次情
報を照会する。
・１歳６か月児健診一
次情報を照会する。
・３歳児健診一次情報
を照会する。
・生育史（当初）の
データ登録･保守を行
う。
・生育史（異動）の
データ登録･保守を行
う。

7.6.4. 集団健診の入力は事業の予約者または参加者など対象者を指
定した条件で抽出し、複数個人を一度に登録することができ
ること。

・集団健診の場合、イ
ベントの予約者または
参加者から個人を特定
することで、結果の登
録ができること。

受診対象者を条件を指
定して抽出し、乳幼児
健診結果を設定した
後、選択した対象者に
受診結果を一括登録で
きること。

7.6.5. 乳幼児健診情報入力時に世帯情報確認ができること。 ・乳幼児事業結果入力
時に世帯構成が参照で
きること。

7.6.6. 発育曲線の表示、出力ができること。 ・体重及び身長の値と,
身体発育値(ﾊﾟｰｾﾝﾀｲﾙ)
を発育曲線で表示でき
ること｡

・指定した子どもの発
育曲線が表示できるこ
と。

・乳幼児身体発育曲線
は、12ヶ月児と72ヶ月
児までの身長・体重、
頭囲、胸囲と、幼児の
身長体重曲線が作成で
き、印刷、プレビュー
ができること。またEｘ
ｃｅｌに直接出力がで
きること。

・身長・体重の発育曲
線がグラフ表示できる
こと。

乳幼児健診経年型グラ
フの帳票を作成する。(
乳幼児健診経年型グラ
フ)

SDスコア値をマスタ管
理できること。

7.6.7. 乳幼児健診情報情の入力、表示時に予防接種情報、妊婦情
報、相談･教室情報、フォロー情報、予約情報等　関連する
情報を容易に閲覧できること。また、任意の情報の修正画面
に遷移することができること。

指定した個人の予防接
種情報、乳幼児事業情
報、妊婦情報、相談･教
室情報、フォロー情
報、予約情報等を容易
に閲覧できること。

乳幼児健診の情報照会
時に同一画面上で予防
接種の接種状況、フォ
ロー状況等が確認でき
ること。また、母親の
健診結果へ遷移できる
こと。

母子健診結果照会時に
予防接種の履歴につい
て画面表示できるこ
と。

7.6.8. 健診結果情報を登録時、任意のタイミングで以下のチェック
を行えること。

＜チェック条件＞
・対象年齢範囲内かどうか
・健診実施医療機関かどうか

各健診の結果を、対象
年齢でチェックし、正
常リスト、エラーリス
トが印刷できること。

・受診日時点で、受診
者が住民であるか
チェックできること。

7.6.9. 精密健診の依頼について依頼内容を管理（登録・更新・削
除・照会）できること。

【管理項目】
依頼日
依頼先
依頼内容
等

・紹介状情報を入力で
きること。

依頼確認用一覧が出力
できる
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A市
標準仕様書機能名称

機能ID大
項目

中
項目

検討項目（論点案） 構成員ご意見
実装必須機能（実装すべき機能） 実装オプション機能（実装してもしなくてもよい機能）

実装不可機能（実装し
ない機能）

G市 H市B市 C市 D市 E市 F市

7.6.10. 情報提供ネットワークシステムより取得した他の市町村で実
施した健診履歴情報を管理（登録・更新・削除・照会）でき
ること。

【管理項目】
＜データ標準レイアウトのデータ項目＞
86 母子保健法による妊産婦又は乳児若しくは幼児に対する
健康診査に関する情報健診受診履歴

データ標準レイアウトに定められた
項目のため実装必須機能としてよい
か。

7.7.乳幼児健診一
覧管理機能

7.7.1. 乳幼児健診結果を一覧で確認・加工できること（ＥＵＣがで
きること）。

乳幼児健診結果に加えて、出生時情報も一覧で確認できるこ
と。

・健診名・受診日範
囲・精検受診区分(全
て・未受診のみ)・実施
場所を指定して視聴覚
検査の精検受診結果一
覧の印刷ができるこ
と。
・各健診毎に受診者、
未受診者の一覧印刷が
できること。
・【2.8.新生児聴覚検
査管理】生年月日・実
施場所を指定して、抽
出された児の受検状況
一覧の印刷ができるこ
と。
・各健診の未受診者に
ついて、理由等により
その対象者を抽出がで
き、関係機関ごとの照
会通知書を印刷できる
こと。

・健診名･生年月日･保
健ｾﾝﾀｰを指定して,抽出
された児の受診状況一
覧が印刷できること｡
・健診名･受診日範囲･
精検受診区分(全て･未
受診のみ)･保健ｾﾝﾀｰを
指定して視聴覚検査の
精検受診結果一覧が印
刷できること｡
・健診名･受診日範囲･
判定･保健ｾﾝﾀｰを指定し
て各健診の結果一覧が
印刷できること｡

・乳幼児疾病罹患者の
一覧表が印刷できるこ
と
・乳幼児歯科健診未受
診者の一覧表が印刷で
きること
・乳幼児事業結果の一
覧表が印刷できるこ
と。
・乳幼児事業結果情報
をCSV形式で出力できる
こと。

乳幼児歯科健診受診者
の一覧表が印刷できる
こと。

・歯科保健の帳票を作
成する。( 歯科保健)
（統計資料）
・１歳６か月歯科検診
結果集計表
・２歳歯科検診結果集
計表
・３歳歯科検診結果集
計表
・帳票作成:乳幼児健診
各健診受診者一覧を作
成する

2 ●3～4か月児健診一覧
【システム要件】
【説明】
 日付対象、受診種別、年
度、実施月、始期、終期、総
合判定、フォロー有無、地区
担当、実施保健センターを選
択し、３～４か月健診の受診
結果を一覧で表示する。
 [結果表示項目]
　顔、整理番号、カナ氏名、
漢字氏名、郵便番号、住所、
方書、電話番号、月齢、生年
月日、性別、行政区名称、地
区名称、受診区分、未受診理
由、未受診理由備考、受診種
別、受診医療機関、受診会
場、総合判定、登録日、対象
日、備考、精健票発行、フォ
ロー、フォロー先事業名称、
体重、身長、胸囲、頭囲、
パーセンタイル（体重）、
パーセンタイル（身長）、
パーセンタイル（胸囲） 、
パーセンタイル（頭囲）、出
生時体重、出生時身長、出生
時胸囲、出生時頭囲
[検索（抽出）条件]
【重要度】
  ○
【契機】
  随時
【出力帳票】
  4か月児健診一覧、宛名
シール、窓空宛名ラベル

・股関節検診:股関節検診
の一覧画面では、受診種
別（集団・個別）や地区
担当者、総合 判定、フォ
ロー有無等を指定して、
対象者を検索できるこ
と。
・股関節検診: 股関節検
診の抽出条件には、受診
日、健診の問診データ
（おやつの時 定できるこ
と。
・１０か月児健診の抽出
条件には、受診日、健診
の問診データ（栄養内
容、 の情報が設定できる
こと。
・３か月児健診:３か月児
健診の一覧画面では、受
診日を範囲指定して、対
象者を検索でき ること。
・１０か月児健診:１０か
月児健診の一覧画面で
は、受診日を範囲指定し
て、対象者を検索で きる
こと。
・３か月児健診: ３か月
児健診の一覧画面では、
受診種別（集団・個別）
や地区担当者、総 合判
定、フォロー有無等を指
定して、対象者を検索で
きること。

【出力データ】
  CSV形式
※1歳6か月児、3歳、幼児歯
科についても同様
・1歳6か月児歯科健診受診状
況結果一覧
必要に応じて、結果表示項目
と同じ項目を一覧表にして印
刷する
・3歳児　歯科健診受診状況
検索条件：年度、月、期間、
集計種別、実施センターを指
定して検索する。（””内は
初期値）
3歳児健康診査用紙の項目と
選択肢に沿って、検索結果を
表示する。
・3歳児歯科健診受診状況結
果一覧
必要に応じて、結果表示項目
と同じ項目を一覧表にして印
刷する。
・ 3～4か月児健診抽出者名
簿
101 1歳6か月児健診抽出者名
簿
9 3～4か月児健診対象者CSV
衛生システム外で情報を利用
する場合、必要な項目をCSV
で出力・保存できる。
※9 1歳6か月児健診対象者を
CSVについても同様
※健診一覧CSVについても

・１０か月児健診:１０か
月児健診の一覧画面で
は、受診種別（集団・個
別）や地区担当者、総合
判定、フォロー有無等を
指定して、対象を検索で
きること。
・乳児健診に関する情報
を一覧で表示、印刷でき
ること。
・股関節検診: 股関節検
診精密検診の対象者情報
を一覧で表示、印刷でき
ること。
・股関節検診: 股関節検
診精密検診対象者の中か
ら、未受診者を検索でき
ること。
・該当者データをＣＳＶ
形式等で保存し、エクセ
ル等 のＯＡソフトで活用
できること。
【健診種類】
股関節検診、３か月児健
診、１０か月児健診

7.7.2. 精密健診の対象者依頼内容を一覧で確認・加工できること
（ＥＵＣができること）。

依頼確認用一覧が出力
できる

7.7.3. 乳幼児健診情報に対して、指定した条件により一覧をＥＵＣ
機能を利用して確認・加工できること。

※1　健康管理共通に記載のＥＵＣ機能の要件を満たすこと

7.8.乳幼児健診帳
票出力機能

7.8.1. 健診案内通知が出力できること（ＥＵＣができること）。 ・各健診の対象者通知
書の印刷ができるこ
と。
・対象者通知書の印刷
について、はがき、ラ
ベル、封筒、定型用紙
への差し込み印刷など
が、自由に選択ができ
ること。
・対象者通知書の印刷
について、バーコード
とカスタマバーコード
が同時に印刷できるこ
と。

・各健診の対象者通知
書が印刷できることと
し,はがき,ﾗﾍﾞﾙ,封筒,
定型用紙への差し込み
印刷などが,自由に選択
ができること｡ また,
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞとｶｽﾀﾏﾊﾞｰｺｰﾄﾞ
も同時に印刷されてい
ること｡
・健康診査票(感圧紙)
に貼るﾗﾍﾞﾙｼｰﾙが印刷で
きること｡
【健診種類】
4か月児健康診査、10か
月児健康診査、1歳6か
月児健康診査、2歳児健
康診査、3歳児健康診
査、2歳健康診査、2歳5
か月児歯科健康診査
【出力項目】
個人識別番号,郵便番
号,住所,方書,氏名,生
年月日,性別,保護者,健
診日等

・乳幼児事業対象者、
乳幼児精密検査受診
者、乳幼児事業未受診
者へのお知らせ文およ
び宛名ラベルが印刷で
きること。

・案内文書、受診票、
予診票などの通知文書
と、対象者名簿が出力
できること。

・帳票作成:各健診通知
を作成する。
・帳票作成:乳幼児健診
各健診宛名シールを作
成する。

・対象者(郵送者)一
覧、こんにち歯ひろば
アンケート宛名
住民基本台帳システム
から対象者を抽出し、
対象者(郵送者)一覧を
システムから印刷す
る。
・アンケート用紙にシ
ステムから郵便番号、
住所、氏名(子)、あて
先(保護者様)を印刷す
る。
※6歳臼歯ハガキ対象者
抽出も同様

・３か月児健診: ３か
月児健診の健診予定日
毎に住基情報から対象
者を抽出し、お知らせ
通知の印刷や対象者名
簿 を作成できること。
・１０か月児健診:１０
か月児健診の健診予定
日毎に住基情報から対
象者を抽出し、お知ら
せ 通知の印刷や対象者
名簿を作成できるこ
と。
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A市
標準仕様書機能名称

機能ID大
項目

中
項目

検討項目（論点案） 構成員ご意見
実装必須機能（実装すべき機能） 実装オプション機能（実装してもしなくてもよい機能）

実装不可機能（実装し
ない機能）

G市 H市B市 C市 D市 E市 F市

7.8.2. 健診受診票等が出力できること（ＥＵＣができること）。 ・健診ごとに対象者を
抽出し、一覧及び受診
券の出力ができるこ
と。

・案内文書、受診票、
予診票などの通知文書
と、対象者名簿が出力
できること。

帳票作成:乳幼児健診各
健診Ａ４縦帳票を作成
する。

・健診受診票を出力で
きること。
【健診種類】
3～4か月児、1歳6か
月、3歳、幼児歯科も同
様
 [出力項目]
　整理番号、名簿番
号、カナ氏名、漢字氏
名、住所、生年月日、
性別、月齢、対象日

7.8.3. 精密健診票が出力できること（ＥＵＣができること）。

7.8.4. 診察依頼書が出力できること（ＥＵＣができること）。 診察依頼書（医師宛、
病院長宛、歯科医師
宛、保健師・助産師
宛、内部宛）が出力で
きる

7.9.乳幼児精密健
診情報管理機能

7.9.1. 乳幼児精密健診の各種情報を管理（登録・更新・削除・照
会）できること。

【管理項目】
受診日
月齢
受診結果
　＋
＜以下データ標準レイアウトのデータ項目＞
86 母子保健法による妊産婦又は乳児若しくは幼児に対する
健康診査に関する情報
の１歳６か月と３歳の精密健康診査受診票情報

管理項目について過不足ないか。 乳幼児の精密検査結果
が管理できること。

健診の精密検査の結
果、医療機関名の管理
ができる。

・乳児１歳６か月歯科
精検情報を更新する。
・乳児２歳歯科精検情
報を更新する。
・乳児３歳歯科精検情
報を更新する。
・乳児一般健診精検情
報を照会する。
・７か月児健診精検情
報を照会する。
・１歳６か月児健診精
検情報を照会する。
・３歳児健診精検情報
を照会する。
・乳児１歳６か月歯科
精検情報を照会する。
・乳児２歳歯科精検情
報を照会する。
・乳児３歳歯科精検情
報を照会する。
・乳児一般健診精検情
報を更新する。
・７か月児健診精検情
報を更新する。
・１歳６か月児健診精
検情報を更新する。
・３歳児健診精検情報
を更新する。

・３か月児精密健診の
結果管理ができるこ
と。
・１０か月児精密健診
の結果管理ができるこ
と。
・ 股関節検診: 股関節
検診精密検診の結果管
理ができること。

・乳児１歳６か月歯科
精検情報を更新する。
・乳児２歳歯科精検情
報を更新する。
・乳児３歳歯科精検情
報を更新する。
・乳幼児健診精検（当
初）のデータ登録･保守
を行う。
・乳幼児健診精検（異
動）のデータ登録･保守
を行う。
・乳幼児歯科精検（当
初）のデータ登録･保守
を行う。
・乳幼児歯科精検（異
動）のデータ登録･保守
を行う。

7.9.2. 乳幼児精密健診を履歴で管理することができ、入力した履歴
情報の照会が可能であること。管理できる履歴の件数は上限
が無いこと。

・乳児一般健診精検情
報を照会する。
・７か月児健診精検情
報を照会する。
・１歳６か月児健診精
検情報を照会する。
・３歳児健診精検情報
を照会する。"

7.10.乳幼児精密
健診一覧管理機能

7.10.1. 精密健診結果を一覧で確認・加工できること（ＥＵＣができ
ること）。

・健診名･受診日範囲･
精検受診区分(全て･未
受診のみ)･保健ｾﾝﾀｰを
指定して各健診の精検
受診結果一覧が印刷で
きること｡

・乳幼児精密検査受診
者の一覧表が印刷でき
ること。

・３か月児精密健診の
対象者情報を一覧で表
示、印刷できること。
・３か月児精密健診の
受診結果情報を一覧で
表示、印刷できるこ
と。
・１０か月児精密健診
の対象者情報を一覧で
表示、印刷できるこ
と。
・１０か月児精密健診
の受診結果情報を一覧
で表示、印刷できるこ
と。

7.11.未受診者勧
奨管理機能

7.11.1. 未受診者勧奨情報を管理（登録・更新・削除・照会）できる
こと。

【管理項目】
未受診勧奨日
未受診事業
未受診理由
勧奨日
勧奨方法
勧奨結果
等

未受診である理由が明
確な場合、未受診理由
の登録ができること。

未受診である理由が明
確な場合,未受診理由の
登録ができること｡

健診は未受診で問診票
のみ返送された情報も
管理できること。

・未受診理由・接種不
可理由の入力・管理が
行えること。

・健診の未受診者への
対応記録（電話・訪問
等）が管理できるこ
と。
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A市
標準仕様書機能名称

機能ID大
項目

中
項目

検討項目（論点案） 構成員ご意見
実装必須機能（実装すべき機能） 実装オプション機能（実装してもしなくてもよい機能）

実装不可機能（実装し
ない機能）

G市 H市B市 C市 D市 E市 F市

7.12.未受診者一
覧管理機能

7.12.1. 未受診者を一覧で確認・加工できること（ＥＵＣができるこ
と）。

・各健診毎に受診者、
未受診者の一覧印刷が
できること。

・未受診者に対して往
復はがきで印刷できる
こと｡
【出力項目】
郵便番号,住所,方書,氏
名,個人識別番号,有効
期限

・複数の健診にまた
がった乳幼児事業未受
診者の一覧表が印刷で
きること。

未受診・未接種者の抽
出が容易にでき、地区
別未受診者一覧表、検
診別未受診者一覧表、
未受診理由別一覧表等
の出力が行えること。

健診の未受診者の一覧
リスト・宛名シール又
ははがきが印刷できる
こと。

帳票作成:乳幼児健診各
健診未受診者一覧（生
年月日）を作成する

・３か月児健診: ３か月
児健診未受診者を一覧表
示し、受診勧奨用に宛名
シール、窓空き 封筒用の
宛名が印刷できること。
・３か月児精密健診対象
者の中から、未受診者を
検索できること。
・１０か月児健診:１０か
月児健診未受診者を一覧
表示し、受診勧奨用に宛
名シール、窓空き 封筒用
の宛名が印刷できるこ
と。
・１０か月児精密健診対
象者の中から、未受診者
を検索できること。
・１０か月児精密健診の
精密健診未受診者を一覧
表示し、受診勧奨用に 宛
名シール、窓空き封筒用
の宛名が印刷できるこ
と。
・股関節検診: 股関節検
診精密検診の精密健診未
受診者を一覧表示し、受
診勧奨用に 宛名シール、
窓空き封筒用の宛名が印
刷できること。

7.13.未受診者帳
票出力機能

7.13.1. 勧奨通知等の出力ができること（ＥＵＣができること）。 ・未受診者への勧奨通
知が印刷できること。
・未受診者への勧奨用
の宛名シールや封筒用
の宛名の印刷ができる
こと。

・案内文書、受診票、
予診票などの通知文書
と、対象者名簿が出力
できること。

・３か月児健診の精密
健診未受診者を一覧表
示し、受診勧奨用に宛
名シー ル、窓空き封筒
用の宛名が印刷できる
こと。

7.14.OCR取込機能 7.14.1. 乳幼児健診結果情報はOCRを使用して登録できること。 乳幼児健診結果情報はOCRを使用して登録できること。

※1　登録の際に使用した用紙を電子ファイルで保存し、参
照ができること｡

・各事業（全戸家庭訪
問・新生児訪問・ひ
よっこ訪問）の結果を
ＯＣＲを使用して登録
ができること。
・OCR登録の際に使用し
た用紙をイメージとし
て保存し、参照ができ
ること。
・各健診の結果をＯＣ
Ｒを使用して登録がで
きること。

・各事業の結果票が画
面登録,OCR登録できる
こと｡
・OCR登録の際に使用し
た用紙をｲﾒｰｼﾞとして保
存し,参照･印刷ができ
ること｡
【帳票種類】
出生連絡票、4か月児健
康診査票、10か月児健
康診査票、1歳6か月児
健康診査票、2歳児健康
診査票、3歳児健康診査
票、先天性股関節脱臼
検診受診票、2歳5か月
児歯科健康診査票

・過去の母子健康カー
ドはPDF等の画像でシス
テム管理できること。

・3～4か月児健診問診データ
修正※受診票についても同様
【システム要件】
スキャナで3～4か月児健診ア
ンケートを読み込み、CSV出
力する。
【説明】
1. 帳票名を選択
3～4か月児健診アンケート、
3～4か月児健診受診票、1歳6
か月児健診アンケート、1歳6
か月児健診受診票、3歳児健
診アンケート、3歳児健診受
診票から選択できること
2. 実施日時を選択
母子事業の事業予定から選択
3. 実施会場を選択
4. 読み込み開始
【契機】
  随時
【出力データ】
CSV形式
3～4か月児健診問診入力バッ
チ
【システム要件】
【説明】
【出力帳票】
3～4か月児健診問診入力エ
ラーリスト
【契機】
随時
※1歳6か月、3歳、幼児歯
科、親子デンタルクラスのア
ンケート、歯科健診結果につ
いても同様

・股関節検診: 股関節
検診結果は、OCR取込か
ら一括登録できるこ
と。

7.14.2. 取込時にエラーチェックを行い、エラーリストを出力できる
こと。

※1　登録時にはデータ登録時チェックに関する機能要件を
実施し、エラーはリストとして出力する。

健診ごとに対象年齢の
チェックを行うことが
できること。

・3～4か月児健診問診
入力エラーリスト
※受診票についても同
様

7.15.電子データ
一括取込機能

7.15.1. 乳幼児健診の結果情報は電子データ（CSV形式等）を使用し
て登録できること。

※1　登録時にはデータ登録時チェックに関する機能要件を
実施し、エラーはリストとして出力する。

・各健診の結果を、パ
ンチデータから一括登
録ができること。
・健診ごとに対象年齢
のチェックを行うこと
ができること。

・健康診査票を画面登
録,及び電子ﾃﾞｰﾀから登
録ができること｡
【健診種類】
2歳5か月児歯科健康診
査、4月児健康診査、10
か月児健康診査、1歳6
か月児健康診査、2歳児
健康診査、3歳児健康診
査

・指定されたフォー
マットで検診結果を一
括取り込みできるこ
と。

・パンチデータから一
括登録できること。
【健診種類】
３か月児健診、１０か
月児健診

7.15.2. エラーについては、再度取込処理を実施できること。

7.16.帳票出力機
能

7.16.1. 母子カード（母子カルテ）が出力できること（ＥＵＣができ
ること）。

・母子カード用宛名
シール、宛名シールは
汎用のものが利用でき
ること。
【対象者】
3～4か月児健診対象
者、1歳6か月児健診は3
～4か月児健診とは異な
り、全員分のラベルを
印刷はしない。
3～4カ月の時点で〇〇
区民は母子カードが作
成されているから、転
入者数名分しか必要な
い。
 [出力項目]
カナ氏名・漢字氏名、
性別、生年月日、住
所、整理番号、バー
コード
※1歳6か月、3歳、歯科
カード用宛名シールも
同様に作成

・乳幼児カードに関す
る情報を一覧で表示、
印刷できること。
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8.

【母
子保
健】
教
育・
相
談・
訪
問・
フォ
ロー

8.1.訪問情報管理
機能

8.1.1. 訪問情報を管理（登録、修正、削除、照会）できること。

【管理項目】
（母子保健固有の管理項目があれば今後記載）

母子保健固有の管理項目の有無を検
討いただきたい。

・新生児全件訪問（こ
んにちは赤ちゃん全件
訪問）希望登録
・衛生システムでハガ
キ受付入力
【検索項目】
　新生児カナ氏名、生
年月日、整理番号
・5 ●ハガキ入力（訪
問希望入力）
【入力項目】
　訪問者（地区担当助
産師・保健師）
　送付区分（郵送、窓
口、電子申請）
　連絡先電話番号
　他自治体依頼（他自
治体依頼の場合ﾁｪｯｸ）
　訪問先住所（住民登
録地以外の訪問を希望
する場合入力）
　訪問対象（新生児、
新生児（低体重））
　　※出生児体重2500
ｇに満たない乳児は新
生児（低体重）として
登録する。
　備考欄

・ 訪問予定画面に出生
日、出生体重、出生順
位、在胎週数、出生場
所（医 療機関名）、退
院先住所、依頼元・依
頼先・返信日等を管理
できること。
・訪問予定情報の管理
画面では、月単位毎、
週単位毎に表示期間を
指定で きること。
・一日体重増加量を自
動計算できること。

8.1.2. 訪問の各種情報登録時、一日体重増加量を自動算出できるこ
と。

※1　退院時体重、現在の体重、事業実施日の日齢より一日
体重増加量を自動算出することができる

8.1.3. その他訪問に関する要件は以下に記載の要件を満たすこと。

機能・帳票要件_01.【共通】
1.7.訪問情報管理機能

8.2.相談情報管理
機能

8.2.1. 相談情報を管理（登録、修正、削除、照会）できること。

【管理項目】
（母子保健固有の管理項目があれば今後記載）

母子保健固有の管理項目の有無を検
討いただきたい。

・ 母子相談の事業別に
受付処理ができるこ
と。
・予約制の母子相談事
業において、相談者の
予定を管理できること
・ 母子相談の受付と同
時に出席登録も可能で
あること。

8.2.2. その他相談に関する要件は以下に記載の要件を満たすこと。

機能・帳票要件_01.【共通】
1.8.健康相談情報管理機能

8.3.教育情報管理
機能

8.3.1. 教育情報を管理（登録、修正、削除、照会）できること。

【管理項目】
（母子保健固有の管理項目があれば今後記載）

母子保健固有の管理項目の有無を検
討いただきたい。

・妊婦教育の事業別に
受付処理ができるこ
と。
・妊婦教育のコース事
業については、受付処
理は１回で済むこと。
・両親学級の事業別に
受付処理ができるこ
と。
・両親学級のコース事
業については、受付処
理は１回で済むこと。
・妊婦教育の受付と同
時に出席登録も可能で
あること。
・両親学級の受付と同
時に出席登録も可能で
あること。

8.3.2. その他教育に関する要件は以下に記載の要件を満たすこと。

機能・帳票要件_01.【共通】
1.9.教育情報管理機能

G市 H市B市 C市 D市 E市 F市A市
標準仕様書機能名称

機能ID大
項目

中
項目

検討項目（論点案） 構成員ご意見
実装必須機能（実装すべき機能） 実装オプション機能（実装してもしなくてもよい機能）

実装不可機能（実装し
ない機能）
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G市 H市B市 C市 D市 E市 F市A市
標準仕様書機能名称

機能ID大
項目

中
項目

検討項目（論点案） 構成員ご意見
実装必須機能（実装すべき機能） 実装オプション機能（実装してもしなくてもよい機能）

実装不可機能（実装し
ない機能）

8.4.帳票出力機能 8.4.1. 訪問票（フェイスシート）が出力できること（EUCができる
こと）。

※1　転出、死亡があった場合は出力時に確認することがで
きること。

・訪問対象者が担当
者、担当区域ごとに集
計でき、個票として印
刷ができること。
・訪問対象の予定者に
転出や死亡があった場
合に、訪問記録の個票
印刷の際にその情報が
把握できること。

・通知：新生児訪問情
報の帳票を作成する。(
通知書控え（新生児訪
問）)
・通知：新生児訪問情
報の帳票を作成する。

・102 乳児・産婦訪問
記録票
・1 ●対象者一覧表出
力
101 訪問一覧表
【検索条件】
日付対象・年度・設
定・期間・サブシステ
ム・訪問種別・訪問対
象・入力窓口
職種・訪問担当者
【印刷物】
訪問一覧表（対象者リ
スト）
乳児・産婦訪問記録票
例）
　　【検索条件】日付
対象（処理日）・期間
→　ハガキの入力処理
日を設定し、検索。
条件に合った対象者の
一覧が表示されるの
で、訪問一覧表を印刷
する。

・訪問予定情報を訪問
記録票と母子訪問一覧
に印刷できること。
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9.

【母
子保
健】
養育
医療
管理

9.1.申請情報管理
機能

9.1.1. 養育医療の申請情報を管理（登録・変更・削除・照会）でき
ること。

【管理項目】
申請日
出生時体重
申請者名
申請者との続柄
申請者生年月日
申請者住所
保険種別
所得区分
所得税額
階層区分
徴収基準月額
保険種別（保険区分）
　＋
＜以下データ標準レイアウトのデータ項目＞
12　母子保健法による養育医療の給付又は養育医療に要する
費用の支給に関する情報

養育医療の申請情報を管理（登録・変更・削除・照会）でき
ること。

※1　徴収基準月額は、階層区分をもとにシステムで自動設
定できること

管理項目について最低限必要な内容
を記載しているが、そのほか過不足
ないか。

・未熟児養育医療に関
する申請書,意見書,世
帯調書の申請情報が管
理できること｡
・未熟児養育医療に関
する新規･継続･変更･返
還の管理ができること｡

・申請情報を管理し、
申請から認定まで管理
できること。
・記載事項変更届の履
歴管理ができること。
・更新申請の履歴管理
ができること。
・資格喪失届の履歴管
理ができること。
・計算された所得割額
の値から、該当する
「階層区分」を自動設
定できること。
・「徴収基準月額」
は、階層区分をもとに
システムで自動設定で
きること。
・「徴収基準月額」
は、任意の値を入力す
ることもできること

9.1.2. 養育医療の申請情報登録時、受給者番号は手入力の他に自動
算出もできること。

・受給者番号の自動発
番ができること｡

9.1.3. 養育医療の申請情報登録時、階層区分は手入力の他に自動算
出もできること。

※1　養育医療の階層区分マスタを参照し、地方税の額から
階層区分を自動判定できること
※2　養育医療の階層区分は第2子適用により加算額を適用す
るかどうかを自動で判定ができること

・階層区分は自動判定
により決定ができるこ
と｡
・第2子適用により加算
額を適用するかどうか
を自動で判定ができる
こと｡

9.1.4. 連携された税情報から、控除廃止前想定市町村民税所得割額
を自動計算できること。

・連携された税情報か
ら、控除廃止前想定市
町村民税所得割額を自
動計算できること。

9.1.5. 申請情報を履歴で管理することができ、入力した履歴情報の
照会が可能であること。管理できる履歴の件数は上限が無い
こと。

・申請状況を時系列に
ﾀﾞｲｼﾞｪｽﾄで表示して参
照ができること｡
・変更については,医療
内容の変更,税額等の変
更,記載事項の変更がで
きること｡

・各種申請履歴の詳細
情報を履歴単位の事由
も含めて容易に確認で
きること。

9.1.6. 養育医療の申請情報入力時に住民毎に以下の情報の参照がで
きること。
・住基情報
・世帯情報
・税情報

･扶養義務者や申請者は
世帯情報から容易に入
力ができること｡
･住民税情報連携から連
携した次の項目を申請
画面から取込みできる
こと｡
個人識別番号,相当年
度,課税非課税区分,非
課税の理由,未申告区
分,所得税,市区町村民
税均等割額,都道府県民
税均等割額,市区町村民
税所得割額,都道府県民
税所得割額

連携している情報
（税・障害・住基等）
画面に遷移できるこ
と。

9.1.7. 養育医療申請情報を登録時、任意のタイミングで以下の
チェックを行えること。

＜チェック条件＞
・申請日の整合性がとれる入力状態であるか

9.2.申請情報一覧
管理機能

9.2.1. 養育医療の申請情報を一覧で確認・加工できること（ＥＵＣ
ができること）。

妊娠届出一覧の印刷が
できること。

申請状況の履歴からす
ぐにその内容を表示し
て確認ができること｡

・申請日、承認期間開
始日・終了日等を検索
条件に設定し、該当者
を抽出・一覧表示でき
ること。
・最新異動情報と申請
届出情報の差分抽出が
可能であること。

9.2.2. 申請情報に対して、指定した条件により一覧をＥＵＣ機能を
利用して確認・加工できること。

※1　健康管理共通に記載のＥＵＣ機能の要件を満たすこと

機能名称
機能ID大

項目
中
項目

H市C市 D市 E市 F市 G市A市 B市検討項目（論点案） 構成員ご意見
実装必須機能（実装すべき機能） 実装オプション機能（実装してもしなくてもよい機能）

実装不可機能（実装し
ない機能）

標準仕様書
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機能名称
機能ID大

項目
中
項目

H市C市 D市 E市 F市 G市A市 B市検討項目（論点案） 構成員ご意見
実装必須機能（実装すべき機能） 実装オプション機能（実装してもしなくてもよい機能）

実装不可機能（実装し
ない機能）

標準仕様書

9.3.判定結果管理
機能

9.3.1. 判定結果情報を管理（登録・変更・削除・照会）できること

【管理項目】
交付日
指定医療機関名称
指定医療機関所在地
指定薬局名称
指定薬局所在地
診療予定期間開始日
診療予定期間終了日
調剤予定期間開始日
調剤予定期間終了日
有効期間開始日
有効期間終了日
　＋
＜以下データ標準レイアウトのデータ項目＞
12　母子保健法による養育医療の給付又は養育医療に要する
費用の支給に関する情報

管理項目について最低限必要な内容
を記載しているが、そのほか過不足
ないか。

9.3.2. 判定結果情報を登録時、任意のタイミングで以下のチェック
を行えること。

＜チェック条件＞
・診療予定期間及び有効期間の開始日と終了日の整合性がと
れる入力状態である

9.3.3. 却下となった方への通知が出力できること（ＥＵＣができる
こと）。

却下となった方への通
知が印刷できること｡

9.4.実施情報管理
機能

9.4.1. 養育医療実績情報のを管理（登録・変更・削除・照会）でき
ること

【管理項目】
請求年月
診療年月
診療実施日数
指定養育医療機関
入院・外来・食事等の区分
レセプト区分
決定点数
交付負担額
医療保険等負担額
自己負担額
差引額
移送費等
その他
支弁額
備考
自己負担入金日
延滞金
＋
＜以下データ標準レイアウトのデータ項目＞
12　母子保健法による養育医療の給付又は養育医療に要する
費用の支給に関する情報

管理項目について最低限必要な内容
を記載しているが、そのほか過不足
ないか。

・終了報告の管理がで
きること｡
・医療費,食事療養費,
移送費の管理ができる
こと｡
・請求月,診療月毎に費
用の管理ができること｡
・保険の種類毎に費用
の管理ができること｡
・費用入力の履歴から
すぐにその内容を表示
して確認ができるこ
と。
・過誤ﾃﾞｰﾀについて,請
求ﾃﾞｰﾀと関連付けて管
理ができること｡また,ﾏ
ｲﾅｽ請求にも対応できる
こと｡
・国保連合会及び支払
基金から入手したレセ
プトをシステムへ登録
できること。

・データによる一括登
録以外に医療給付情報
の個別入力・修正がで
きること。
・対象者を指定して画
面上で医療給付データ
の登録ができること。

9.4.2. 養育医療実績情報を登録時、任意のタイミングで以下の
チェックを行えること。

＜チェック条件＞
・「診療年月」が医療券の有効期間内にあること
・診療年月、医療機関、入院・食事・通院別が同一の給付情
報が既に登録済みではないこと

・「診療年月」が医療
券の有効期間範囲外で
あった場合、確認メッ
セージを出力し、医療
機関からの不正請求を
チェックできること。
・診療年月、医療機
関、入院・食事・通院
別が同一の給付情報が
既に登録済みの場合、
重複入力を防ぐための
チェックが可能である
こと。

9.4.3. 養育医療実績情報は国保連合会、支払基金から送付される医
療給付データを使用して登録できること。

国保連合会及び支払基
金から入手したレセプ
トデータをシステムへ
一括登録できること。

・国保連合会から毎月
送付される医療給付
データが一括登録でき
ること。

・支払基金から毎月送
付される医療給付デー
タが一括登録できるこ
と。

9.4.4. 取込時にエラーチェックを行い、エラーリストを出力できる
こと。

※1　登録時にはデータ登録時チェックに関する機能要件を
実施し、エラーはリストとして出力する。

医療給付データの一括
登録時にエラーが発生
した場合、エラーの修
正を行い、再度登録処
理が行えること。ま
た、エラーやワーニン
グのリストが出力でき
ること。

9.4.5. 自己負担金の請求データの作成ができること。

※1　自動作成できること
※2　第2子適用、高額対象となる場合でも自動判定して請求
データの作成ができること
※3　入院日数が1か月に満たない場合に日割り計算による請
求データの作成ができること

将来,子ども医療費助成
の自己負担が発生する
場合,以下ｱ~ｵに対応で
きていること｡
ｱ.市民への請求ﾃﾞｰﾀが
管理できること｡
ｲ.診療月毎に請求ﾃﾞｰﾀ
を自動で作成ができる
こと｡
ｳ.第2子適用や高額対象
となる場合でも自動で
判断して請求ﾃﾞｰﾀの作
成ができること｡
ｴ.入院日数が1か月に満
たない場合に日割り計
算による請求ﾃﾞｰﾀの作
成ができること｡
ｵ.支払い済みかどうか
の管理ができること｡

現在システムで実施し
ている、こども医療費
の振替の自動計算がで
きること。
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機能・帳票要件（9.【母子保健】養育医療管理）

機能名称
機能ID大

項目
中
項目

H市C市 D市 E市 F市 G市A市 B市検討項目（論点案） 構成員ご意見
実装必須機能（実装すべき機能） 実装オプション機能（実装してもしなくてもよい機能）

実装不可機能（実装し
ない機能）

標準仕様書

9.4.6. 自己負担金の入金日を管理できること。また、入金日を過ぎ
た場合に、延滞金の計算ができること。

将来,子ども医療費助成
の自己負担が発生する
場合,以下ｱ~ｵに対応で
きていること｡
ｱ.市民への請求ﾃﾞｰﾀが
管理できること｡
ｲ.診療月毎に請求ﾃﾞｰﾀ
を自動で作成ができる
こと｡
ｳ.第2子適用や高額対象
となる場合でも自動で
判断して請求ﾃﾞｰﾀの作
成ができること｡
ｴ.入院日数が1か月に満
たない場合に日割り計
算による請求ﾃﾞｰﾀの作
成ができること｡
ｵ.支払い済みかどうか
の管理ができること｡

自己負担金の入金日を
管理できること。ま
た、入金日を過ぎた場
合に、延滞金の計算が
できること。

9.5.実施情報一覧
管理機能

9.5.1. 養育医療給付実績を一覧で確認・加工できること（ＥＵＣが
できること）。

過誤判定処理により，
支払基金，国保連合
会，生活保護者毎に対
象者が抽出できるこ
と。

・各種請求チェックの結
果をレセプト単位に保存
でき、ピックアップがで
きること。

・給付情報を請求年月・
診療年月・受給者番号・
登録日・疾患（群）・入
通別・保険者別をレセプ
ト区分・疾病（群）・階
層区分を任意に条件に指
定し、該当データの抽
出・一覧表示ができるこ
と。
・給付情報を請求年月・
診療年月・受給者番号・
登録日・入通院別・保険
者別を条件に該当データ
の抽出・一覧表示ができ
ること。
・給付実績をCSV出力でき
ること。
・養育医療一覧、決定通
知（保護者・医療機関
宛）、継続協議承認書、
継続協議承認書送付分
（保護者・医療機関
宛）・送付用シール（保
護者・医療機関）・給付
明細書を出力できるこ
と。

9.5.2. 申請情報に対して、指定した条件により一覧をＥＵＣ機能を
利用して確認・加工できること。

※1　健康管理共通に記載のＥＵＣ機能の要件を満たすこと

9.6.帳票出力機能 9.6.1. ■帳票詳細要件01■

「養育医療給付台帳」の出力ができること。

9.6.2. ■帳票詳細要件02、03■

「養育医療券」の出力ができること。

養育医療券や徴収金決
定通知書が印刷できる
こと

医療券が印刷できるこ
と

9.6.3. 養育医療給付決定通知書の出力ができること（ＥＵＣができ
ること）。

保護者や医療機関への
結果通知および宛名ﾗﾍﾞ
ﾙが印刷できること｡

養育医療一覧、決定通
知（保護者・医療機関
宛）、継続協議承認
書、継続協議承認書送
付分（保護者・医療機
関宛）・送付用シール
（保護者・医療機
関）・給付明細書を出
力できること。

9.6.4. 督促状や未納明細書が出力できること（ＥＵＣができるこ
と）。

督促状や未納明細書が
印刷できること｡

9.6.5. 徴収金決定通知書が出力できること（ＥＵＣができるこ
と）。

養育医療券や徴収金決
定通知書が印刷できる
こと｡

9.6.6. 継続協議承認書、継続協議承認書送付分（保護者・医療機関
宛）が出力できること（ＥＵＣができること）。

養育医療一覧、決定通
知（保護者・医療機関
宛）、継続協議承認
書、継続協議承認書送
付分（保護者・医療機
関宛）・送付用シール
（保護者・医療機
関）・給付明細書を出
力できること。

9.6.7. 給付明細書が出力できること（ＥＵＣができること）。 養育医療一覧、決定通
知（保護者・医療機関
宛）、継続協議承認
書、継続協議承認書送
付分（保護者・医療機
関宛）・送付用シール
（保護者・医療機
関）・給付明細書を出
力できること。
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機能・帳票要件（10.【予防接種】対象者管理）

10.

【予
防接
種】
対象
者管
理

10.1.接種対象者
抽出機能

10.1.1. 予防接種ごとに接種対象者を、指定条件で抽出し、一覧を確
認、加工できること（ＥＵＣができること）。

※1　各接種の接種／未接種を考慮できること

予防接種ごとに接種対象者を、指定条件で抽出し、一覧を確
認、加工できること（ＥＵＣができること）。

※1　ワクチン種類間の接種間隔を考慮できること
※2　前回接種日からの経過を考慮できること
※3　複数接種を複合して上記が可能であること
※4　集配局ごとの数が集計できること

・対象者管理に含まれる業務上必要
な機能範囲であるため、実装必須と
して問題ないか。条件の加除はない
か。

予防接種ごとに接種対
象者を抽出し、一覧及
び案内書の出力できる
こと。

予防接種ごとに接種対
象者を抽出し,一覧及び
案内書の出力ができる
こと｡

・ワクチン種類間の接
種間隔や前回接種日か
らの経過等を考慮して
接種対象者を抽出でき
ること。
・対象者の一覧表が印
刷できること。なお、
接種済対象者を除外で
きること。
・前回接種が完了して
いる対象者のみの一覧
表が印刷できること。

・住基情報の条件（年
齢など）に加えて、各
接種の接種／未接種
（複数接種選択可）を
条件に加えて1回で抽出
できる事。（例：6歳以
下で麻しん・風しん両
方とも未接種の人）
・予防接種法施行令・
予防接種実施規則／定
期の予防接種実施要
領・結核予防法施行令
を基にした各接種の対
象者・未接種者の抽出
ができること。
・該当者一般名簿を印
刷することができるこ
と。

予防接種対象者抽出に
関する項目設定登録が
できること

・予防接種別ごとに対
象者を抽出する。（勧
奨時期に合わせ、生年
月日による抽出。）
・予防接種別ごとに対
象者データーを作成す
る。
・予防接種別ごとに対
象者を抽出し、委託業
者引渡しデーターの作
成及び統計等の資料作
成。
・対象者に予診票を発
送する際に、集配局ご
との数を集計、印刷す
る。
・各高齢者予防接種ご
とに調査するための検
索条件を設定し対象者
を抽出する。一覧表示
結果からＣＳＶファイ
ルを出力し統計等の資
料を作成ずる。

・生年月日や行政区、
性別、期・回数、未接
種・接種済等の複合条
件で、対
象者を住基から抽出
し、対象者データの抽
出処理ができること。
・現在抽出している麻
しん・風しん・日本脳
炎・二種混合の対象児
の他、今後必要となる
成人男性風しん対象者
を抽出できること。
・今後対象者を抽出す
る条件が変更となった
際に、担当職員が柔軟
に対応できること。
・抽出した対象者を
データ出力でき、印刷
等の外部委託に対応で
きること。

10.1.2. 高齢者予防接種（肺炎球菌・インフルエンザ）について、資
格・税情報（生活保護等）を参照し、自己負担免除対象者を
抽出できること。

高齢者予防接種（肺炎
球菌・インフルエン
ザ）について、生活保
護受給者データを使っ
て「免除区分」を更新
する。

10.1.3. 新型コロナウイルスの対象者情報について、ワクチン接種記
録システム（VRS）への情報提供用ファイルが作成できるこ
と。

※1　IFはデジタル庁発出の事務連絡内、【別紙】データ
フォーマット「接種対象者登録」に規定

国の指針に沿って追記している。

10.2.個別発行機
能

10.2.1. 住民ごとに予診票発行情報の管理（登録・更新・削除・照
会）ができること。

※1　発行履歴の管理が可能であること

【管理項目】
・予防接種の種類（接種回数含む）
・発行区分
・発行日

住民ごとに予診票発行情報の管理（登録・更新・削除・照
会）ができること。

※1　複数の予防接種について同時に登録・更新・削除がで
きること

・対象者を検索し、接
種状況及び発券状況の
確認ができること。
・接種シール、接種券
について、発行履歴も
管理できること。
・接種券発行履歴の管
理できること。また、
再転入などの宛名コー
ド更新等でのデータ更
新時においても発行履
歴を引き継ぐことがで
きること。

対象者を検索し,接種状
況の確認ができること｡

対象者への通知年月日
が予防接種の種類ごと
に管理できること。

接種券発行履歴の管理
ができること。

10.2.2. 住民ごとの予診票発行時に、過去の各接種情報を参照可能で
あること。

事務局の判断で追記したが、必要有
無を検討いただきたい。

10.2.3. 他市町村への接種依頼の管理（登録・更新・削除・照会）が
できること。

【管理項目】
予防接種の種類（接種回数含む）
依頼日
依頼自治体
依頼理由

予防接種費用の償還払
い（実施依頼書適用・
不適用）対応者の登録
及び処理状況の管理が
できること。

依頼書、負担金免除申
請及び決定の管理、通
知書の発行ができるこ
と。

他市町村への接種依頼
状の登録と印刷が行え
ること。

10.3.帳票出力機
能

10.3.1. 各予防接種の予診票が出力できること（ＥＵＣができるこ
と）。

※1　予診票そのものではなく、予診票貼付用シールや窓空
き宛名でも可

予診票については、自治体毎に様々
な運用が存在するため、要件の過不
足を検討いただきたい。

・予防接種の様式は予
防接種ごとに自由に選
択ができること。
・対象者を抽出し、接
種シール、接種券を個
別ごと又は一括印刷で
きること。
・バーコードとカスタ
マバーコードも同時に
印刷できること。

子どもの予防接種対象
者に受診者証が印刷で
きること｡

対象者へのお知らせ文
又は、宛名ラベルが印
刷できること。

・各予防接種の予診票
が印刷できること。
・高齢者肺炎球菌の受
診票が印刷できるこ
と。

予防接種通知を作成す
る

・予防接種別ごとに抽
出した対象者の予診票
を印刷する。
・個人を特定し、必要
な予防接種予診票を発
行する。

10.3.2. 各予防接種の案内（通知）が出力できること（ＥＵＣができ
ること）。

予診票とは別に案内（通知）の必要
有無を検討いただきたい。

予防接種ごとに接種対
象者を抽出し、一覧及
び案内書の出力できる
こと。

高齢者肺炎球菌の通知
が印刷できること。

・案内状を印刷するこ
とができること。

10.3.3. 新型コロナウイルスの接種券が出力できること。

※1 接種券（兼）接種済証の接種済証まで含む

■帳票詳細要件02、03■
新型コロナワクチン接種の接種券

新型コロナウイルス
クーポン券が印刷でき
ること。

・新型コロナウイルス
の接種券が印刷できる
こと。
・新型コロナウイルス
の予診票が印刷できる
こと。

10.3.4. 新型コロナウイルスの予診票が出力できること。

※1 接種券一体型予診票の接種券部分が当要件に該当する

■帳票詳細要件01■
新型コロナワクチン接種の予診票

新型コロナウイルスの予診票が出力できること。

※1 接種券一体型予診票の接種券部分以外が当要件に該当す
る。

■帳票詳細要件04■
新型コロナワクチン接種の予診票

国の指針に沿って追記している。

10.3.5. 他市町村への予防接種実施依頼書を出力できること（ＥＵＣ
ができること）。

予防接種実施依頼書を
出力できること。（こ
ども・高齢者）

依頼書、負担金免除申
請及び決定の管理、通
知書の発行ができるこ
と。

他市町村への接種依頼
状の登録と印刷が行え
ること。

依頼書を印刷できるこ
と。

予防接種の接種依頼書を印刷
できること。

10.3.6. 風しん追加的対策におけるクーポン券が出力できること。
（ＥＵＣができること）。

令和4年3月31日までの実施期間であ
ることを考慮し、帳票詳細要件やレ
イアウトを定めず、オプション機能
としているが問題ないか。

風しん追加的対策にお
けるクーポン券印刷に
対応できること。

風しん対策事業のクー
ポンが出力できること

D市 E市 H市構成員ご意見大
項目

中
項目

実装必須機能（実装すべき機能） 実装オプション機能（実装してもしなくてもよい機能）
実装不可機能（実装し

ない機能）

機能名称
機能ID

標準仕様書
検討項目（論点案） F市 G市A市 B市 C市
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機能・帳票要件（11.【予防接種】接種情報管理）

11.

【予
防接
種】
接種
情報
管理

11.1.接種情報管
理機能

11.1.1. 住民ごとに予防接種情報を管理（登録・更新・削除・照会）
できること。

【管理項目】
実施年月日
予防接種の種類
接種液の接種量
接種液の製造番号（Lot番号）
接種液を識別することができる事項（ワクチンメーカー等）
接種者の個人番号（マイナンバー）
接種不可情報（予診・未接種理由・罹患歴等）

＜データ標準レイアウト84を参照＞
接種回数

住民ごとに予防接種情報を管理（登録・更新・削除・照会）
できること。

【管理項目】
接種場所（医療機関等）
実施医師（問診医・接種医）
特記事項
風しん抗体検査判定結果

※1　他自治体で受けた接種情報についても管理が行えるこ
と

予防接種施行令第六条の二、予防接
種施行規則第二条の八を基準にして
いる。管理項目の加除はないか。

・接種区分(接種・未接
種、診察のみ、判定の
み※)の登録ができるこ
と。
・予防接種の未接種理
由の管理ができるこ
と。
・医療機関及び接種医
の管理ができること。
・転入前及び行政措置
の予防接種結果の管理
ができること。

・接種区分(接種,診察
のみ)の登録ができるこ
と｡
・予防接種の未接種理
由の管理ができること｡
・転入前及び行政措置
の予防接種結果の管理
ができること｡

・予防接種情報（ワク
チン区分・費用負担
額・時期回数・対象年
齢等）が管理できるこ
と。
・予防接種毎に接種不
可の情報を管理できる
こと。
・接種結果が管理でき
ること。
・当日未接種者の管理
ができること。
・個人毎に予防接種に
関する特記事項を入力
できること。
・他自治体での接種者
の管理ができること。
・接種結果の参照時に
（個人毎に接種状況が
確認できる）予防接種
台帳履歴が参照できる
こと。

・健診機関、診察医
師、問診医師、ワクチ
ン製造社、ワクチン
名、Lot№、有効期限、
接種量、接種済み証、
済み証発行理由、接種
後状況、備考等の管理
ができること。
・罹患歴を入力し、管
理できること。
・予診のみの場合も予
診情報として管理でき
ること。
・未受診理由・接種不
可理由の入力・管理が
行えること。
・予防接種を他市町村
で受けた情報も管理が
できること。

・各接種管理、罹患・
予診管理、ワクチン情
報の管理を行えるこ
と。
・予防接種台帳には、
住所・氏名・生年月
日・ワクチン名・接種
年月日・接種医療機
関・接種医師名・製造
会社名・ロット№・有
効期限・接種回数が登
録できること。
・個人照会時に、接種
名・接種時期・ワクチ
ン情報の有無を一画面
上で確認できること。

・予防接種情報の更
新・照会ができること
・中止情報を照会す
る。
・接種不可情報を紹介
する

・予診票で不備のあっ
たもの、または連続入
力の際、エラーが出た
ものを個別に入力す
る。転入者等の接種履
歴を把握した場合も個
別にて入力する。
・個人の接種状況を確
認する。
・バッチ入力処理でエ
ラーデータとなったも
のについて個別入力画
面（高齢者予防接種入
力）から登録する。

・対象者を検索し、接
種状況が確認できる画
面を有すること。
・成人男性風しんにつ
いては、抗体検査に係
る分類として、厚生労
働省の定める「HI法8倍
以下又はそれに相当す
る抗体価」「HI法8倍よ
り高い又はそれに相当
する抗体価」の2種類を
管理できること。ま
た、集計項目に使用で
きること。
・個人ごとに予防接種
の接種状況を同一画面
で入力できること。
・接種名称や期・回
数、接種日、接種医療
機関に加え、Ｌｏｔ番
号、ワクチン
メーカーも入力できる
こと。

11.1.2. 請求支払いにおける履行確認のため、接種ごとに請求年月の
管理ができること。

【管理項目】
請求年月

事務局の判断で追記している。内容
についてご検討いただきたい。

11.1.3. 住登外者についても、住登者と同様に予防接種情報の管理が
できること。

住登外者についても、住登者と同様に予防接種情報の管理が
できること。

※1　住登外者の区分（被災者、他自治体からの依頼等）を
管理できること。

・住民登録者以外の者
も住民登録者と同じよ
うにデータ管理できる
こと。
・他市からの依頼によ
る接種者と、住民登録
者以外の者と分けて管
理できること。

・里帰り等による県外
医療機関での予防接種
に関する情報を管理で
きること。

11.1.4. 同一世帯員の予防接種情報を参照できること。 接種結果の参照時に同
一世帯員の予防接種情
報を容易に参照できる
こと。

11.1.5. 照会時に接種可能時期に完了していない予防接種が確認でき
ること。

個人照会時に、接種可
能時期に接種完了でき
ていない接種が一目で
把握できること。

11.1.6. 一人の住民に対して複数の予防接種情報を、一括または連続
で登録できること。

・転入者の接種結果
を、一画面で一括して
登録ができること。
・対象者を指定して、
予防接種の結果（接種
日、ワクチンLotNo、医
療機関、助成金額等）
を連続して登録ができ
ること。

・転入者の接種結果を,
一画面で一括して登録
ができること｡

上記の予防接種につい
て、一個人を特定した
後は、メニュー画面に
戻ったり、再度、個人
を検索することなく、
自由に他の予防接種の
結果登録・更新・照
会・削除が行えるこ
と。

一括入力を更新する

11.1.7. 予防接種情報を、一括または連続で登録できること。

※1　連続入力に際して、次の項目はバーコードを使用した
登録が行えること。
・宛名番号
・予防接種の種類
・接種回数

・接種名称、接種日、
会場を固定し、予防接
種の結果を連続して登
録ができること。
・バーコードリーダー
を利用して、予防接種
の結果を連続して登録
ができること。

接種名称,接種日,会場
を固定し,予防接種の結
果を連続して登録がで
きること｡
・ﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰを利用
して,予防接種の結果を
連続して登録ができる
こと｡

・一種類の予防接種に
複数人まとめての一括
入力を行えること。
・ワクチン種別・医療
機関コード・個人番号
は、バーコード対応で
きること。

・予防接種別、医療機
関ごとに予診票のデー
タを連続入力する。

・接種名称、接種日、
医療機関（会場）、ワ
クチンメーカー、Ｌｏ
ｔ番号、接種量を任意
固定し、接種結果を連
続して入力できるこ
と。

11.1.8. 予防接種情報を、OCRを使用して登録できること。 各予防接種の結果
を,OCRを使用して登録
ができること｡

11.1.9. 予防接種情報ファイルを一括して取り込みできること。

※1　新型コロナウイルスに関しては、ワクチン接種記録シ
ステムからの結果情報の場合もある。IFはデジタル庁発出の
事務連絡内、【別紙】データフォーマット「予防接種台帳向
け出力」に規定

※2　登録時にはデータ登録時チェックに関する機能要件を
実施し、エラーはリストとして出力する。

各予防接種の結果を、
パンチデータから一括
登録ができること。

各予防接種の結果を,ﾊﾟ
ﾝﾁﾃﾞｰﾀから一括登録が
できること｡

指定されたフォーマッ
トで予防接種結果が一
括取込できること。

・接種済予診票をパン
チ入力したものを一括
バッチ処理で登録
・受け取ったＣＳＶ
データ（ＦＤ）を取り
込み、結果を反映させ
る。

パンチデータをもとに、予防接
種の接種実績を一括取り込み
できること。

11.1.10. エラーについては、再度取込処理を実施できること。 接種実績のパンチデータの取
り込み時にエラーが発生した
場合、エラーの修正を行い、再
度登録処理が行えること。

11.1.11. 予防接種情報登録時、前回接種歴との間隔チェックを行い、
間隔が不正の場合は整合性チェック（エラー・アラート）が
できること。

※1　同一接種の間隔についてチェックを実施すること。
※2　異なる接種の間隔についてチェックを実施すること。
※3　チェックは予防接種実施規則および定期接種実施要領
に基づいていること。

予防接種情報登録時、前回接種歴との間隔チェックを行い、
間隔が不正の場合は整合性チェック（エラー・アラート）が
できること。

※1　登録しようとする予防接種結果情報が、前回接種歴以
前の接種歴等、既に登録されている接種歴の接種間隔に影響
を及ぼす可能性がある場合には、整合性チェック（エラー・
アラート）ができること。

・予防接種ごとに接種
間隔や対象年齢の
チェックを行うことが
できること。
・異なった予防接種に
ついて、接種間隔の
チェックを行うことが
できること。

予防接種ごとに接種間
隔や対象年齢のﾁｪｯｸを
自動で行うこと｡

・登録時に前回接種と
の経過日数等の接種間
隔チェックができるこ
と。
・初回の接種時期によ
り以降の接種の回数や
接種間隔がかわる可能
性のある予防接種に関
してもチェックができ
ること。

・HPVはサーバリックス
とガーダシルのワクチ
ンの違いによる接種間
隔の違いに対応してい
ること。
・ロタウィルスはロタ
リックスとロタテック
のワクチンの違いによ
る接種回数と接種間隔
の違いに対応している
こと。
・国で定められた接種
時期や接種間隔から外
れた場合の入力時にエ
ラーメッセージが表示
されること。

・入力画面で接種間隔
に対してエラーチェッ
クがかかること。

接種間隔情報を照会す
る

・接種結果の登録時
に、同一ワクチンの接
種を行うまでの間隔
チェックが行えるこ
と。
・接種結果の登録時
に、別の種類の接種を
行うまでの間隔チェッ
クが行える
こと。

D市 E市 H市構成員ご意見大
項目

中
項目

実装必須機能（実装すべき機能） 実装オプション機能（実装してもしなくてもよい機能）
実装不可機能（実装し

ない機能）

機能名称
機能ID

標準仕様書
検討項目（論点案） F市 G市A市 B市 C市
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D市 E市 H市構成員ご意見大
項目

中
項目

実装必須機能（実装すべき機能） 実装オプション機能（実装してもしなくてもよい機能）
実装不可機能（実装し

ない機能）

機能名称
機能ID

標準仕様書
検討項目（論点案） F市 G市A市 B市 C市

11.1.12. 予防接種情報登録時、対象年齢のチェックを行い、接種日時
点年齢が不正の場合は整合性チェック（エラー・アラート）
ができること。

・予防接種ごとに接種
間隔や対象年齢の
チェックを行うことが
できること。

予防接種ごとに接種間
隔や対象年齢のﾁｪｯｸを
自動で行うこと｡

・接種者が接種対象年
齢範囲内であるか
チェックできること。

・入力時に対象年齢内
かどうか、エラー
チェックがかかるこ
と。

・接種結果の登録時
に、法定接種年齢範囲
チェックが行えるこ
と。

11.1.13. 接種間隔や対象年齢が不正な状態で登録された予防接種情報
を一覧で確認、加工できること（ＥＵＣができること）。

各予防接種の結果を、
接種間隔や対象年齢で
チェックし、正常リス
ト及びエラーリストが
印刷できること。

各予防接種の結果を,接
種間隔や対象年齢でﾁｪｯ
ｸし,ｴﾗｰﾘｽﾄが印刷でき
ること｡

国で定められた接種時
期や接種間隔から外れ
て登録されたデータの
チェックを一括で行え
ること。

・接種名・接種時期を
設定することで、入力
後一括で接種エラーの
チェックを行えるこ
と。エラー設定につい
ては、接種済み予防接
種の再接種の考慮や同
一の回数での入力はで
きない、といった回数
を考慮することや接種
間隔、指定期間外に接
種を行なったらエラー
とする、といった期間
の設定でもエラー設定
を行えること。

11.1.14. データ登録時、既に接種済み（二重接種）かチェックを行
い、既に接種済みの場合は整合性チェック（エラー・アラー
ト）ができること。

既に登録ずみの結果で
ないかチェックできる
こと。

入力画面で二重接種に
対してエラーチェック
がかかること。

・接種結果の登録時
に、複数の医療機関
（会場）で同日に接種
していないか
のチェックが行えるこ
と。

11.1.15. データ登録時、接種日時点で住民であるかチェックを行い、
住民でなかった場合は整合性チェック（エラー・アラート）
ができること。

接種日時点で、接種者
が住民であるかチェッ
クできること。

・接種結果の登録時
に、転出後に接種して
いないかのチェックが
行えること。

11.2.接種結果一
括参照機能

11.2.1. 接種ごとまたは複数接種まとめて、接種結果情報を一覧で確
認、加工できること（ＥＵＣができること）。

・各予防接種毎に接種
者、未接種者の一覧印
刷ができること。
・各予防接種の結果
を、ＣＳＶ形式で出力
できること。

・予防接種毎に接種者,

未接種者の一覧印刷が
できること｡また,未接
種者への接種勧奨通知
が印刷できること｡
・各予防接種の結果
を,CSV形式で出力でき
ること｡

・予防接種状況一覧で
接種年月日・接種状
況・接種場所・接種医
師・接種結果・ロット
番号・接種量が参照で
きること。
・複数の接種種類にま
たがった接種状況を一
覧表で印刷できるこ
と。
・複数の予防接種種類
を条件に未接種者を抽
出できること。
・指定した接種結果の
項目をCSV形式で出力で
きること。

接種履歴一覧に、接種
日順に接種した情報が
表示されること。

・予防接種一覧表が出
力できること。
・高齢者インフルエン
ザの受診者名簿が出力
できること。

・接種情報一覧を照会
する
・中止情報一覧を照会
する。
・予防接種接種者一覧
の帳票を作成する
・予防接種中止者一覧
を作成する

・予防接種ごとの接種
状況を確認する。
※調査依頼の内容に
従って検索条件を入力
し該当するデータ一覧
を表示させる。
・データを抽出し、統
計等の資料とする。
（CSVデータ出力できる
こと）

・各予防接種の接種実
績情報を一覧で表示、
印刷できること。
・生年月日を指定して
該当する対象者を検索
し、全予防接種の接種
状況を一画面で確認で
きること。

11.2.2. 接種ごとまたは複数接種まとめて、未接種者を一覧で確認、
加工できること（ＥＵＣができること）。

接種勧奨者の抽出等を想定してい
る。機能の過不足等について検討い
ただきたい。

各予防接種毎に接種
者、未接種者の一覧印
刷ができること。

予防接種毎に接種者,未
接種者の一覧印刷がで
きること｡また,未接種
者への接種勧奨通知が
印刷できること｡

・未接種者は指定日時
点の住民に限定して抽
出できること。
・未接種対象者の一覧
表が印刷できること

未受診・未接種者の抽
出が容易にでき、地区
別未受診者一覧表、検
診別未受診者一覧表、
未受診理由別一覧表等
の出力が行えること。

・住基情報の条件（年
齢など）に加えて、各
接種の接種／未接種
（複数接種選択可）を
条件に加えて1回で抽出
できる事。（例：6歳以
下で麻しん・風しん両
方とも未接種の人）
・予防接種法施行令・
予防接種実施規則／定
期の予防接種実施要
領・結核予防法施行令
を基にした各接種の対
象者・未接種者の抽出
ができること。

予防接種未接種者一覧
を作成する

11.2.3. 接種情報に対して、指定した条件により一覧をＥＵＣ機能を
利用して確認・加工できること。

・健康被害が発生した場合の
対応として、ワクチンメーカーと
Ｌｏｔ番号等を指
定して、接種者を検索できるこ
と。

11.3.接種結果提
供機能

11.3.1. 新型コロナウイルスの接種情報について、ワクチン接種記録
システム登録用のファイル作成ができること。

※1　IFはデジタル庁発出の事務連絡内、【別紙】データ
フォーマット「予診票一括登録」に規定

国の指針に沿って追記している。

11.4.帳票出力機
能

11.4.1. 接種履歴を証明する帳票（接種済証）を出力できること。

■帳票詳細要件01■
予防接種済証（定期）

■帳票詳細要件02■
予防接種済証（臨時）

■帳票詳細要件03■
新型コロナウイルス感染症　予防接種証明書

接種履歴を証明する帳票（接種済証）を出力できること（Ｅ
ＵＣができること）。

※1　日本語及び英語・韓国語・中国語表記で印刷ができる
こと

予防接種法で定められていることか
らレイアウトを作成しているが、シ
ステムから印刷する運用を行ってい
るか。

日本語及び英語・韓国
語・中国語表記で、接
種済証の印刷ができる
こと。

日本語及び英語･韓国
語･中国語表記で,接種
済証が印刷できること｡

・日本語および英語で
接種済証明書を出力で
きること。

・接種済み証の出力が
行えること。

・接種済書を作成する 個人を特定し、過去に
接種した予防接種の記
録を発行する。

・接種証明書もしく
は、予防接種の記録を
印刷できること。

11.4.2. 予防接種台帳を一覧で確認、加工できること（ＥＵＣができ
ること）。

定期接種実施要領に定められている
帳票ではあるが「電子的な管理を行
うことが望ましい」と示されている
こと、運用の実態としても電子管理
されていることが大半で、必要に応
じてEUC機能等を利用して出力して
いることから、帳票詳細要件やレイ
アウトを定めず、ＥＵＣ機能にて対
応できることとしているが問題ない
か。

予防接種個人台帳が出
力できること。

・実施台帳を作成する
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機能・帳票要件（11.【予防接種】接種情報管理）

D市 E市 H市構成員ご意見大
項目

中
項目

実装必須機能（実装すべき機能） 実装オプション機能（実装してもしなくてもよい機能）
実装不可機能（実装し

ない機能）

機能名称
機能ID

標準仕様書
検討項目（論点案） F市 G市A市 B市 C市

11.4.3. 個人の接種履歴を確認できる帳票（接種記録票等）を出力で
きること（ＥＵＣができること）。

※1　日本語及び英語・韓国語・中国語表記で印刷ができる
こと
※2　不可情報付きで印刷ができること

接種済証とは別に、個人の接種履歴
を確認するための帳票を想定してい
る。必要有無等について検討いただ
きたい。

・個人毎の予防接種台
帳が印刷できること。

・記録確認書の出力が
行えること。

・接種状況票を作成す
る
・接種状況票（不可情
報付）を作成する

接種証明書もしくは、
予防接種の記録を印刷
できること。

11.4.4. 未接種者への勧奨通知、または勧奨通知用の宛名が出力でき
ること。

・未接種者（当初一括
発行以降の転入者を含
む※）への接種勧奨通
知が印刷できること。
・未接種者への接種勧
奨用の宛名シールや封
筒用の宛名の印刷がで
きること。

・予防接種毎に接種者,
未接種者の一覧印刷が
できること｡また,未接
種者への接種勧奨通知
が印刷できること｡
・未接種者への接種勧
奨用の宛名ｼｰﾙや封筒用
の宛名が印刷できるこ
と｡

未接種対象者へのお知
らせ文又は、宛名ラベ
ルが印刷できること。

予防接種はがき（未接
種者）を作成する

11.4.5. 接種時期推奨表が出力できること。

※1　接種済の予防接種は、接種日を印字できること

接種時期表が印刷でき
ること。

接種時期推奨表を自動
作成でき、接種してい
ればその接種日も表に
印字されていること。

・予防接種　接種時期
表が出力できること。
接種時期表には各接種
の定められている年
齢、および対象住民の
接種年齢が表示できる
こと。
・予防接種の接種時期
推奨表を自動作成で
き、接種していればそ
の接種日も表に印字さ
れていること。なお、
接種時期推奨表につい
ては予防接種法施行
令・予防接種実施規
則・定期の予防接種実
施要領・結核予防法施
行令を基に作成してい
ること。

11.5.マスタ管理
機能

11.5.1. ワクチンメーカーをマスタ情報として管理できること。 ・ワクチンメーカ、Lot
の管理ができること。
・管理するワクチン
メーカ、Lot情報につい
て、追加及び変更がで
きること。

ワクチン情報を年度ご
とに管理が行えるこ
と。（単価・メーカー
など）

11.5.2. 接種駅の製造番号（Lot情報）をマスタ情報として管理でき
ること。

・ワクチンメーカ、Lot

の管理ができること。
・管理するワクチン
メーカ、Lot情報につい
て、追加及び変更がで
きること

11.5.3. 医師（問診医・接種医）をマスタ情報として管理できるこ
と。

管理する医療機関及び
接種医について、追加
及び変更ができるこ
と。

・医療機関は、〒・所
在地・電話番号・Fax番
号・接種医・口座番
号・医療機関コード・
接種医師を登録できる
こと。

11.5.4. 医療機関を予防接種別にマスタ管理できること。 ・委託医療機関を、定
期予防接種、高齢者イ
ンフルの別に管理でき
ること。
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機能・帳票要件（12.統計・報告）

12.統
計・
報告
理

12.1.集計管理機
能

12.1.1. 地域保健・健康増進事業報告の各集計表の集計値を出せるこ
と。
＜地域保健事業報告＞
　１ 健康診断
　２(1) 母子保健（妊娠の届出）
　２(2) 母子保健（健康診査）
　２(3) 母子保健（保健指導）
　２(4) 母子保健（訪問指導）
　３ 歯科保健
　４(1) 健康増進（栄養・運動等指導）
　９ 予防接種

※1　集計母体は上記としつつも、標準範囲外と整理された
事業に関連する集計項目は計上しない

地域保健・健康増進事業報告の各集計表の集計値を出せるこ
と。

※1　様式（固定帳票）で出力すること
※2　集計根拠となった該当情報をＥＵＣ機能を利用して出
せること
※3　Excel出力できること

10.結核はツ反が対象であることか
ら要件対象外としている。システム
から計上不要の整理で問題ないか。

・予防接種の情報は、
国報告(地域保健・健康
増進事業報告)の報告情
報として計上されるこ
と。
・ヒブ・小児用肺炎球
菌の国報告について、1
回目注射を受けた後2回
目の注射を受けた者を2
回目に計上するが、1回
目注射を受けていなけ
れば2回目を1回目とし
て計上すること。3回
目、4回目も同様に計上
できること。

・予防接種の情報は国
報告(地域保健･健康増
進事業報告)とﾘﾝｸされ
ており自動的に国報告
へ計上されること｡
・市外で接種した予防
接種は,集計表や報告書
から除外できること｡
・ﾋﾌﾞ･小児用肺炎球菌
の国報告について,1回
目注射を受けた後2回目
の注射を受けた者を2回
目に計上するが,1回目
注射を受けていなけれ
ば2回目を1回目として
計上すること｡3回目,4
回目も同様に計上でき
ること｡

・地域保健報告に対応
した集計表が印刷でき
ること。
・対象年度の学齢別の
接種人数の集計表が印
刷できること。

地域保健・健康増進事
業報告書が出力できる
こと。

・事業報告：９．予防
接種の帳票を作成する
・事業報告：１０．結
核予防の帳票を作成す
る

・地域保健・健康増進
事業報告が厚生労働省
指定様式に基づき、集
計できること。
・地域保健・健康増進
事業報告の集計結果が
厚生労働省指定様式の
Ｅｘｃｅ ｌファイルへ
データ転送できるこ
と。

12.1.2. 地域保健・健康増進事業報告の各集計表の集計値を出せるこ
と。
＜健康増進事業報告＞
　15(1) 健康増進（健康増進事業等の対象者）
　15(2) 健康増進（健康教育）
　15(3) 健康増進（健康相談）
　15(4) 健康増進（健康増進法施行規則第４条の２に基づく
健康診査）
　15(5) 健康増進（歯周疾患検診・骨粗鬆症検診）
　15(8) 健康増進（がん検診）
　15(9) 健康増進（肝炎ウイルス検診）

地域保健・健康増進事業報告の各集計表の集計値を出せるこ
と。
＜健康増進事業報告＞
※1　様式（固定帳票）で出力すること
※2　集計根拠となった該当情報をＥＵＣ機能を利用して出
せること
※3　Excel出力できること

各検診の登録内容は、
国報告(地域保健・健康
増進事業報告)の報告情
報として計上されるこ
と。

各検診の登録内容は国
報告(地域保健･健康増
進事業報告)とﾘﾝｸされ
ており自動的に国報告
へ計上されること｡

地域保健報告に必要な
集計表を印刷できるこ
と。

地域保健・健康増進事
業報告書が出力できる
こと。

地域保健・健康増進事
業報告に対応した検
索・集計表の出力がで
きること。

12.1.3. 各種統計資料（都道府県集計、市区町村独自集計等）をＥＵ
Ｃ機能を利用して作成できること。

※　集計数値が出せること

各種統計資料（都道府県集計、市区町村独自集計）をＥＵＣ
機能を利用して作成できること。

※　集計根拠となった該当情報をＥＵＣ機能を利用して出せ
ること
※　集計分析のための有効なグラフが作成でき出力できるこ
と

・各予防接種の結果
を、医療機関、対象月
毎に集計表が印刷でき
ること。
・市民でない人が接種
した予防接種は、集計
表や報告書からは除外
すること。
・各検診の結果を年
齢・性別、医療機関
別、月・性別にそれぞ
れ集計して印刷ができ
ること。
・肝炎ウイルス検診の
結果を、選択した年度
でC型・B型・C型+B型に
それぞれ集計して抽出
及び印刷ができるこ
と。
・任意の条件を指定し
て各検診の統計データ
を作成することができ
ること。

・各予防接種の結果を,
医療機関,対象月毎に集
計表が印刷できること｡
・各検診の結果を年齢･
性別,医療機関別,月･性
別にそれぞれ集計して
印刷できること｡
・任意の条件を指定し
て各検診の統計ﾃﾞｰﾀを
作成することができる
こと｡

・医療機関ごとのそれ
ぞれの予防接種の接種
人数の集計表、及び接
種者名簿が出力できる
こと。
・指定年度の月別接種
種類・時期回数別の接
種人数の集計表が印刷
できること。
・高齢者インフルエン
ザ、高齢者肺炎球菌に
ついて、月別医療機関
別の集計が行えるこ
と。
内訳１として、60～64
歳と65歳以上の件数を
出せること。
内訳２として、予診の
み、無料、生活保護、
非課税などの接種時の
管理区分単位での件数
を出せること。
・医療機関ごと/がん検
診ごとの受診件数を集
計できること。また対
象の受診者の名簿が出
力できること。
・条件指定した年度の
肝炎ウィルス検診受診
者を年代別判定別に集
計できること。

・基準日から生年月日
範囲を自動で設定し、
対象者、接種者を抽出
し、下記３種類のグラ
フが作成でき、また印
刷ができること。Excel
を使っての提案は不可
とする。
・接種歴から各予防接
種毎に累積接種率曲線
が画面表示できるこ
と。（Excelの機能を用
いてのグラフ作成は不
可）
・接種歴から各予防接
種毎にヒストグラムが
画面表示できること。
（Excelの機能を用いて
のグラフ作成は不可）
・予防接種を開始年齢
によって「0歳」、「1
歳」、「3歳」、「6
歳」、「その他」に区
分して、年齢別に累積
接種率曲線を画面表示
できること。（Excelの
機能を用いてのグラフ
作成は不可）

・実施報告書（ワクチ
ン接種内訳表）が出力
できること
・定期予防接種実績報
告書が出力できること
・結核健康診断予防接
種実績報告が出力でき
ること

・接種別医療機関別月
別集計表を作成する
・予防接種経年型グラ
フを作成する
・接種別年齢別月別集
計表を作成する
・成人予防接種につい
て、条件を指定して
データ分析が行えるこ
と。また結果をExcelグ
ラフ及びCSV形式データ
で出力できること
・受診者及び指導区分
状況の帳票を作成する
・検査項目別検査結果
別人員の帳票を作成す
る
・医療受給資格者以外
の者への健康手帳の交
付状況
・訪問指導実施状況を
作成する
・個別健康教育実施状
況を作成する
・集団健康教育実施状
況を作成する
・訪問指導従事者状況
を作成する
・「健康相談（老人保
健）」を作成する

・ＥｘｃｅｌやＡｃｃ
ｅｓｓ等のエンドユー
ザーが使用出来るツー
ルを介さないで直接、
衛生システムのデータ
ベースを参照して必要
なデータを抽出出来る
・歯周病健診補助金集
計（登録されたデータ
をもとに、年度別、期
間別に受診者集計をす
る。あわせて非課税世
帯員（再掲）も集計）
する。

・母子年報に基づき、
集計できること。
・県報告様式に基づ
き、集計できること。

・健診結果ごとの人数
の集計表を年代別、地
区別に印刷できるこ
と。なお、年代別の場
合、印字する年代の範
囲は自由に設定できる
こと。
・条件指定した年度の
歯周病検診受診者を年
代別判定別に集計でき
ること。集計内容は歯
周病検診マニュアル
2015に対応しているこ
と。
・国保連合会、健診機
関、およびその他の健
康管理システムの健診
データ（CSV形式）を取
り込んで分析や集計が
できること。
・異なる検診機関の
データが一元管理でき
ること。健診年度等に
よる健診機関が異なっ
たりしてもデータを一
元化して取り込むこと
ができること。また同
一年度に複数回数受診
を生じた場合も統合可
能であること。

・抽出の際には「出生
して一度も異動してい
ない者のみ」で抽出が
できること。
・上記３種類のグラフ
を表示する際に、地区
の指定が任意に選択で
きること。
・上記３種類のグラフ
の各年齢毎に表示／非
表示の設定が任意に選
択できること。年齢は
グラフ表示時に指定し
ての表示／非表示と、
全体で表示した後にも
任意で表示／非表示が
選択できること。
・上記３種類のグラフ
の線、接種推奨期間、
標準接種期間の色が自
由に変更できること。
・上記３種類のグラフ
で表示する予防接種の
種類やグラフの詳細を
設定できること。
・上記３種類のグラフ
が、同一画面内で拡大
ができること。

・「結核予防（相談
等）」を作成する
・受診者の状況及び結
果別状況の帳票を作成
する

H市構成員ご意見大
項目

中
項目

実装必須機能（実装すべき機能） 実装オプション機能（実装してもしなくてもよい機能）
実装不可機能（実装し

ない機能）

機能名称

機能ID

標準仕様書

検討項目（論点案） F市 G市A市 B市 C市 D市 E市
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機能・帳票要件（12.統計・報告）

H市構成員ご意見大
項目

中
項目

実装必須機能（実装すべき機能） 実装オプション機能（実装してもしなくてもよい機能）
実装不可機能（実装し

ない機能）

機能名称

機能ID

標準仕様書

検討項目（論点案） F市 G市A市 B市 C市 D市 E市

・集計条件を変更した
り新たに作成すること
で、必要とする集計表
が簡単に作成できるこ
と(39歳以下の健診にお
いても同様)
・各種集計表はそのま
まの形でExcelに出力が
できること。（判定結
果の色、罫線も含む）
・日程別健診別の予約
者数を男女別に集計で
きること。
・精密検査結果ごとの
人数の集計表を年代
別・地区別に印刷でき
ること。なお、年代別
の場合、印字する年代
の範囲は自由に設定で
きること。

・上記３種類のグラフ
の元データが画面で確
認でき、Excelに出力で
きること。

12.1.4. 各がん検診、歯周疾患検診、骨粗鬆症検診において、がん検
診の精度管理指標に関する以下の集計値を出せること。

　精検受診率
　未把握率
　精検未受診率
　精検未受診・未把握率
　要精検率
　がん発見率
　陽性反応的中度

事務局の判断で追記している。内容
についてご検討いただきたい。

12.1.5. 「健やか親子２１（第２次）」に定められた各市区町調査各
指標の集計ができること。

集計根拠となった該当情報をEUC機能を利用して出せるこ
と。

国の指針に沿って追記している。
国より集計ツールが提供されている
ため、そのツールを活用することも
想定し、固定様式での出力という記
載にはしていない。

12.1.6. 養育医療申請、給付実績の各種情報の集計ができること。

※1　福祉行政報告例の集計数値を出せること
※2　年齢階層別の集計数値を出せること
※3　出生時の体重別のの集計数値を出せること
※4　費用総額，医療費負担額，自己負担額について集計で
きること
※5　集計根拠となった該当情報をEUC機能を利用して出せる
こと

事務局の判断で追記している。内容
についてご検討いただきたい。
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